
巻
頭
言
間
こ
れ
か
ら
の
道
路

東
京
大
学
名
誉
教
授

高
山

英
華

1

道
路
行
政
と
シ
ビ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
--
-道
路
行
政
に
ひ
と
こ
と
ー
I

東
京
学
芸
大
学
教
授
･
シ
ビ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー

伊
藤

清
忠

3

特

集
/
道
路
に
関
す
る
争
訟

道
路
に
関
す
る
争
訟
に
つ
い
て

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係

5

川
崎
大
気
汚
染
訴
訟

(第
一
次
等
)
判
決
の
概
要
道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係

7

県
道
大
津
信
楽
線
土
砂
崩
落
事
故
に
係
る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
つ
い
て
滋
賀
県
±
木
部
道
路
課

博

道
路
管
理
に
係
る
損
害
賠
償
と
争
訟
の
状
況
道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係

雄

道路行政セミナー

橋
に
抱
か
れ
た
展
望
ラ
ウ
ン
ジ

｢
ス
カ
イ
ウ
ォ
ー
ク
｣

横
浜
市
道
路
局
街
路
部
高
速
道
路
課
課
長
補
佐

長
尾

節

卸

阪
神
高
速
湾
岸
線
全
線
開
通
に
つ
い
て

阪
神
高
速
道
路
公
団
総
務
部
総
務
課

"

広
小
路
通
都
市
景
観
整
備
事
業
に
つ
い
て
〈道
路
管
理
の
実
態
報
告

名
古
屋
市
土
木
局
道
路
部
道
路
環
境
整
備
課
長

加
藤

作
次

鯛

圏
欧
州
諸
国
の
道
路
事
情
(第
2
回
)囮
高
速
道
路
の
有
料
化
を
め
ぐ
っ
て

道
路
局
路
政
課
道
路
利
用
調
整
官

小
山

亮
一

佛

圀
道
路
占
用
Q
&
A
(第
3
回
)
道
路
法
第
笠
条
第
2
項

･
第
3
項
関
係

乾

一シ
リ
ー
ズ
/
あ
の
道

こ
の
道
一

広
島

の
新
し
い
幹
線
道
路

へ枇
園
新
道
〉

中
国
地
方
建
設
局
道
路
部
路
政
課

8

鞭
牛
和
尚
ゆ
か
り
の
宮
古
街
道
今
昔

へ
一般
国
道
一○
六
号
〉

岩
手
県
土
木
部
道
路
維
持
課
長

北
栃

啓
輔

師

圏
時
･
時
･
時
!

70

一
本
誌
の
掲
載
文
は
、
執
筆
者
が
個
人
の
責
任
に
お
一

一
い
て
自
由
に
書
く
建
前
を
と
っ
て
お
り
ま
す
。
し
た
一

…
が
っ
て
意
見
に
わ
た
る
部
分
は
個
人
の
見
解
で
す
。

一

…
ま
た
肩
書
等
は
原
稿
執
筆
時
お
よ
び
座
談
会
等
実
施

-

…時
の
も
の
で
す
。



＼
"＼

藻
道
路
に
関
す
る
争
訟

　　　　

道
路
に
関
す
る
争
訟
に
つ
い
て

現
在
係
争
中
の
道
路
の
設
置
管
理
の
瑕
疵
に
係
る

訴
訟
は
、
全
国
で
六
七
件

(平
成
五
年
三
月
三
一
日

現
在
)
あ
る
o

道
路
管
理
者
が
訴
訟
又
は
示
談
に
よ
っ
て
道
路
の

設
置
又
は
管
理
の
瑕
疵
で
損
害
賠
償
し
た
件
数
は
、

こ
こ
数
年
増
加
傾
向
に
あ
っ
て
昭
和
五
五
年
か
ら
昭

和
六
二
年
は
約
一
、
0
0
0
件
程
度
で
横
ば
い
だ
っ

た
も
の
が
平
成
四
年
度
は
、
て

七
〇
〇
件

(な
お
、

平
成
三
年
度
は
二
、
○
○
0
件
を
超
え
突
出
し
て
多

か
っ
た
。)
を
超
え
て
い
る
。
賠
償
金
額
に
つ
い
て

も
昭
和
六
〇
年
以
前
は
八
億
円
を
超
え
て
い
た
も
の

の
昭
和
六
一
年
か
ら
数
年
間
は
四
億
円
か
ら
五
億
円

程
度
で
推
移
し
て
い
た
が
、
再
び
増
加
し
平
成
四
年

度
は
八
億
円
を
超
え
た
。

今
後
と
も
各
道
路
管
理
者
は
、
道
路
に
お
け
る
円

建
設
省
道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係

滑
か
つ
安
全
な
交
通
を
確
保
し
、
道
路
の
機
能
を
十

分
に
発
揮
さ
せ
る
た
め
、
道
路
管
理
の
な
お
一
層
の

充
実
を
図
り
、
事
故
の
防
止
に
万
全
を
期
す
と
と
も

に
万
一
の
場
合
の
損
害
賠
償
に
つ
い
て
は
公
正
で
適

切
な
措
置
が
必
要
で
あ
る
。

損
害
賠
償
に
つ
い
て
、
一
時
期
、
被
害
者
保
護
な

い
し
弱
者
保
護
と
い
う
こ
と
が
盛
ん
に
い
わ
れ
、
国

家
賠
償
法
第
二
条
第
一
項
の
解
釈
、
適
用
に
つ
い
て

も
法
学
界
の
大
き
な
流
れ
に
沿
っ
て
道
路
管
理
者
に

厳
し
い
状
況
が
続
い
て
い
た
。
最
近
に
な
っ
て
損
害

賠
償
に
関
し
て
被
害
者
保
護
の
面
ば
か
り
で
は
な
く
、

賠
償
面
に
関
し
て
加
害
者
も
被
害
者
も
納
得
で
き
る

よ
う
な
社
会
的
な
公
正
さ
の
確
保
と
い
う
考
え
方
が

い
わ
れ
だ
し
て
い
る
。

ま
た
、
国
家
賠
償
法
第
二
条
第
一
項
の
い
わ
ゆ
る



営
造
物
の
設
置
･
管
理
の
瑕
疵
に
つ
い
て
は
伝
統
的

紹
介
す
る
。

に
営
造
物
が
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
い
て
い
る

そ
の
他
、

こ
と
、
す
な
わ
ち
物
的
施
設
自
体
の
物
理
的
、
外
形

的
欠
陥
な
い
し
不
備
に
よ
っ
て
危
害
を
生
ぜ
し
め
る

危
険
性
が
あ
る
場
合
を
い
う

(物
的
性
状
瑕
疵
)
と

解
釈
さ
れ
て
き
た
が
、
大
阪
空
港
夜
間
飛
行
禁
止
等

請
求
事
件
に
つ
い
て
の
昭
和
五
六
年
の
最
高
裁
判
所

の
判
決
は
、
営
造
物
が
そ
の
本
来
の
目
的
に
沿
っ
て

利
用
さ
れ
る
こ
と
に
関
連
し
て
当
該
営
造
物
の
利
用

者
以
外
の
第
三
者
に
危
害
が
生
じ
る
場
合
も
含
ま
れ

る
(い
わ
ゆ
る
｢供
用
関
連
瑕
疵
｣)
旨
を
判
旨
し
た
。

そ
の
後
、
新
幹
線
、
空
港
な
ど
の
公
共
用
物
の
周

辺
住
民
か
ら
訴
訟
が
相
次
ぎ
、
道
路
関
係
に
お
い
て

も
、
道
路
の
騒
音
振
動
等
の
差
止
め
等
を
求
め
た
一

般
国
道
四
三
号
訴
訟
を
は
じ
め
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る

大
気
汚
染
訴
訟
で
あ
る
西
淀
川
訴
訟
、
川
崎
訴
訟
、

尼
崎
訴
訟
、
名
古
屋
南
部
訴
訟
が
相
次
い
で
提
訴
さ

れ
た
。
こ
の
う
ち
、
一
般
国
道
四
三
号
訴
訟
は
、
現

在
最
高
裁
判
所
で
、
西
淀
川
訴
訟

(第
一
次
)
が
大

阪
高
等
裁
判
所
で
係
属
中
で
あ
り
、
他
の
訴
訟
は
、

各
地
方
裁
判
所
で
係
属
中
で
あ
る
が
、
平
成
三
年
三

月
に
一
審
判
決
が
言
渡
さ
れ
た
西
淀
川
訴
訟

(第
一

次
)
に
引
き
続
き
、
川
崎
訴
訟

(第
一
次
、
第
二
次

及
び
第
三
次
の
一
部
)
の
判
決
が
本
年
一
月
に
横
浜

地
方
裁
判
所
川
崎
支
部
で
言
渡
さ
れ
た
の
で
こ
こ
で

そ
の
他
、
平
成
四
年
度
の
道
路
の
設
置
･
管
理
の

瑕
疵
に
係
る
損
害
賠
償
の
概
況
と
道
路
関
係
争
訟
の

現
況
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
一
般
国
道
五
六
号
落

石
事
故
、
飛
騨
川
バ
ス
転
落
事
故
等
の
判
例
の
蓄
積

か
ら
、
最
近
あ
ま
り
事
例
が
な
い
落
石
、
土
砂
崩
壊

の
争
訟
の
判
決

(
一
審
判
決
で
あ
り
控
訴
さ
れ
た
。)

が
な
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
判
決
の
概
要
に
つ
い
て
併

せ
て
紹
介
す
る
o



礁
道
路
に
関
す
る
争
訟

斗
斗
I

川
崎
大
気
汚
染
訴
訟
(第
◎次
等
)判
決
の
柳
要

し
た
。

一
は
じ
め
に

工
場
･
事
業
所
の
排
煙
と
自
動
車
の
排
気
ガ
ス
を

｢都

市
に
お
け
る
複
合
大
気
汚
染
｣
の
主
原
因
と
し
て
そ
の
責

任
を
裁
判
で
問
う
訴
訟
は
、
現
在
、
い
わ
ゆ
る

｢西
淀
川

訴
訟
｣、
｢川
崎
訴
訟
｣、
｢尼
崎
訴
訟
｣
及
び

｢名
古
屋
南

部
訴
訟
｣
が
あ
る
が
、
平
成
三
年
三
月
に
判
決
の
言
渡
し

が
あ
っ
た
大
阪
西
淀
川
有
害
物
質
排
出
規
制
等
請
求
事
件

(西
淀
川
訴
訟
)
に
続
い
て
、
川
崎
大
気
汚
染
物
質
排
出

禁
止
等
請
求
事
件

(川
崎
訴
訟
、
以
下

｢本
件
訴
訟
｣
と

い
う
。)
の
判
決
の
言
渡
し
が
、
去
る
一
月
二
五
日
横
浜

地
方
裁
判
所
川
崎
支
部
に
お
い
て
行
わ
れ
た
。

判
決
は
、
被
告
企
業
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
の
一
部

を
認
容
し
た
が
、
国
、
首
都
高
速
道
路
公
団
へ
の
損
害
賠

償
請
求
を
棄
却
し
、
ま
た
、
差
止
請
求
に
つ
い
て
は
却
下

以
下
、
本
件
訴
訟
の
概
要
、
争
点
、
判
決
の
要
旨
等
に

つ
い
て
、
主
と
し
て
道
路
に
関
す
る
部
分
を
中
心
に
紹
介

、す
る
。

な
お
、
本
件
訴
訟
は
、
第
一
次
訴
訟
か
ら
第
四
次
訴
訟

ま
で
提
起
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
の
判
決
は
、
第
一
次
訴

訟
の
全
部
と
第
二
次
及
び
第
三
次
訴
訟
の
一
部
に
係
る
も

の
で
あ
る
。

二

本
件
訴
訟
の
概
要

提
訴

第
一
次
訴
訟

昭
和
五
七
年
三
月
一
八
日

第
二
次
訴
訟

昭
和
五
八
年
九
月
一
七
日

第
三
次
訴
訟

昭
和
六
〇
年
三
月
九
日

第
四
次
訴
訟

昭
和
六
三
年
一
二
月
二
四
日

建
設
省
道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係

2

当
事
者

の

原
告

川
崎
市
川
崎
区
又
は
幸
区
に
居
住
す
る
、
公
害
健
康
被

害
補
償
法

(以
下

｢公
健
法
｣
と
い
う
。)
に
基
づ
く
指

定
疾
病
の
認
定
を
受
け
た
患
者
又
は
そ
の
遺
族

第
一
次
訴
訟

三

九
名

第
二
次
訴
訟

一
〇
七
名

第
三
次
訴
訟

一
一
四
名

第
四
次
訴
訟

一
〇
〇
名

計

四
四
〇
名

②

被
告

国
、
首
都
高
速
道
路
公
団
及
び
企
業
一
四
社

(日
本
鋼

管
㈱
、
東
京
電
力
㈱
、
東
燃
㈱
、
東
燃
化
学
㈱
、
キ
グ
ナ

ス
石
油
精
製
㈱
、
日
本
石
油
化
学
㈱
、
浮
島
石
油
化
学
㈱
、

昭
和
電
工
㈱
、
ゼ
ネ
ラ
ル
石
油
㈱
、
三
菱
石
油
㈱
、
昭
和



表 1

被 告 物 質 数 値

国、 首都高
速道路公団
及び
企 業 14社

二 酸 化 窒 素 1時間値の 1日平均値0.02ppm

浮遊粒子状物質
① 1時間値の 1日平均値 0.1om g/m

3

② 1時間値 0.20m g/m
3

企 業 14社 二 酸 化 硫 黄
1 1時間値の平均値 0.04ppm
2 1時間値 0,1opP m

被
告
ら
は
、
原
告
ら
の
居
住
地
あ
る
い
は
勤
務
地

(川

崎
市
川
崎
区
及
び
幸
区
)
に
お
い
て
表
ー
の
数
値
を
超
え

る
汚
染
と
な
る
排
出
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

(1)

　　
　

(注) 二酸化窒素について規制を求めている数値は、 昭和48年環境庁告示
の環境基準 (旧基準) と同数値。

原
告
ら
は
、
被
告
企
業
ら
の
事
業
所
の
操
業
及
び
本
件

各
道
路
の
供
用
に
よ
り
排
出
さ
れ
た
大
気
汚
染
物
質
を
原

各 4
道 原
路 告 請
の ら 求
供 は の
用 、 理
に 被 由
よ 止

シ
ェ
ル
石
油
㈱
、
東
亜
石
油
㈱
、
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事

業
団
、
東
日
本
旅
客
鉄
道
㈱
、
な
お
、
日
本
国
有
鉄
道
清

算
事
業
団
及
び
東
日
本
旅
客
鉄
道
㈱
は
、
元
被
告
日
本
国

有
鉄
道
訴
訟
引
受
人
で
あ
る
。

な
お
、
今
回
の
判
決
に
係
る
損
害
賠
償
請
求
額
は
、
約

二
二
億
七
、
五
〇
〇
万
円
で
あ
る
。

な 募 れ 被 @)

　　　
　 　　

被
告
ら
は
、
原
告
ら
に
対
し
総
額
約
九
三
億
円
余
及
び

こ
れ
に
対
す
る
遅
延
損
害
金
を
年
五
分
の
割
合
に
よ
る
w

表 2

企 業 名 事 業 所 の 所 在 地

日 本 鋼 管 ㈱
(1)扇島地区 川崎市川崎区扇島 1‐1

(2川崎既存地区 同 市同 区南渡田 1 1 等

東 京 電 力 ㈱
(1川崎火力発電所 同 市同 区千鳥町 5‐1

(2)鶴見火力発電所 同 市同 区大川町 4‐1

(3)東扇島火力発電所 同 市同 区東扇島

東 燃 ㈱ 川崎工場 同 市同 区浮島町 7‐l

東 燃 化 学 ㈱
(1);l-崎工場 同 市同 区浮島町 7‐1

(2)千鳥工場 同 市同 区千鳥町 3‐1

キグナス石油精製㈱ 川崎工場 同 市同 区浮島町 3‐1

ロ 本 石 油 化 学 ㈱
(1)jll崎工場 同 市同 区夜光町 2 - 3‐1

(2)ブ半島工場 同 市同 区浮島町10‐lo

浮島石油化学㈱ 浮島工場 同 市同 区浮島10‐10

昭 和 電 工 ㈱
(1)!ll崎工場 同 市同 区扇島 5‐1

(2)千鳥工場 同 市同 区千鳥町 2‐3

ゼ ネ ラ ル 石 油㈱ 川崎製油所 同 市同 区浮島町 6‐1

三 菱 石 油 ㈱
(1洲崎製油所(扇町地区) 同 市同 区扇町12‐1

(2川崎製油所(扇島地区) 同 市同 区扇島 1 - 2

昭和シェル石油㈱
田川崎製油所(扇町地区) 同 市同 区扇町18‐1

老樹 !競演所(扇島地区) 同 市同 区扇島 1‐2

東 亜 石 油 ㈱ 川崎製油所 同 市同 区水江町 3 - 1

東日本旅客鉄道㈱ 川崎発電所 同 市同 区扇町 8‐3

に

よ
トる

金

園
と
し
て
健
康
被
害
を
受
け
て
い
る
が
、
こ
れ
は
被
告
ら

の
共
同
不
法
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、

被
告
ら
は
、
大
気
汚
染
物
質
の
差
止
め
と
損
害
賠
償
の
義

1 務 被 の
を 告 ハ

事 一 負 ら 同

鵠 被 ぅ は

三

被
告
ら
の
事
業
所
及
び
道
路
の
概
要

の 一
と か
お 戸
り 存
で 在
あ し
る て

被
告
企
業
ら
の
対
象
事
業
所
は
、
川
崎
市
川
崎
区
に
二

一
か
所
存
在
し
て
お
り
、
各
所
在
地
は
、
図
1
及
び
表
2
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ヌ 県道川崎町田線
ル 市道皐橋水江町線 、 船
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①
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県道東京大師横浜線
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道
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業
学
製
学
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鉄
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図

2

道
路

本
件
訴
訟
の
対
象
道
路
は
、
一
般
国
道
一
号
、
一
五
号
、

一
三
二
号
、
四
〇
九
号
及
び
首
都
高
速
道
路
横
浜
羽
田
空

港
線
で
あ
る
o

一
般
国
道
一
号
は
、
起
点
東
京
都
中
央
区
、
終
点
大
阪

市
、
実
延
長
約
七
三
九
･
二
如
で
、
こ
の
う
ち
本
件
訴
訟

の
対
象
は
、
川
崎
市
内
の
約
三
･
一
如
の
区
間

(上
下
六

車
線
、
標
準
幅
員
二
三
m
)
で
あ
り
、
建
設
大
臣
が
管
理

し
て
い
る
。

一
般
国
道
一
五
号
は
、
起
点
東
京
都
中
央
区
、
終
点
横

浜
市
、
実
延
長
約
二
九
･
二
如
で
、
こ
の
う
ち
本
件
訴
訟

の
対
象
は
、
川
崎
市
内
の
約
二
･
七
如
の
区
間

(上
下
六

車
線
又
は
四
車
線
、
標
準
幅
員
五
0
m
、
一
部
二
0
m
)

で
あ
り
、
建
設
大
臣
が
管
理
し
て
い
る
。

一
般
国
道
一
三
二
号
は
、
起
点
川
崎
港
、
終
点
川
崎
市

川
崎
区
宮
前
町
、
実
延
長
約
四
“
六
如
で
、
全
区
間

(上

下
六
車
線
、
一
部
四
車
線
、
標
準
幅
員
二
五
m
、
一
部
三

六
m
)
が
本
件
訴
訟
の
対
象
で
あ
り
、
国
の
機
関
委
任
事

務
と
し
て
川
崎
市
長
が
管
理
し
て
い
る
。

一
般
国
道
四
〇
九
号
は
、
起
点
川
崎
市
、
終
点
成
田
市
、

実
延
長
約
八
0
･
○
虹
で
、
こ
の
う
ち
本
件
訴
訟
の
対
象

は
、
川
崎
市
幸
区
及
び
川
崎
区
内
の
約

一
三
臘
の
区
間

(上
下
四
車
線
、
標
準
幅
員
二
二
i
二
五
m
)
で
あ
り
、

昭
和
五
六
年
に
一
般
国
道
に
指
定
さ
れ
、
国
の
機
関
委
任

事
務
と
し
て
川
崎
市
長
が
管
理
し
て
い
る
。

首
都
高
速
道
路
横
浜
羽
田
空
港
線
は
、
起
点
横
浜
市
中



区
本
牧
埠
頭
、
終
点
川
崎
市
川
崎
区
殿
町
、
延
長
二
一
･

七
蹴
の
神
奈
川
県
道

(上
下
六
車
線
、
標
準
幅
員
一
六
･

五
m
高
架
道
路
)
で
あ
り
、
約
六
･
四
虹
の
区
間
が
本
件

訴
訟
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
川
崎
市
川
崎
区
及
び
幸
区
の
本
件
各
道
路
の
位

置
は
図
ー
の
と
お
り
で
あ
る
。

四

主
要
な
争
点

本
件
訴
訟
の
主
要
な
争
点
に
つ
い
て
の
原
･
被
告

(本

項
に
お
い
て
は
、
主
に
被
告
国
･
同
首
都
高
速
道
路
公
団

と
い
う
こ
と
に
す
る
。
)
の
主
張
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

1

差
止
請
求

原
告
ら
は
、
人
格
権
･
環
境
権
を
差
止
請
求
の
根
拠
と

し
て
主
張
し
、
被
告
ら
は
、
こ
れ
ら
の
権
利
は
差
止
め
の

根
拠
と
は
な
ら
ず
、
差
止
請
求
の
趣
旨
が
不
特
定
か
つ
不

明
確
で
あ
り
、
そ
の
訴
え
は
不
適
法
で
あ
る
。
ま
た
、
も

し
仮
に
本
件
差
止
請
求
が
行
政
権
限
の
発
動
を
直
接
求
め

る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
民
事
訴
訟
と
し
て
許

さ
れ
な
い
不
適
法
な
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

2

因
果
関
係

○

到
達
の
因
果
関
係

原
告
ら
は
、
本
件
地
域
の
大
気
汚
染
は
い
ず
れ
の
物
質

に
お
い
て
も
全
国
有
数
の
ひ
ど
さ
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら

が
、
被
告
ら
の
排
出
す
る
膨
大
な
量
の
汚
悪
煙
に
よ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る

(川
崎
市
臨
海
部
に
位
置
す
る
被
告

ら
の
事
業
所
及
び
道
路
を
走
行
す
る
自
動
車
か
ら
排
出
さ

れ
た
汚
悪
煙
は
、
海
風
に
よ
っ
て
内
陸
の
原
告
居
住
地
等

に
到
達
し
て
い
る
。)
と
主
張
し
、
被
告
ら
は
、
本
件
地

域
は
開
放
的
地
形
で
通
風
性
も
よ
く
、
高
濃
度
汚
染
の
こ

と
さ
ら
発
生
し
や
す
い
地
域
で
は
な
い
。
川
崎
市
等
の
自

治
体
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
結
果
に
よ
れ
ば
、
本
件
地
域

の
大
気
汚
染
濃
度
に
影
響
を
及
ぼ
す
発
生
源
は
多
種
多
様

で
あ
り
、
市
内
の
発
生
源

(被
告
ら
を
含
む
)
の
影
響
は

そ
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
主
張
し

た
。②

発
病
の
因
果
関
係

原
告
ら
は
、
大
気
汚
染
と
閉
塞
性
呼
吸
器
疾
患
と
の
因

果
関
係
は
、
多
く
の
間
接
的
事
実

(国
内
外
の
公
害
の
歴

史
、
全
国
各
地
の
疫
学
調
査
結
果
、
公
健
法
患
者
認
定
等
)

の
積
み
上
げ
と
そ
れ
に
対
す
る
経
験
則
の
適
用
に
よ
っ
て

認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
大
気
汚
染
と
本
件
地
域
住
民
の
疫

病
の
間
に
集
団
的
因
果
関
係

(疫
学
的
因
果
関
係
)
が
肯

定
さ
れ
れ
ば
、
個
別
的
因
果
関
係
の
立
証
は
不
要
で
あ
る

と
主
張
し
、
被
告
ら
は
、
原
告
ら
が
あ
げ
る
事
実
は
、
下

記
の
理
由
に
よ
り
い
ず
れ
も
本
件
因
果
関
係
認
定
の
た
め

の
間
接
的
事
実
と
は
な
り
得
な
い
。

①

原
告
ら
の
あ
げ
る

｢公
害
の
歴
史
｣
は
、
高
濃
度

暴
露
の
例
で
あ
り
、
本
件
の
よ
う
な
低
濃
度
暴
露
の

参
考
と
は
な
ら
な
い
。

②

｢四
大
疫
学
調
査
｣
は
、
種
々
の
問
題
点
を
内
包

し
て
お
り
、
そ
の
結
果
は
信
憑
性
に
欠
け
る
。

③

｢公
健
法
制
度
｣
は
、
一
種
の
制
度
的
割
切
り
と

し
て
の
患
者
救
済
制
度
に
す
ぎ
ず
、
法
的
因
果
関
係

を
認
め
た
も
の
で
は
な
い
。

本
件
で
は
不
法
行
為
責
任
が
問
わ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら

個
人
の
疫
病
と
の
個
別
的
因
果
関
係
の
立
証
が
必
要
で
あ

る
と
主
張
し
た
。

3

工
場
の
立
地
･
操
業
に
関
す
る
国
の
責
任

(国
家
賠

償
法
第
一
条
第
一
項
)

原
告
ら
は
、
国
は
、
新
た
な
公
害
の
発
生
･
増
大
が
予

見
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
重
化
学
工
業
の
育
成
の
み

を
重
視
し
、
本
件
地
域
に
工
場
の
立
地
を
推
進
し

(立
地

上
の
責
任
)、
そ
の
後
、
本
件
各
工
場
か
ら
排
出
さ
れ
る

大
気
汚
染
物
質
に
よ
っ
て
、
住
民
の
健
康
に
深
刻
な
被
害

が
発
生
し
つ
つ
あ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
は
、
ば
い

煙
規
制
法
、
大
気
汚
染
防
止
法
等
に
基
づ
く
適
切
な
行
政

措
置
を
と
ら
ず
、
工
場
操
業
の
継
続
･
拡
大
を
進
め
て
き

た

(操
業
の
責
任
)
と
主
張
し
、
被
告
国
は
、
国
の
産
業

政
策
･
経
済
政
策
は
専
ら
政
府
の
裁
量
に
属
し
、
司
法
判

断
に
馴
染
ま
な
い
う
え
、
そ
も
そ
も
公
権
力
の
行
使
に
該

当
せ
ず
、
侵
害
行
為
性
が
な
い
。
国
の
排
出
規
制
惚
怠
責

任
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
七
年
以
前
は
根
拠
法
令
が
存
在

せ
ず
、
昭
和
三
七
年
以
降
は
国
は
与
え
ら
れ
た
権
限
に
基

づ
き
、
そ
の
時
々
に
お
い
て
な
し
え
た
様
々
な
措
置
を
講

じ
て
き
た
の
で
あ
り
、
不
作
為
の
責
任
は
な
い
と
主
張
し

た
。



4

道
路
の
設
置
･
管
理
の
瑕
疵
責
任

(国
家
賠
償
法
第

二
条
第
二
項
)

原
告
ら
は
、
本
件
道
路
の
管
理
者
で
あ
る
国
及
び
首
都

高
速
道
路
公
団
は
、
そ
の
管
理
す
る
道
路
を
大
量
の
自
動

車
の
交
通
の
用
に
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
走
行
中
の
自

動
車
か
ら
大
量
の
大
気
汚
染
物
質
を
排
出
さ
せ
、
原
告
ら

に
被
害
を
与
え
て
い
る
と
主
張
し
、
被
告
ら
は
、
本
件
各

道
路
は
、
極
め
て
公
共
性
が
高
く
、
か
つ
、
通
常
有
す
る

べ
き
安
全
性
を
有
し
て
い
る
う
え
に
、
本
件
各
道
路
の
管

理
者
に
は
排
気
ガ
ス
の
排
出
を
有
効
に
防
ぐ
た
め
の
権
限

が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
道
路
の
設
置
･
管
理
の
瑕
疵
が

あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
し
た
。

5

共
同
不
法
行
為

原
告
ら
は
、
被
告
ら
の
侵
害
行
為
に
は
、
本
件
各
事
業

所
及
び
道
路
の
位
置
的
な
近
接
性
、
人
事
交
流
、
経
済
機

能
･
産
業
技
術
的
相
互
関
連
性
、
産
業
政
策
に
基
づ
く
一

体
性
等
の
面
か
ら
関
連
共
同
性
が
あ
り
、
共
同
不
法
行
為

が
成
立
し
、
連
帯
し
て
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
が
あ
る
と

主
張
し
た
。

6

損
害
論

原
告
ら
は
財
産
的
、
精
神
的
一
切
の
損
害
の
内
金
と
し

て
一
律
･
一
括
請
求
。

･
死
亡
者

三
、
0
0
0
万
円

･
特
急
患
者

三
、
○
○
0
万
円

･
一
･
二
級
患
者

二
、
0
0
0
万
円

(
一
、
五
〇
〇
万
円
)

･
三
級
患
者

一
、
五
〇
0
万
円

(
一
、
0
0
0
万
円
)

(
)
書
き
は
児
童
の
場
合

被
告
ら
は
、
原
告
ら
は
、
個
別
に
そ
の
損
害
額
を
主
張
、

立
証
す
べ
き
で
あ
る
。
も
し
、
仮
に
被
告
ら
に
対
し
損
害

賠
償
請
求
権
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
公
健
法
の
補

償
給
付
に
よ
っ
て
既
に
て
ん
補
さ
れ
て
い
る

(予
備
地
主

張
)。五

判
決
の
要
旨

ー

判
決

◎

差
止
請
求

却
下

②

損
害
賠
償
請
求

①

被
告
国
及
び
首
都
高
速
道
路
公
団

棄
却

②

被
告
企
業
ら

一
部
認
容

(総
額
四
億
六
、
0
0
0
万
円
余
)

2

争
点
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
判
断

の

差
止
請
求

大
気
汚
染
物
質
が
被
告
ら
の
排
出
行
為
の
み
に
よ
る
も

の
で
は
な
い
こ
と
、
被
告
ら
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
方

法
又
は
態
様
を
な
す
べ
き
か
が
明
確
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、

不
適
法
と
し
て
却
下
を
免
れ
な
い
。

②

因
果
関
係

①

到
達
の
因
果
関
係

本
件
地
域
は
、
平
坦
な
地
形
で
あ
り
、
気
象
的
に
も

閉
鎖
性
が
高
い
と
は
い
え
ず
、
汚
染
濃
度
を
高
め
る
気

象
気
候
も
明
確
に
は
認
め
ら
れ
な
い
。
被
告
企
業
ら
の

事
業
所
か
ら
の
排
出
に
係
る
硫
黄
酸
化
物
は
原
告
ら
居

住
地
等
に
到
達
し
て
い
る
が
、
概
ね
被
告
企
業
ら
の
事

業
所
か
ら
排
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
ま
で
は
い
え
な

い
。
被
告
企
業
ら
の
寄
与
度
は
、
川
崎
市
の
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
モ
デ
ル
と
同
一
の
モ
デ
ル
に
基
づ
き
求
め
ら
れ

る
。
道
路
か
ら
排
出
さ
れ
る
硫
黄
酸
化
物
の
原
告
ら
居

住
地
へ
の
到
達
は
ご
く
僅
か
で
あ
り
、
二
酸
化
窒
素
は

道
路
端
か
ら
三
○
-
五
0
m
ま
で
の
距
離
減
衰
が
著
し

く
、

一
〇
0
-

-
五
0
m
ま
で
で
緩
や
か
に
減
衰
が
認

め
ら
れ
る
。

②

発
病
の
因
果
関
係

二
酸
化
硫
黄
に
つ
い
て
、
本
件
地
域
は
全
国
で
も
有

数
の
大
気
汚
染
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
、
公
健
法
の
指
定

地
域
と
さ
れ
た
こ
と
、
昭
和
三
〇
年
代
-
四
〇
年
代
前

半
の
疫
学
調
査
に
お
い
て
症
状
と
の
関
連
性
が
認
め
ら

れ
る
こ
と
、
W
H
O
の
環
境
保
健
指
針
に
お
け
る
健
康

影
響
が
見
出
さ
れ
る
最
低
濃
度
レ
ベ
ル
、
昭
和
六
一
年

専
門
委
員
会
報
告
で
の
昭
和
三
〇
年
代
…
四
〇
年
代
に

お
け
る
慢
性
閉
塞
性
疾
患
に
対
す
る
大
気
汚
染
の
影
響

の
評
価
、
以
上
か
ら
昭
和
三
〇
年
代
-
四
〇
年
代
に
相

当
期
間
継
続
し
て
本
件
地
域
に
居
住
又
は
勤
務
し
、
昭



和
五
〇
年
代
前
半
頃
ま
で
に
指
定
三
疾
病
に
罹
患
し
た

者
は
大
気
汚
染
を
原
因
と
し
て
発
症
し
た
も
の
で
あ
る

と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

二
酸
化
窒
素
に
つ
い
て
、
大
気
汚
染
と
二
酸
化
窒
素

と
の
関
連
性
を
認
め
る
疫
学
調
査
が
存
在
す
る
が
、
昭

和
六
一
年
専
門
委
員
会
報
告
で
の
現
状
の
大
気
汚
染
と

本
件
疾
病
と
の
調
査
結
果
、
現
状
の
大
気
汚
染
の
慢
性

閉
塞
性
疾
患
に
対
す
る
影
響
に
関
す
る
同
報
告
書
の
最

終
的
評
価
、
中
央
公
害
対
策
審
議
会
の
答
申
に
お
け
る

大
気
汚
染
の
評
価
、
昭
和
六
一
年
専
門
委
員
会
報
告
以

後
の
調
査
で
同
報
告
書
の
結
論
を
左
右
す
る
も
の
が
存

し
な
い
こ
と
、
室
内
で
は
暖
房
等
に
よ
り
屋
外
の
濃
度

を
上
回
る
場
合
を
示
唆
す
る
調
査
が
存
在
す
る
こ
と
等

を
総
合
勘
案
す
る
と
少
な
く
と
も
結
審
時
に
お
い
て
は

本
件
疾
病
の
発
症
･
憎
悪
と
の
間
に
相
当
な
因
果
関
係

が
あ
る
と
ま
で
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

公
健
法
の
認
定
手
続
き
を
み
れ
ば
、
原
告
ら
が
公
健

法
の
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
本
件
疾
病
に
罹
患
し

て
い
る
と
推
認
す
る
に
重
要
な
事
実
で
あ
る
と
解
さ
れ

ろ
%

③

工
場
の
立
地
･
操
業
に
関
す
る
国
の
責
任

国
が
港
湾
計
画
策
定
の
実
質
的
主
体
で
あ
る
と
は
認
め

ら
れ
ず
、
京
浜
運
河
の
浚
漂
工
事
に
よ
り
埋
立
が
可
能
に

な
っ
た
り
、
国
の
行
為
と
被
告
企
業
ら
の
排
出
行
為
が
直

接
に
結
び
付
く
ま
で
は
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

国
の
規
制
権
限
の
不
行
使
に
つ
い
て
、
条
理
、
港
湾
計

画
･
運
河
の
浚
漂
･
埋
立
事
業
に
国
が
関
与
し
た
先
行
行

為
、
行
政
指
導
、
い
ず
れ
も
規
制
権
限
の
根
拠
と
は
、
認

め
難
い
。
ば
い
煙
規
制
に
基
づ
く
規
制
に
つ
い
て
は
、
国

が
強
制
的
に
排
煙
の
排
出
や
事
業
所
の
操
業
を
停
止
さ
せ

る
よ
う
な
権
限
ま
で
も
付
与
し
た
も
の
で
は
な
く
、
司
法

の
施
行
に
よ
り
一
定
の
効
果
が
み
ら
れ
た
こ
と
等
か
ら
、

権
限
に
つ
き
不
行
使
が
あ
っ
た
と
ま
で
い
え
な
い
。

回

道
路
の
設
置
･
管
理
の
瑕
疵
責
任

二
酸
化
硫
黄
の
本
件
道
路
か
ら
の
排
出
は
、
被
告
企
業

ら
の
一
%
に
も
満
た
ず
、
ま
た
、
被
告
企
業
ら
の
排
出
行

為
と
本
件
道
路
か
ら
の
排
出
に
つ
き
関
連
共
同
性
が
認
め

難
い
こ
と
も
考
慮
す
る
と
、
本
件
道
路
か
ら
排
出
さ
れ
る

二
酸
化
硫
黄
と
原
告
ら
の
健
康
被
害
と
の
間
の
因
果
関
係

を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
二
酸
化
窒
素
と
原

告
ら
の
健
康
被
害
と
の
間
の
因
果
関
係
は
、
各
種
疫
学
調

査
の
知
見
及
び
昭
和
六
一
年
報
告
内
容
な
ど
か
ら
し
て
認

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
道
路
に
関
す
る
責
任
も
認

め
得
な
い
。

な
お
、
浮
遊
粒
子
状
物
質
に
つ
き
本
件
道
路
か
ら
の
排

出
量
を
主
張
立
証
し
て
い
な
い
。

㈱

共
同
不
法
行
為
責
任

①

本
件
道
路
と
被
告
企
業
ら
と
の
関
係

本
件
道
路
は
、
い
ず
れ
も
道
路
法
上
の
道
路
と
し
て

一
般
交
通
の
用
に
供
さ
れ
、
被
告
企
業
に
限
ら
ず
、
本

件
地
域
住
民
を
含
む
国
民
の
諸
種
の
社
会
経
済
活
動
に

不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
被
告
企
業
ら
と
本
件
道

路
か
ら
の
大
気
汚
染
物
質
の
排
出
と
の
間
に
社
会
通
念

上
一
個
の
行
為
と
認
め
ら
れ
る
程
度
の
一
体
性
を
認
め

る
余
地
は
な
い
。

②

被
告
企
業
ら
の
関
連
共
同
性

I

民
法
第
七
一
九
条
第
一
項
前
段
の
共
同
不
法
行
為

遅
く
と
も
、
昭
和
四
〇
年
代
後
半
に
は
、
被
告
企
業

ら
は
本
件
地
域
に
お
け
る
大
気
汚
染
状
況
及
び
右
影
響

等
に
共
通
認
識
を
有
し
、
協
力
し
て
防
止
対
策
を
探
る

状
態
に
あ
っ
た
。
排
出
さ
れ
る
大
気
汚
染
物
質
が
合
体

し
て
原
告
ら
の
健
康
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
を

当
然
認
識
し
て
い
た
か
、
認
識
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
右

認
識
･
対
応
に
つ
い
て
、
被
告
企
業
ら
に
緊
密
な
一
体

性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

口

民
法
第
七
一
九
条
第
一
項
後
段
の
共
同
不
法
行
為

被
告
企
業
ら
は
、
昭
和
三
〇
年
代
ま
で
に
立
地
操
業

し
、
そ
の
排
出
し
た
硫
黄
酸
化
物
等
の
一
部
が
原
告
ら

居
住
地
等
に
到
達
し
、
本
件
疾
病
の
発
症
･
憎
悪
に
影

響
を
与
え
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
被
告
企
業
ら
の

位
置
関
係
、
原
料
･
製
品
の
供
給
関
係
、
施
設
の
利
用

関
係
等
を
考
え
る
と
、
緊
密
な
一
体
性
が
あ
る
と
ま
で

は
い
え
な
く
て
も
、
社
会
通
念
上
一
個
の
行
為
と
認
め

ら
れ
る
程
度
の
一
体
性
は
有
し
て
い
る
。

⑧

被
告
企
業
ら
の
責
任

被
告
企
業
ら
排
出
の
二
酸
化
窒
素
に
よ
る
健
康
被
害
の

程
度
及
び
そ
の
機
序
を
認
識
し
、
原
告
ら
に
広
汎
な
健
康

被
害
を
も
た
ら
す
こ
と
を
認
識
し
て
排
出
行
為
を
行
っ
た



と
ま
で
は
認
め
難
い
。
(故
意
責
任
)

遅
く
と
も
昭
和
三
〇
年
代
初
頭
に
は
、
周
辺
住
民
の
生

命
･
身
体
に
被
害
が
生
じ
る
こ
と
に
つ
き
予
見
可
能
で
あ
っ

た
。
調
査
義
務
を
怠
り
、
防
止
対
策
も
十
分
で
は
な
か
っ

た
。
(過
失
責
任
)

被
告
企
業
ら
は
、
大
気
汚
染
防
止
法
第
二
五
条
第
一
項
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の
規
定
に
従
い
施
行
日
以
降
の
排
出
行
為
に
よ
る
損
害
に

つ
い
て
は
、
無
過
失
責
任
を
負
う
。
昭
和
四
〇
年
代
以
降

の
大
気
汚
染
防
止
対
策
に
よ
り
二
酸
化
硫
黄
の
排
出
量
を

逓
減
し
た
こ
と
か
ら
、
結
果
回
避
可
能
性
は
あ
っ
た
。

(無
過
失
責
任
)

の

損
害
論

原
告
ら
の
請
求
は
、
損
害
の
全
体
額
を
明
示
し
た
も
の

と
は
い
え
ず
、
い
わ
ゆ
る
一
部
請
求
と
解
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
過
去
に
遡
っ
た
各
時
点
に
お
い
て
、
そ
の
財
産

的
損
害
あ
る
い
は
精
神
的
損
害
を
厳
密
に
主
張
立
証
を
要

求
す
る
こ
と
は
原
告
ら
に
救
済
の
道
を
閉
ざ
す
こ
と
に
も

な
り
か
ね
な
い
事
情
の
下
に
お
い
て
は
、
本
件
疾
病
に
罹

患
し
た
こ
と
に
よ
る
健
康
被
害
と
し
て
、
財
産
的
損
害
及

び
精
神
的
被
害
を
包
括
し
て
請
求
す
る
こ
と
も
適
法
と
解

す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
各
原
告
ら
の
被
っ
た
損
害
は
、

各
原
告
に
よ
り
差
異
が
あ
る
が
、
最
低
限
類
型
別
の
損
害

額
が
発
生
し
て
い
る
も
の
と
し
て
一
律
請
求
す
る
こ
と
も

適
法
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
公
健
法
あ
る
い
は

川
崎
市
の
条
例
等
に
よ
り
各
種
の
給
付
の
限
度
に
お
い
て

補
填
さ
れ
た
も
の
と
い
う
べ
く
、
原
告
ら
の
損
害
賠
償
額

か
ら
こ
れ
を
控
除
す
べ
き
で
あ
る
。
(六
名
に
つ
い
て

は
、損
害
の
す
べ
て
を
補
填
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
請
求

棄
却
。)

③

そ
の
他

①

企
業
等
の
責
任
割
合

被
告
企
業
ら
排
出
の
二
酸
化
硫
黄
の
到
達
の
寄
与
割

合
を
も
っ
て
本
件
疾
病
の
寄
与
割
合
と
解
す
る
の
が
相

当
。
昭
和
三
〇
年
-
四
八
年
ま
で
の
発
症
原
告
に
つ
い

て
は
発
症
寄
与
割
合
を
四
○
%
、
昭
和
四
九
年
-
五
〇

年
代
前
半
ま
で
の
発
症
原
告
に
つ
い
て
は
一
五
%
と
認

め
る
。

②

共
同
不
法
行
為
の
成
立
範
囲

原
告
ら
の
本
件
疾
病
の
発
祥
時
期
を
基
準
と
し
て
、

操
業
開
始
時
期
を
考
慮
す
る
。
昭
和
三
〇
年
中
の
六
社
5

昭
和
三
八
年
以
降
の
三
一社
ま
で
を
段
階
的
に
共
同
不

法
行
為
を
認
定
し
た
。
(参
考
)

③

消
滅
時
効

健
康
被
害
は
、
継
続
し
た
一
個
の
損
害
。
原
告
ら
は
、

遅
く
と
も
本
件
訴
訟
提
起
時

(昭
和
五
七
年
三
月
一
八

日
)
に
は

｢加
害
者
｣
あ
る
い
は
大
気
汚
染
防
止
法
の

｢賠
償
義
務
者
｣
が
被
告
企
業
ら
で
あ
る
と
認
識
。

④

個
別
的
認
定

I

他
疾
患
の
可
能
性
、
口
喫
煙
の
影
響
、

田
発
症

時
期
が
大
気
汚
染
の
濃
度
が
低
い
時
期
の
も
の
に
つ
い

て
、
い
ず
れ
も
因
果
関
係
を
認
め
難
い
と
し
て
一
六
名

請
求
棄
却
。

⑤

侵
害
行
為
の
判
定

被
告
浮
島
化
学
㈱
は
、
操
業
当
初
か
ら
二
酸
化
硫
黄

を
排
出
し
て
い
な
い
。
被
告
東
日
本
旅
客
鉄
道
㈱
は
、

日
本
国
有
鉄
道
分
割
民
営
化
に
伴
い
施
設
の
所
有
権
、

運
営
及
び
管
理
を
引
き
継
い
だ
。



御
協
力
を
お
借
り
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

り
、
今
後
と
も
御
教
示
、
御
協
力
を
切
に
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

六

お
わ
り
に

被
告
企
業
一
二
社

(日
本
鋼
管
㈱
、
東
京
電
力
㈱
、
東

燃
㈱
、
東
燃
化
学
㈱
、
キ
グ
ナ
ス
石
油
精
製
㈱
、
日
本
石

油
化
学
㈱
、
昭
和
電
工
㈱
、
ゼ
ネ
ラ
ル
石
油
㈱
、
三
菱
石

油
㈱
、
昭
和
シ
ェ
ル
石
油
㈱
、
東
亜
石
油
㈱
、
日
本
国
有

鉄
道
清
算
事
業
団
)
は
、
平
成
六
年
二
月
七
日
に
原
告
ら

一
〇
六
名

(請
求
棄
却
原
告
を
除
く
)
を
被
控
訴
人
と
し

て
、
ま
た
、
原
告
ら
は

(
一
三
六
名
)
は
、
平
成
六
年
二

月
八
日
に
国
、
首
都
高
速
道
路
公
団
ほ
か

(原
審
原
告
と

同
じ
)
を
被
控
訴
人
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
東
京
高
等
裁
判

所
に
控
訴
し
た
。
控
訴
条
は
未
だ
送
達
さ
れ
て
い
な
い
が
、

控
訴
審
に
お
い
て
も
道
路
管
理
者
の
施
策
や
考
え
方
を
裁

判
所
に
よ
り
一
層
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
必
要
な
主
張

立
証
を
行
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
今
後
と
も
技

術
面
で
の
研
究
を
含
め
、
環
境
対
策
等
を
積
極
的
に
推
進

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

最
後
に
な
っ
た
が
、
本
件
訴
訟
は
、
提
訴
以
来
一
三
年

と
い
う
長
年
月
の
審
理
と
な
り
、
そ
の
間
、
法
務
省
、
証

言
い
た
だ
い
た
諸
先
生
方
、
そ
の
他
大
勢
の
方
々
か
ら
、

い
ろ
い
ろ
の
御
教
示
を
い
た
だ
き
、
ま
た
、
御
協
力
を
い

た
だ
い
た
。
今
回
の
判
決
も
そ
れ
ら
御
協
力
の
賜
物
で
あ

る
と
、
誌
面
を
か
り
て
深
く
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。

控
訴
審
の
審
理
の
中
心
が
ど
こ
に
置
か
れ
る
か
、
控

訴
状
未
送
達
の
現
段
階
に
お
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
控
訴
審
に
審
理
に
お
い
て
も
な
お
、
大
勢
の
方
々
の



藻
道
路
に
関
す
る
争
訟

　　　　

県
道
大
津
信
楽
線
害
砂
堂明
礬
事
故
彊
係
る

損
害
賠
償
請
求
訴
訟
鑑
つ
い
で

は
じ
め
に

昭
和
六
三
年
三
月
三
〇
日
午
前
八
時
頃
に
滋
賀
県
大
津

市
内
の
県
道
で
、
道
路
面
か
ら
約
一
0
m
の
高
さ
の
斜
面

よ
り
、
幅
約
一
五
m
に
渡
っ
て
、
約
一
九
〇
諺
の
土
砂
が

崩
落
し
、
う
ち
約
九
〇
鮮
が
落
石
防
護
柵
を
倒
壊
し
た
う

え
に
、
土
石
が
押
し
出
さ
れ
、
通
行
中
の
自
動
車
一
台
が

下
敷
き
に
な
り
、
乗
車
し
て
い
た
二
名

(兄
弟
)
が
死
亡

す
る
事
故
が
発
生
し
た
。

こ
の
事
故
に
対
し
、
死
亡
し
た
兄
弟
の
相
続
人
で
あ
る

母
親
が
、
道
路
管
理
者
で
あ
る
県
に
安
全
管
理
義
務
違
反

等
の
責
任
を
、
ま
た
、
災
害
防
除
工
事
し
た
業
者
に
工
事

が
ず
さ
ん
か
つ
不
完
全
で
あ
っ
た
責
任
を
主
張
し
、
両
者

を
相
手
に
損
害
賠
償
を
求
め
、
平
成
三
年
三
月
二
七
日
に

大
津
地
方
裁
判
所
に
提
訴
し
た
。

滋
賀
県
土
木
部
道
路
課

平
成
三
年
五
月
二
四
日
に
第
一
回
口
頭
弁
論
が
開
始
さ

れ
、
平
成
五
年
九
月
二
七
日
の
第
一
七
回
口
頭
弁
論
で
結

審
し
、
平
成
五
年
三
一月
二
〇
日
に
判
決
が
言
い
渡
さ
れ

た
。判

決
は
原
告
の
請
求
を
棄
却
し
、
｢本
件
の
ご
と
き
大

規
模
な
斜
面
崩
落
が
発
生
す
る
こ
と
を
事
前
に
予
測
す
る

こ
と
は
全
く
不
可
能
で
あ
っ
た
｣
と
の
被
告
側

(県
、
お

よ
び
施
工
業
者
)
の
主
張
を
認
め
る
内
容
で
あ
っ
た
。

(原
告
側
は
、
当
判
決
を
不
服
と
し
て
、
大
阪
高
等
裁
判

所
に
控
訴
し
て
い
る
。)

以
下
、
本
稿
で
は
一
審
判
決
の
要
旨
等
に
つ
い
て
紹
介

す
る
。

判

決

主

文
一

原
告
の
請
求
を
い
ず
れ
も
棄
却
す
る
。

二

訴
訟
費
用
は
原
告
の
負
担
と
す
る
。

事
実
及
び
理
由

第
一

請
求
の
趣
旨

被
告
ら
は
、
原
告
に
対
し
、
連
帯
し
て
、
一
億
五
八
六

一
万
円
及
び
こ
れ
に
対
す
る
昭
和
六
三
年
三
月
三
〇
日
か

ら
支
払
済
み
ま
で
年
五
分
の
割
合
に
よ
る
金
員
を
支
払
え
。

第
三

事
案
の
概
要

本
件
は
、
県
道
を
自
動
車
で
走
行
中
、
県
道
脇
の
山
の



位 置 図

　
　

.琵

套
＼

　

　
　

---、で
き
い

　

　　　

　　

　
　
　　

　

　

　

　
　
　　
　
　　
　
　
　

　

　

　

　

　　
　
　
　
　
　
　　

　

　

崩
･･

--、

ハ*
＼
J

省
い
り
き
バ〉y

　
　　
　　
　
　
　

斜
面
が
突
然
崩
落
し
、
多
量
の
土
砂
や
岩
石
が
道
路
に
流

出
し
て
土
砂
等
が
右
車
に
直
撃
し
、
運
転
者
及
び
同
乗
者

の
二
名
が
圧
死
し
た
事
故
に
つ
き
、
右
二
名
を
相
続
し
た

母
親
で
あ
る
原
告
が
、
県
道
の
設
置
管
理
者
で
あ
る
被
告

滋
賀
県

(以
下

｢被
告
県
｣
と
い
う
。)
に
対
し
て
、
国

家
賠
償
法
第
二
条
第
一
項
に
基
づ
き
、
ま
た
、
斜
面
が
崩

落
す
る
前
年
に
右
現
場
を
含
む
付
近
の
落
石
防
護
施
設
の

設
置
工
事
を
し
た
被
告
鈴
鹿
建
設
株
式
会
社

(以
下

｢被

告
会
社
｣
と
い
う
。)
に
対
し
て
、
不
法
行
為
に
基
づ
き
、

そ
れ
ぞ
れ
逸
失
利
益
、
慰
謝
料
等
の
損
害
賠
償
を
求
め
た

事
案
で
あ
る
o

な
お
、
付
帯
請
求
の
起
算
日
は
、
本
件
事
故
が
あ
っ
た

日
で
あ
る
昭
和
六
三
年
三
月
三
〇
日
で
あ
る
。

一
争
い
の
な
い
事
実
及
び
証
拠
に
よ
り
容
易
に
認

め
ら
れ
る
事
実
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

1

原
告

末
廣
寛

(以
下

｢寛
｣
と
い
う
。)
及
び
末
廣
稔

(以
下

｢稔
｣
と
い
う
。)
は
、
そ
れ
ぞ
れ
昭
和
六
三

年
三
月
三
〇
日
当
時
三
八
歳
、
三
五
歳
の
独
身
男
子
で

あ
り
、
原
告
は
、
右
両
名
を
相
続
し
た
母
で
あ
る
。
原

告
の
他
に
、
両
名
を
相
続
し
た
者
は
い
な
い

(争
い
が

な
い
。
)。

2

本
件
事
故
現
場

H

斜
面
の
崩
落
が
あ
っ
た
現
場
は
、
県
道
で
あ
る
大

津
信
楽
線

(滋
賀
県
大
津
市
瀬
田
か
ら
滋
賀
県
甲
賀

　'′



郡
信
楽
町
に
至
る
幅
員
約
六
m
の
主
要
地
方
道
で
あ

る
。)
の
上
田
上
牧
町
付
近

(そ
の
位
置
に
つ
い
て

は
、
当
時
者
間
に
争
い
は
な
い
。
以
下

｢本
件
事
故

現
場
｣
と
い
う
。)
で
あ
り
、
そ
の
南
側
に
は
大
戸

川
が
流
れ
、
北
側
は
、
赤
松
や
雑
木
等
が
繁
茂
す
る

約
五
0
m
の
斜
面
で
あ
っ
た
。

□

右
斜
面
の
地
質
は
、
花
崗
岩
及
び
そ
れ
が
風
化
し

た
残
積
土
で
あ
る
マ
サ
土
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、

全
体
的
に
み
れ
ば
、
地
表

(斜
面
)
に
近
い
部
位
は

風
化
が
進
み
、
深
く
な
る
ほ
ど
風
化
が
進
ん
で
い
な

い
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
花
崗
岩
は
、
亀
裂
が
多

く
、
そ
れ
ら
は
縦
方
向
と
流
れ
盤
の
方
向
に
顕
著
に

発
達
し
て
い
た
が
、
そ
の
亀
裂
の
方
向
も
場
所
に
よ

り
変
化
し
て
い
た
。
マ
サ
土
は
風
化
が
進
ん
だ
状
態

で
花
崗
岩
か
ら
な
る
基
盤
を
覆
う
よ
う
に
分
布
し
て

い
た
が
、
風
化
の
状
態
は
、
き
わ
め
て
不
均
一
で
、

マ
サ
土
の
厚
さ
も
場
所
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
り
、

花
崗
岩
と
マ
サ
土
は
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
存
在
し

て
い
た
。
特
に
マ
サ
土
中
に
も
未
風
化
の
花
崗
岩
が

コ
ア
ー
ロ
ッ
ク

(核
岩
)
と
し
て
介
在
し
て
お
り
、

露
頭
の
み
か
ら
は
硬
質
の
岩
盤
と
判
定
さ
れ
や
す
い

も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
花
崗
岩
盤
中
の
、
亀
裂
の

表
面
の
一
部
が
マ
サ
土
化
し
て
お
り
、
結
果
と
し
て
、

亀
裂
の
中
に
マ
サ
土
が
入
り
込
ん
だ
状
態
と
な
っ
て

い
る
部
分
も
あ

っ
た
。

曰

崩
壊
以
前
の
右
斜
面
は
、
下
部
の
切
り
取
り
法
面

(斜
面
高
さ
約
八
な
い
し
一
0
m
)
と
上
部
の
自
然

斜
面
に
分
か
れ
て
い
た
。
右
斜
面
は
、
位
置
に
よ
り

若
干
の
差
は
あ
っ
た
が
、
下
部
の
切
取
り
で
約
三
分

の
勾
配
で
あ
り
、
風
化
し
て
い
な
い
花
崗
岩
の
基
盤

で
あ
っ
た
。
上
部
の
自
然
斜
面
は
、
マ
サ
土
の
中
に

風
化
し
て
い
な
い
花
崗
岩
の
岩
石
が
点
在
し
て
い
る

と
い
う
状
態
で
、
そ
の
勾
配
は
一
な
い
し
一
･
二
割

で
あ

っ
た
。

3

落
石
防
護
工
事

H

被
告
県
は
、
落
石
の
危
険
度
、
発
生
頻
度
、
重
要

度
等
を
総
合
判
断
し
、
本
県
事
故
現
場
付
近
を
災
害

防
除
工
事
の
必
要
箇
所
に
決
定
し
、
本
県
事
故
現
場

を
含
む
前
記
県
道
大
津
信
楽
線
の
山
側
に
、
基
底
部

が
一
六
〇
伽
、
上
部
が
四
○
卸
、
高
さ
三
m
の
台
形

の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
防
護
壁
の
上
に
三
m
の
高
さ
の

H
網
に
張
ら
れ
た
金
網
の
落
石
防
護
柵
を
長
さ
約
三

0
m
に
わ
た
っ
て
設
置
す
る
工
事

(以
下

｢本
件
工

事
｣
と
い
う
。
)
を
す
る
こ
と
と
し
た
。

□

被
告
県
は
、
指
名
入
札
を
行
い
、
落
札
し
た
被
告

会
社
と
の
間
で
、
昭
和
六
二
年
九
月
一
〇
日
、
前
記

落
石
防
護
壁
の
設
置
す
る
旨
の
請
負
契
約
を
締
結
し
、

被
告
会
社
は
、
右
請
負
契
約
に
基
づ
き
、
一
〇
月
九

日
、
本
件
工
事
に
着
手
し
、
同
年
一
二
月
二
四
日
に

は
す
べ
て
の
工
事
を
完
了
し
た
。
な
お
、
被
告
会
社

は
、
本
件
工
事
に
際
し
て
、
斜
面
下
部
を
機
械
を
使

用
し
て
掘
削
し
、
五
○
な
い
し
一
〇
〇
岼
の
礫
を
取

り
除
い
た
り
、
斜
面
に
植
え
て
い
た
木
を
伐
採
し
た

り
し
た
が
、
同
年
一
〇
月
二
七
日
に
は
、
右
掘
削
は

完
了
し
て
い
た
。

4

本
件
事
故
前
の
気
象

本
件
事
故
現
場
付
近
に
お
け
る
昭
和
六
三
年
三
月
中

の
総
降
雨
量
は
、
約
一
〇
〇
餓
で
あ
り
、
と
く
に
、
同

月
二
五
日
及
び
二
六
日
に
、
約
三
三
皿
の
降
雨
が
観
測

さ
れ
、
同
月
二
九
に
は
、
最
瞬
間
風
速
が
秒
速
一
四
m

の
強
風
が
発
生
し
て
い
た
。

5

本
件
事
故

寛
及
び
稔
は
、
昭
和
六
三
年
三
月
三
〇
日
午
前
七
時

三
〇
分
頃
、
本
件
県
道
を
自
動
車
で
走
行
中
、
本
件
事

故
現
場
の
道
路
脇
の
山
の
斜
面
の
う
ち
、
上
部
の
自
然

斜
面
の
花
崗
岩
と
マ
サ
土
の
土
塊
が
崩
落
し
、
約
九
〇

な
い
し
一
〇
〇
評
の
土
砂
や
岩
石
が
道
路
に
流
出

(以

下

｢本
件
崩
落
｣
と
い
う
。)
し
て
、
右
両
名
が
乗
っ

て
い
た
自
動
車
を
直
撃
し
た
た
め
、
同
日
、
両
名
は
死

亡
し
た

(争
い
が
な
い
。
)。

二

争
点

ー

被
告
県
の
責
任

H

原
告
の
主
張

①

一
般
に
花
崗
岩
の
不
連
続
面
に
沿
っ
て
分
布
す

る
マ
サ
土
は
、
地
表
面
及
び
そ
れ
に
近
い
と
こ
ろ

で
は
、
日
常
不
断
に
風
雨
に
よ
っ
て
浸
食
さ
れ
て

い
る
た
め
、
花
崗
岩
は
、
し
ば
し
ば
岩
盤
か
ら
浮



い
た
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
お
り
、
マ
サ
土
が
大

こ
れ
を
防
止
す
る
た
め
、
現
場
の
地
形
や
具
体
的

き
く
え
ぐ
ら
れ
る
と
、
不
連
続
面
と
不
連
続
面
に

囲
ま
れ
た
花
崗
岩
の
石
塊
は
、
特
に
誘
因
が
な
く

て
も
岩
盤
か
ら
抜
け
、
転
石
や
落
石
と
な
っ
て
崩

壊
す
る
よ
う
に
な
る
。

そ
し
て
、
転
石
や
落
石
が
発
生
す
る
と
、
抜
け

落
ち
た
岩
塊
の
穴
の
中
に
周
辺
の
マ
サ
土
が
流
れ

込
み
、
別
の
岩
塊
を
支
え
て
い
た
マ
サ
土
が
そ
の

支
持
機
能
を
果
た
さ
な
く
な
り
、
さ
ら
別
の
岩
塊

が
転
石
や
落
石
と
な
っ
て
落
下
し
、
次
々
と
連
鎖

反
応
的
に
土
や
岩
塊
が
崩
落
し
、
大
規
模
斜
面
破

壊
を
引
き
起
こ
す
。

本
件
事
故
現
場
付
近
一
帯
の
地
質
は
、
前
記
一

2
の
と
お
り
で
あ
り
、
県
道
大
津
信
楽
線
に
は
、

本
件
現
場
を
含
む
付
近
斜
面
に
お
い
て
、
年
に
四

な
い
し
五
回
の
落
石
が
あ
り
、
本
件
事
故
現
場
の

他
に
も
数
カ
所
の
落
石
防
護
工
事
が
さ
れ
て
い
た

が
、
本
件
事
件
現
場
の
本
件
工
事
は
そ
の
中
で
も

最
大
規
模
の
も
の
で
あ
り
、
本
件
事
故
現
場
付
近

が
最
も
大
規
模
な
落
石
の
危
険
が
予
測
さ
れ
て
い

た
場
所
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
右
落
石
状
況
か
ら
す

る
と
、
本
件
事
故
現
場
は
、
右
連
鎖
反
応
的
な
斜

面
崩
壊
の
恐
れ
が
あ
る
斜
面
で
あ
っ
た
。

め

し
た
が
っ
て
、
被
告
県
は
、
県
道
の
道
路
連
行

の
安
全
を
確
保
す
る
べ
き
管
理
責
任
者
と
し
て
、

予
想
さ
れ
る
事
故
の
最
大
規
模
の
も
の
を
想
定
し
、

に
落
下
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
岩
石
の
状
況
を
事
前

に
調
査
し
、
落
石
の
発
生
形
態
と
そ
の
危
険
度
及

び
落
石
が
発
生
し
た
場
合
ど
の
よ
う
な
運
動
形
態

で
下
方
に
達
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
正
確
に
把
握

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、
本
件
事
故
現
場

に
お
い
て
採
用
す
べ
き
工
事
の
内
容
を
決
定
す
る

た
め
の
調
査
は

一
切
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

3

ま
た
、
一
般
に
落
石
対
策
に
は
、
斜
面
上
の
浮

石
、
転
石
が
落
下
し
な
い
よ
う
安
定
化
さ
せ
る
予

防
工
事
と
、
落
下
し
て
く
る
石
の
直
撃
か
ら
道
路

等
を
保
護
す
る
防
護
工
事
と
が
あ
り
、
前
者
は
さ

ら
に
、
①
落
石
予
備
物
質

(浮
石
･
転
石
)
を
事

前
に
除
去
す
る
工
法
、
②
浮
石
、
転
石
の
不
安
定

化
を
抑
制
す
る
工
法
、
③
浮
石
、
転
石
を
斜
面
に

固
定
さ
せ
る
根
固
め
等
の
安
定
化
工
事
な
ど
の
予

防
工
法
が
考
え
ら
れ
、
そ
の
中
で
は
、
①
が
最
も

確
実
と
さ
れ
、
工
学
上
、
可
能
な
限
り
こ
の
工
法

に
よ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
後
者

に
は
、
①
落
石
防
止
網
、
②
落
石
防
止
冊
、
③
落

石
防
止
擁
壁
、
④
落
石
覆
工

(落
石
が
道
路
に
直

接
落
下
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
道
路
上
に
設
け

ら
れ
る
構
造
物
で
、
洞
門
工
と
も
呼
ば
れ
る
)、

⑤
落
石
防
止
堤
及
び
溝
な
ど
が
あ
る
が
、
被
告
県

が
本
件
事
故
現
場
付
近
に
お
い
て
採
用
し
た
工
事

は
前
記
一
3
9
の
と
お
り
の
も
の
で
あ
り
、
落
石

予
防
工
事
で
は
な
く
落
石
防
護
工
事
で
あ
り
、
右

②
落
石
防
止
柵
及
び
③
落
石
防
止
擁
壁
を
併
用
し

た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

④

し
か
し
、
巨
大
な
花
崗
岩
塊
が
斜
面
上
部
を
は

じ
め
斜
面
に
露
出
し
、
脆
弱
な
マ
サ
土
の
土
中
に

存
在
す
る
本
件
事
故
現
場
の
斜
面
に
お
い
て
は
、

前
記
予
防
工
事
①
な
い
し
③
及
び
防
護
工
事
の
併

用
、
す
な
わ
ち
、
本
件
事
故
現
場
の
斜
面
中
に
存

在
し
た
落
石
の
危
険
の
あ
っ
た
浮
石
や
転
石
を
切

土
ま
た
は
小
割
り
に
し
て
除
去
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
斜
面
の
安
定
化
を
は
か
り
、
右
工
事
に
よ
っ

て
変
化
し
た
斜
面
を
そ
の
後
の
雨
水
等
に
よ
っ
て

浸
触
が
す
す
ま
ぬ
よ
う
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
吹
き
つ

け
や
枠
工
を
施
し
、
浸
透
地
下
水
が
あ
る
場
合
に

は
水
抜
穴
を
設
け
、
さ
ら
に
落
石
防
護
擁
壁
や
ネ
ッ

ト
を
設
置
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

劫

と
こ
ろ
が
、
被
告
県
は
、
前
記
の
と
お
り
こ
れ

を
行
わ
ず
、
し
か
も
、
被
告
県
が
設
置
し
た
防
護

壁
の
高
さ
は
、
そ
の
基
底
部
か
ら
約
五
0
m
の
高

さ
が
あ
る
本
件
事
故
現
場
の
斜
面
の
高
さ
、
斜
面

度
に
比
し
て
、
低
す
ぎ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、

強
度
も
充
分
で
は
な
く
、
さ
ら
に
、
そ
の
位
置
も
、

斜
面
と
防
護
壁
及
び
防
護
柵
と
の
距
離
が
接
近
し

す
ぎ
て
お
り
、
落
下
岩
や
土
砂
が
防
護
施
設
と
斜

面
の
間
の
溝
に
収
ま
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
ま

た
、
多
量
の
土
砂
や
樹
木
の
根
等
の
落
下
が
あ
っ



た
場
合
に
は
、
す
ぐ
に
溝
が
埋
ま
っ
て
し
ま
い
、

定
性
的
な
予
見
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
と

防
護
の
用
を
な
さ
な
い
と
い
う
工
法
上
の
欠
陥
が

る
も

ゞ

る
o

ば

･

･
〕

あ
っ
た
の
で
あ
り
、
被
告
県
に
本
件
県
道
の
管
理

に
瑕
疵
が
あ
っ
た
。

@

本
件
工
事
は
、
斜
面
の
裾
部
を
約
一
五
〇
岼
の

切
土
を
し
た
う
え
で
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
斜
面

の
勾
配
を
大
き
く
し
、
従
前
の
排
水
状
態
を
も
大

き
く
変
化
さ
せ
、
斜
面
の
安
定
を
低
下
さ
せ
、
こ

の
結
果
、
崩
落
の
危
険
を
発
生
さ
せ
た
も
の
で
あ

る
か
ら
、
被
告
県
に
本
件
県
道
の
管
理
に
瑕
疵
が

あ

っ
た
。

7

ま
た
、
被
告
県
は
、
落
石
対
策
と
し
て
、
本
件

工
事
を
実
施
し
た
後
も
、
落
石
防
護
工
の
維
持
点

検
や
工
事
そ
の
も
の
が
斜
面
に
与
え
る
影
響
、
変

化
の
状
態
な
ど
に
つ
い
て
把
握
す
る
た
め
、
斜
面

に
つ
き
、
地
表
水
、
地
下
水
の
流
出
状
況
と
浸
触

の
有
無
、
岩
の
割
れ
目
の
状
況
、
浮
石
や
転
石
の

位
置
の
変
動
等
の
変
化
の
有
無
、
斜
面
の
亀
裂
や

は
ら
み
出
し
の
有
無
な
ど
を
、
工
事
施
設
に
つ
き
、

そ
の
も
の
の
変
化
の
有
無
、
落
石
防
護
工
の
背
後

の
落
石
や
土
砂
の
堆
積
状
況
、
擁
壁
の
水
抜
き
穴

が
土
砂
な
ど
に
よ
っ
て
詰
ま
ら
ず
完
全
に
機
能
し

て
い
る
か
等
を
点
検
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、

被
告
県
は
こ
れ
を
行
っ
て
お
ら
ず
、
本
件
県
道
の

管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
。

③

な
お
、
以
上
の
主
張
は
、
本
件
崩
落
に
つ
い
て
、

す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
か
な
る
誘
因

が
現
実
の
斜
面
崩
壊
の
引
き
金
に
な
る
の
か
、
い

か
な
る
規
模
の
崩
壊
が
何
時
起
こ
る
の
か
と
い
う

こ
と
を
事
前
に
定
量
的
に
予
見
す
る
こ
と
は
不
可

能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
斜
面
崩
壊
の
原
因
及
び

そ
の
危
険
性
の
存
在
を
予
見
す
る
と
い
う
意
味
で

の
定
性
的
な
予
見
は
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
か
つ
、

こ
れ
が
あ
れ
ば
足
り
る
。

□

被
告
県
の
主
張

本
件
事
故
現
場
は
、
前
記
一
2
の
と
お
り
、
下
部

の
急
斜
面
は
、
硬
岩
状
の
花
崗
岩
が
露
出
し
て
い
る

高
さ
約
八
な
い
し
一
0
m
の
斜
面
で
あ
り
、
そ
の
上

部
は
、
赤
松
、
雑
木
等
の
植
生
に
よ
り
安
定
化
し
た

自
然
斜
面
で
あ
り
、
長
年
月
に
お
い
て
本
件
事
故
の

よ
う
な
大
規
模
な
崩
落
も
な
く
安
定
し
て
い
た
。

右
の
よ
う
な
自
然
斜
面
に
お
い
て
は
、
人
ロ
斜
面

と
は
異
な
り
定
量
解
析
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
っ

て
、
本
件
の
ご
と
き
大
規
模
な
斜
面
崩
落
が
発
生
す

る
こ
と
を
事
前
に
予
測
す
る
こ
と
は
全
く
不
可
能
で

あ

っ
た
。

2

被
告
会
社
の
責
任

H

原
告
の
主
張

0

被
告
会
社
は
、
広
く
滋
賀
県
全
域
に
わ
た
り
本

件
工
事
と
同
種
の
工
事
を
施
工
し
、
現
場
状
況
に

即
し
た
適
切
な
工
事
が
い
か
な
る
も
の
か
の
点
に

つ
い
て
、
専
門
的
な
知
識
や
予
見
能
力
を
有
し
て

お
り
、
か
つ
、
本
件
工
事
が
落
石
や
斜
面
の
崩
壊

に
役
立
た
ず
、
し
か
も
斜
面
の
崩
壊
の
危
険
性
を

増
大
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
被

告
会
社
は
、
被
告
県
に
対
し
、
本
件
事
故
現
場
に

お
け
る
適
切
な
工
事
方
法
に
つ
い
て
改
善
意
見
を

具
申
し
て
、
安
全
を
確
保
す
る
に
足
る
工
事
を
施

工
す
る
べ
き
義
務
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
怠
り
、

被
告
県
の
指
示
す
る
内
容
の
工
事
を
し
た
過
失
が

あ
る
。

②

被
告
会
社
は
、
本
件
工
事
を
す
る
に
あ
た
り
、

土
砂
の
崩
落
を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
な
い
よ
う
に

注
意
す
べ
き
と
こ
ろ
、
本
件
工
事
を
施
工
す
る
際
、

リ
ッ
パ
ー
等
を
用
い
て
斜
面
の
一
部
を
切
土
し
た

た
め
、
樹
木
の
根
を
斜
面
に
近
づ
け
た
り
、
露
出

さ
せ
た
り
し
、
ま
た
、
こ
の
と
き
の
振
動
が
斜
面

を
緩
め
る
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
に
よ
り
本
件
事
故

現
場
の
斜
面
の
崩
壊
を
早
め
た
も
の
で
あ
り
、
右

切
土
を
し
た
こ
と
が
過
失
で
あ
る
。

口

被
告
会
社
の
主
張

①

被
告
会
社
は
、
河
川
の
護
岸
工
事
、
水
路
工
事

及
び
本
件
工
事
の
よ
う
な
擁
壁
工
事
な
ど
の
土
木

工
事
一
般
を
請
け
負
う
業
者
で
あ
る
が
、
落
石
防

護
工
事
を
特
に
専
門
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
現

場
状
況
に
即
し
た
適
切
な
工
事
が
い
か
な
る
も
の

か
の
点
に
つ
い
て
、
専
門
的
な
知
識
や
予
見
能
力



を
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
件
の
よ
う
な

斜
面
の
大
規
模
な
崩
落
と
い
う
事
態
が
発
生
す
る

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
予
見
不
可
能
で
あ

っ
た
。

ま
た
、
被
告
会
社
は
、
被
告
県
と
の
間
の
請
負

契
約
に
基
づ
き
、
そ
の
債
務
の
履
行
と
し
て
、
被

告
県
の
設
計
に
基
づ
き
そ
の
指
示
ど
お
り
工
事
を

施
工
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
被
告
会
社

は
、
施
工
す
べ
き
工
事
の
規
模
、
造
る
べ
き
擁
壁

の
構
造
、
工
事
の
位
置
、
施
工
方
法
、
使
用
材
料
、

施
工
順
序
等
、
す
べ
て
被
告
県
が
決
定
し
た
内
容

の
工
事
を
入
札
方
法
に
よ
り
受
注
し
た
も
の
で
あ

り
、
受
注
し
た
と
お
り
の
工
事
を
施
工
し
た
も
の

で
あ
る
。
本
件
工
事
は
、
公
共
工
事
で
あ
り
、
そ

れ
を
入
札
受
注
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、

被
告
会
社
が
被
告
県
に
対
し
て
、
受
注
し
た
工
事

の
内
容
の
変
更
を
求
め
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。

②

被
告
会
社
は
、
施
工
計
画
に
基
づ
き
斜
面
尻
部

を
掘
削
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
右
掘
削
は
、

昭
和
六
二
年
一
〇
月
に
完
了
し
て
い
た
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
か
ら
約
五
か
月
後
に
起
き
た
本
件
崩
落

と
の
間
に
因
果
関
係
は
な
い
。

3

損
害

原
告
の
主
張
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

H

過
失
利
益

一
億
一
、
四
三
〇
万
五
、
0
0
0
円

寛
及
び
稔
は
、
死
亡
当
時
、
そ
れ
ぞ
れ
三
八
歳
、

三
五
歳
の
健
康
な
独
身
男
子
で
あ
り
、
死
亡
時
よ
り

約
一
年
半
前
か
ら
共
同
で
建
築
現
場
で
大
工
と
し
て

工
事
を
請
け
負
っ
て
働
い
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
死

亡
前
の
一
年
間
の
実
収
入
は
、
合
計
一
、
0
四
五
万

七
、
○
○
0
円
で
あ
っ
た
。
寛
と
稔
は
、
こ
れ
を
均

等
に
分
配
し
て
、
各
自
の
収
入
と
し
て
い
た
も
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
新
ホ
フ
マ
ン
係
数
を
寛
に
つ
き

一
七
･
六
二
九
、
稔
に
つ
き
一
八
･
八
〇
九
、
生
活

費
控
除
を
四
割
と
し
て
、
逸
失
利
益
を
計
算
す
る
と
、

寛
に
つ
い
て
五
、
五
三
〇
万
二
、
○
○
0
円
、
稔
に

つ
い
て
五
、
九
〇
〇
万
三
、
0
0
0
円
と
な
る
。

○

葬
儀
費
用

合
計

二
五
〇
万
円

餓

破

損

車

両

代

一
、
四
三
万
円

⑭

大
工
道
具
等
破
損
代

三
七
万
五
、
0
0
0
円

国

慰
謝
料

各
人
当
リ

ニ
、
0
0
0
万
円

第
三

争
点
に
対
す
る
判
断

一

争
点
倖
に
つ
い
て

1

原
告
の
主
張
は
、
要
す
る
に
、
①
被
告
県
は
、
本

件
事
故
現
場
に
お
い
て
は
、
本
件
事
故
の
よ
う
な
大
規

模
な
斜
面
の
崩
落
に
対
応
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
、

斜
面
中
に
存
在
し
た
落
石
の
危
険
の
あ
っ
た
浮
石
や
転

石
を
切
土
ま
た
は
小
割
り
に
し
て
除
去
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
斜
面
の
安
定
化
を
は
か
り
、
右
工
事
に
よ
っ
て
変

化
し
た
斜
面
を
そ
の
後
の
雨
水
等
に
よ
っ
て
浸
触
が
す

す
ま
ぬ
よ
う
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
吹
き
つ
け
や
枠
工
を
施

し
、
浸
透
地
下
水
が
あ
る
場
合
に
は
水
抜
穴
を
設
け
、

さ
ら
に
落
石
防
護
擁
壁
や
ネ
ッ
ト
を
設
置
す
る
こ
と
が

必
要
不
可
欠
で
あ
た
の
に
、
第
二
、
一
、
3
記
載
の
と

お
り
の
工
事
し
か
行
わ
な
か
っ
た
、
②
被
告
県
は
、
本

件
工
事
を
実
施
し
た
後
も
、
落
石
防
護
工
の
維
持
点
検

や
工
事
そ
の
も
の
が
斜
面
に
与
え
る
影
響
、
変
化
の
状

態
な
ど
に
つ
い
て
把
握
す
る
た
め
の
点
検
を
行
わ
な
か
っ

た
、
③
被
告
県
が
本
件
事
故
の
前
年
に
施
工
し
た
本
件

工
事
は
、
県
道
大
津
信
楽
線
の
連
行
の
安
全
を
確
保
で

き
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
斜
面
の
裾
部
を
約
一

五
〇
瀞
の
切
土
を
し
た
こ
と
に
よ
り
、
本
件
崩
落
の
よ

う
な
斜
面
の
大
規
模
崩
落
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ

た
と
い
う
こ
と
に
よ
り
県
道
大
津
信
楽
線
の
管
理
に
瑕

疵
が
あ
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

②
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
点
検
を
し
て
い
れ
ば
、

い
か
な
る
回
避
措
置
が
と
れ
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
の

具
体
的
主
張
に
欠
け
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
点
は
し
ば
ら

く
置
く
と
し
て
、
①
、
②
の
主
張
は
、
い
ず
れ
も
、
本

件
事
故
の
よ
う
な
斜
面
の
崩
落
が
発
生
し
、
こ
れ
に
よ

り
約
九
○
な
い
し
一
〇
〇
評
の
土
砂
や
岩
石
が
道
路
に

流
出
す
る
こ
と
が
予
見
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
③
も
、
い
か
な
る
回
避
措

置
を
と
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
か
具
体
的
主
張
が
な

く
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
本
件
事
故
現
場
が
斜
面
崩
落

の
危
険
が
あ
る
場
所
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
前
提
と

す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
切
土
を
伴
う
本
件
落
石
防
護

工
事
を
す
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
主
張
で
は
な



く
、
む
し
ろ
、
本
件
の
よ
う
な
斜
面
崩
落
に
対
応
で
き

る
だ
け
の
工
事
を
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
①
の
主
張

と
同
じ
も
の
と
解
さ
れ
、
や
は
り
予
見
可
能
性
の
存
在

が
前
提
と
な
る
o

2

そ
こ
で
、
ま
ず
予
見
可
能
性
の
有
無
に
つ
い
て
検

討
す
る
。

H

甲
第
一
〇
号
証
、
乙
第
一
号
証
、
第
五
号
証
及
び

証
人
河
野
伊
一
郎
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
地
質

学
、
土
質
工
学
等
の
諸
学
の
水
準
で
は
、
自
然
斜
面

に
お
い
て
は
、
そ
の
斜
面
が
あ
る
性
質
の
地
質
か
ら

な
る
斜
面
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
も
、
ど
の

程
度
の
誘
因
が
あ
れ
ば
、
い
つ
、
い
か
な
る
規
模
の

斜
面
崩
壊
が
発
生
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
定
量
的

に
事
前
に
予
測
す
る
こ
と
は
、
一
般
に
困
難
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
甲
第
一
〇
号
証
、
乙
第
一
号
証
、
第
五
号

証
及
び
証
人
河
野
伊
一
郎
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
本
件

崩
壊
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
原
因
と
し
て
考
え
う
る

も
の
は
、
本
件
事
故
現
場
の
地
質
構
成
が
、
前
記
第

一
、

一
、
2
□
の
と
お
り
、
極
め
て
複
雑
で
あ

っ
た

こ
と
に
加
え
て
、
①
本
件
崩
壊
直
前
の
気
象
条
件
、

特
に
、
本
件
事
故
現
場
付
近
に
お
け
る
昭
和
六
三
年

三
月
の
月
間
降
雨
、
特
に
同
月
二
五
日
、
二
六
日
の

降
雨
が
本
件
事
故
現
場
に
お
け
る
斜
面
の
花
崗
岩
の

亀
裂
や
マ
サ
土
中
に
浸
透
し
、
亀
裂
に
侵
入
し
た
水

は
、
そ
の
水
圧
に
よ
っ
て
亀
裂
を
押
し
広
げ
る
よ
う

に
作
用
し
、
マ
サ
土
中
に
浸
透
し
た
土
中
水
は
、
マ

サ
土
の
自
重
を
増
大
さ
せ
、
さ
ら
に
は
せ
ん
断
抵
抗

を
低
減
さ
せ
る
等
の
作
用
を
果
た
し
た
で
あ
ろ
う
こ

と
、
②
同
月
二
九
日
の
強
風
に
よ
り
、
斜
面
に
成
育

し
て
い
た
樹
木
を
揺
さ
ぶ
り
、
そ
の
樹
木
の
根
を
通

じ
て
斜
面
に
外
圧
を
加
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
③
本

件
工
事
に
伴
う
切
土
に
よ
る
斜
面
長
の
増
大
、
あ
る

い
は
、
樹
木
の
根
の
露
出
な
い
し
は
表
面
に
よ
り
近

く
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
斜
面
の
安
定
に
対
し
て
与
え

た
影
響
、
切
土
工
事
の
際
の
振
動
が
斜
面
を
緩
め
た

で
あ
ろ
う
こ
と
等
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
、
事
実
と

し
て
存
在
す
る
本
件
崩
壊
の
原
因
を
事
後
的
に
推
測

し
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
、
現
時
点
に
お
い
て
も
、

①
な
い
し
③
の
事
情
が
現
に
本
件
崩
壊
を
発
生
さ
せ

る
方
向
に
作
用
し
た
の
か
ど
う
か
さ
え
明
ら
か
で
は

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
崩
壊
の
発
生
を
事
前
に

定
量
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
な
い
し
不

可
能
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。

□

次
に
、
甲
第
一
○
号
証

(元
和
光
大
学
教
授
の
理

学
博
士
生
越
忠
の
意
見
書
)
に
よ
れ
ば
、
本
件
崩
壊

の
素
因
と
し
て
、
主
に
、
本
件
事
故
現
場
の
斜
面
が

最
も
斜
面
崩
壊
を
引
き
起
こ
し
や
す
い
と
さ
れ
る
花

崗
岩
及
び
そ
の
風
化
に
よ
り
で
き
た
マ
サ
土
か
ら
構

成
さ
れ
、
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
存
在
し
て
い
た
こ

と
、
し
か
も
、
そ
の
花
崗
岩
は
、
割
れ
目
の
多
く
、

ま
た
、
著
し
く
風
化
し
て
マ
サ
土
に
な
っ
て
い
る
部

分
が
極
め
て
多
い
こ
と
、
特
に
、
花
崗
岩
の
割
れ
目

は
、
流
れ
盤
の
方
向
の
も
の
が
顕
著
に
発
達
し
て
い

た
こ
と
、
さ
ら
に
、
切
土
に
よ
っ
て
斜
面
の
形
質
が

一
層
崩
壊
し
や
す
い
も
の
に
改
変
さ
れ
た
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
る
と
し
、
誘
因
と
し
て
は
、
昭
和
六
三
年
三

月
二
五
日
及
び
二
六
日
の
降
雨
が
挙
げ
ら
れ
、
三
月

二
九
日
の
強
風
も
誘
因
の
一
部
に
な
っ
た
可
能
性
が

あ
る
と
し
つ
つ
、
右
誘
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
降
雨

や
風
は
、
日
本
中
の
あ
ら
ゆ
る
地
点
で
ご
く
普
通
に

観
測
さ
れ
る
も
の
で
、
異
常
気
象
的
な
気
象
条
件
で

は
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
件
崩
壊
が
発
生
し

た
こ
と
は
、
本
件
事
故
現
場
の
斜
面
の
状
態
が
、
右

素
因
に
よ
り
本
件
の
よ
う
な
斜
面
崩
壊
を
引
き
起
こ

す
ほ
ど
の
劣
悪
な
状
態
に
な
っ
て
お
り
、
わ
ず
か
な

右
誘
因
に
よ
っ
て
本
件
崩
壊
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
こ

と
を
示
唆
す
る
と
し
、
さ
ら
に
、
本
件
事
故
現
場
の

斜
面
は
、
か
な
り
の
長
期
間
に
わ
た
っ
て
大
規
模
な

斜
面
崩
壊
を
引
き
起
こ
し
た
事
実
が
知
ら
れ
て
い
な

い
こ
と
等
の
諸
事
情
を
考
慮
す
る
と
、
時
期
や
規
模

の
特
定
は
で
き
な
い
に
せ
よ
、
そ
れ
ほ
ど
遠
く
な
い

将
来
、
か
な
り
大
規
模
な
斜
面
崩
壊
の
発
生
を
事
前

に
予
知
す
る
こ
と
が
十
分
に
可
能
で
あ
っ
た
と
結
論

付
け
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
右
意
見
書
自
体
も
、
第
一
に
、

本
件
工
事
に
伴
う
切
土
を
し
た
際
、
そ
の
振
動
等
が

斜
面
を
緩
め
、
崩
壊
を
早
め
た
こ
と
は
結
果
と
し
て



想
像
で
き
る
と
い
う
に
す
ぎ
な
か
っ
た
り
、
切
土
を

と
は
で
き
な
い
。

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
せ
ん
断
抵
抗
が
低
減
し
た
と
い

圏

以
上
を
総
合

う
点
に
つ
い
て
は
、
そ
の
可
能
性
が
大
き
い
と
い
う

に
止
ま
り
、
い
ず
れ
も
想
像
な
い
し
推
測
の
城
を
出

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
本
件
工
事
が
本

件
崩
落
に
対
し
て
影
響
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
に

つ
い
て
は
、
切
土
を
伴
う

｢本
件
工
事
の
規
模
等
が

本
件
崩
壊
の
直
接
の
原
因
と
は
な
ら
な
い
ほ
ど
小
さ

な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
証
拠
が
な
い
｣
こ
と

を
理
由
と
し
て
、
切
土
が
直
接
の
原
因
で
あ
っ
た
か

の
如
く
判
断
し
、
さ
ら
に
続
け
て
、
本
件
工
事
の
本

件
崩
落
に
対
す
る
影
響
が
｢仮
に
小
さ
な
も
の
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
局
部
的
な
崩
壊
が
大
規
模
な
崩
壊
を

招
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
｣
と
し
て
、
本
件
工
事

の
影
響
を
過
少
視
す
る
こ
と
は
、
著
し
く
妥
当
性
を

欠
く
と
し
て
い
る
が
、
右
判
断
の
仕
方
自
体
に
疑
問

が
あ
る
ば
か
り
か
、
右
意
見
も
や
は
り
推
測
の
城
を

で
な
い
こ
と
、
誘
因
と
し
て
挙
げ
る
降
雨
や
風
の
影

響
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
結
局
、
右
の
よ
う
な

推
測
を
除
く
と
、
右
意
見
書
は
、
花
崗
岩
や
花
崗
岩

が
風
化
し
て
で
き
た
マ
サ
土
か
ら
構
成
さ
れ
、
複
雑

な
様
相
を
呈
し
て
存
在
し
て
い
る
斜
面
は
、
何
時
か

は
不
明
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
将
来
崩
壊
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
と
い
う
程
度
の
予
測
と
等
し
い
こ
と
と
な
り
、

本
件
崩
壊
を
事
前
に
予
見
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ

た
と
認
定
す
る
に
足
り
る
証
拠
と
し
て
採
用
す
る
こ

曰

以
上
を
総
合
す
る
と
、
本
件
崩
壊
に
つ
い
て
、
事

前
に
予
見
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
は
認
め
ら

れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、
被
告
県
は
①
県
道
大
津
信
楽
線
の
本
件
事

故
現
場
と
は
異
な
る
他
の
場
所
に
お
い
て
、
年
間
四

な
い
し
五
回
の
ご
く
小
規
模
な
落
石
が
あ
っ
た
こ
と
、

②
被
告
県
は
、
本
件
事
故
現
場
が
落
石
危
険
箇
所
と

し
て
、
災
害
防
除
工
事
必
要
箇
所
と
決
定
し
た
こ
と

を
目
陳
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
右
事
情
に
よ
っ
て
、

落
石
の
危
険
性
を
予
見
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
本

件
崩
壊
の
よ
う
な
大
規
模
な
斜
面
の
崩
落
を
定
性
的

に
せ
よ
予
見
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
と
認
め
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

二

争
点
2
に
つ
い
て

l

原
告
の
主
張
の
に
つ
い
て

当
該
主
張
は
、
要
す
る
に
、
本
件
崩
壊
に
つ
い
て
予

見
可
能
性
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
、
本
件
事

故
現
場
の
斜
面
に
お
い
て
行
う
べ
き
工
事
は
、
前
記
第

二
、
二
、
ー
、
H
、
④
の
と
お
り
で
あ
る
と
し
、
請
負
契
約

の
相
手
方
で
あ
る
被
告
県
に
対
し
て
、
契
約
の
要
素
で

あ
る
工
事
内
容
に
つ
い
て
改
羞
呈
愚
兄
を
具
申
し
て
、
改

め
ら
れ
た
工
事
内
容
を
行
う
旨
の
請
負
契
約
を
締
結
し

た
う
え
で
、
こ
れ
を
行
う
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を

怠
り
、
被
告
県
が
求
め
る
工
事
を
受
注
し
、
そ
の
ま
ま

実
施
し
た
こ
と
が
過
失
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、

争
点
1
の
判
断
の
中
で
判
示
し
た
と
お
り
、
予
見
可
能

性
が
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
そ
の
前
提
を

欠
き
理
由
が
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

2

原
告
の
主
張
②
に
つ
い
て

甲
第
一
〇
号
証
、
乙
第
一
号
証
、
第
五
号
証
及
び
証

人
河
野
伊
一
郎
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
本
件
工
事
に
伴
う

切
土
に
よ
り
、
斜
面
長
が
増
大
し
た
も
の
の
そ
れ
は
小

さ
く
、
斜
面
の
勾
配
も
元
の
斜
面
勾
配
に
よ
り
大
き
く

な
っ
て
お
ら
ず
、
力
学
的
な
バ
ラ
ン
ス
と
い
う
点
で
は
、

こ
れ
ら
に
よ
る
影
響
は
、
小
さ
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
ま

た
、切
土
の
結
果
、樹
木
の
根
が
露
出
し
た
り
、
表
面
に

よ
り
近
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
斜
面
の
安
定
に
対
し
て

何
ら
か
の
影
響
を
与
え
た
こ
と
、
切
土
工
事
の
際
の
振

動
が
斜
面
を
緩
め
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
そ
の
原
因
と
し

て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
は
、
事
実
と
し
て

存
在
す
る
本
件
崩
壊
の
原
因
を
事
後
的
に
推
測
し
た
も

の
に
す
ぎ
ず
、
本
件
崩
落
を
生
じ
さ
せ
る
方
向
に
作
用

し
た
の
か
ど
う
か
、
作
用
し
た
と
し
て
ど
の
程
度
作
用

し
た
の
か
は
、
全
く
不
明
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

し
て
み
る
と
、
本
件
工
事
、
と
り
わ
け
切
土
を
行
っ

た
こ
と
が
、
本
件
崩
落
と
相
当
因
果
関
係
が
あ
る
と
は
、

認
め
ら
れ
な
い
。

三

以
上
の
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、
争
点
3
に
つ
い
て

判
断
す
る
ま
で
も
な
く
、
原
告
の
請
求
は
理
由
が
な

rV



藻
道
路
に
関
す
る
争
訟

井
斗
I

建
設
省
道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係

道
路
管
理
に
係
る
損
害
賠
償
と
争
訟
⑭
状
況

　　
　

　

　　
　　
　
　

‐盪
憂鬱
さ
信

一
道
路
の
設
置
管
理
の
瑕
疵
に
係
る

損
害
賠
償
の
概
況

毎
年
、
全
国
の
道
路
管
理
者
の
協
力
を
得
て
実
施
し
て

い
る
道
路
管
理
瑕
疵
事
故
統
計
の
平
成
四
年
度
分
が
こ
の

ほ
ど
ま
と
ま
っ
た
の
で
、
こ
の
統
計
結
果
を
も
と
に
道
路

の
設
置
･
管
理
の
瑕
疵
に
係
る
損
害
賠
償
の
概
況
を
紹
介

、す
る
。

な
お
、
こ
の
統
計
は
、
道
路
の
設
置
･
管
理
の
瑕
疵
に

よ
り
当
該
年
度
に
お
い
て
訴
訟
ま
た
は
示
談
に
よ
り
損
害

賠
償
を
行
っ
た
事
案

(以
下
、
こ
れ
ら
損
害
賠
償
を
行
っ

た
事
案
を

｢瑕
疵
事
案
｣
と
い
う
。)
の
件
数
と
賠
償
金

額
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
年
度
に
発
生
し
た
道
路

の
設
置
･
管
理
の
瑕
疵
に
係
る
事
案
の
件
数
を
集
計
し
た

も
の
で
は
な
い
。

1

過
去
五
箇
年
に
お
け
る
概
況

の

損
害
賠
償
件
数
及
び
賠
償
金
額

昭
和
六
三
年
度
か
ら
平
成
四
年
度
ま
で
の
五
箇
年
間

に
お
け
る
道
路
の
設
置
･
管
理
の
瑕
疵
に
係
る
瑕
疵
事

案
は
、
件
数
で
八
、
三
〇
〇
件
、
賠
償
金
額
で
約
三
二

億
円
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
訴
訟
で
解
決
し
た
件
数
は
四

五
件
、
示
談
で
解
決
し
た
件
数
は
八
、
二
五
五
件
で
あ
る
。

ま
た
、
一
件
当
た
り
の
賠
償
金
額
は
、
訴
訟
は
約
七

一
〇
万
円
、
示
談
で
は
約
三
五
万
円
で
あ
る
。
五
箇
年

間
に
お
け
る
瑕
疵
事
案
を
道
路
管
理
者
別
に
み
る
と
建

設
大
臣
が
管
理
す
る
一
般
国
道
に
係
る
も
の
が
件
数
で

一
ニ
ニ
一
件
、
賠
償
金
額
が
約
六
億
三
、
八
〇
〇
万
円
、

都
道
府
県
が
管
理
す
る
県
道
等
に
係
る
も
の
が
二
、
六

二
六
件
、
約
九
億
一
、
七
〇
〇
万
円
、
指
定
市
が
管
理

す
る
市
道
等
に
係
る
も
の
が
六
二
三
件
、
約
一
億
八
、

道
路
に
お
け
る
円
滑
か
つ
安
全
な
交
通
を
確
保
し
、
道

路
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
さ
せ
る
た
め
、
道
路
管
理
者
に

お
い
て
は
道
路
の
適
正
な
維
持
、
管
理
の
充
実
を
図
り
事

故
の
防
止
に
万
全
を
期
す
よ
う
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
道
路
の
設
置
･
管
理
の
瑕
疵
に
係
る
損
害
賠
償
傾

向
が
こ
こ
数
年
増
加
傾
向
に
あ
り
、
平
成
四
年
度
に
お
い

て
は
全
体
で
一
、
七
〇
〇
件
を
超
え
て
い
る

(な
お
、
平

成
三
年
度
は
、
二
、
0
0
0
件
を
超
え
て
い
る
が
、
こ
れ

は
、
突
出
し
て
件
数
が
多
か
っ
た
。
)
。

本
欄
に
お
い
て
道
路
の
設
置
･
管
理
の
瑕
疵
に
係
る
損

害
賠
償
の
概
況
を
紹
介
し
、
さ
ら
に
係
争
中
の
道
路
関
係

訴
訟
及
び
公
害
調
停
事
件
の
概
要
も
併
せ
て
紹
介
す
る
。



九
〇
〇
万
円
、
指
定
市
以
外
の
市
が
管
理
す
る
市
道
に

四
六
件
、約
五
億
四
、
二
〇
〇
万
円
、道
路
関
係
公
団
が

係
る
も
の
が
二
、
八
〇
八
件
、
約
八
億
八
、
六
〇
〇
万

管
理
す
る
有
料
道
路
に
係
る
も
の
が
二
三
一
件
、五
、七

円
、
町
村
が
管
理
す
る
町
村
道
に
係
る
も
の
が
一
、
七

〇
〇
万
円
、地
方
道
路
公
社
が
管
理
す
る
有
料
道
路
に

)

稲

該
跨
姥
解
護
駝
鶏
鬆
鑽
"
=
粥
叢
緩
况
髯

係
る
も
の
が
三
五
件
、約
九
○
○
万
円
で
あ
る
(表
ー
)。

千
論
戦
鰍
鐺
臨
糀
煤
鰈
家
鰍
母
鰍
鋭
仂
ぢ
獺
規
程
銭
鰈
媒
顔
み
説
職

位
計
賄

傾
向
と
し
て
は
、件
数
が
平
成
三
年
度
に
突
出
し
て
多
く
、

(

数
o
引
引
2
器
釦
o
範
諄

盤

=
ぁ
第
4
選

郎
謎

燧
綿
篤
鍵

m

そ
れ
以
外
の
年
度
に
つ
い
て
も
増
加
傾
向
に
あ
り
、賠
償

表 1 道路管理者別 ･処理区分別 ･年度別賠償件数及び賠償金

路
者理

道
管

厘
分

処
区

3 兀 2 3 4 計
件数 賠償金獅 件数 階借金輛 件数 時棺全額 件数 階樹金額 件数 l隔備金稲 件数 脂信金蘭

直 鮒
訟
談
r

訴
示
計

0
鵠
鷄

0
創
創

0讓
0
55
55

0
44
44 0臘総

0
52
靴

0
231
231

0鰊鰍
公 団

訟
談
r

訴
示
a

0
20
20

0
32
乾

鯖
獅

1
節
鮒

ー
101
鯰

0
41
41

2
229
劉 鱗

公 社
訟
談

ト

訴
示
議

nVクムリ乙

nUワ!フー

0
859
859

o
m
m

nU
QURU

nvQU
nb

0
第
鴇

琥
嬬方

礎朴

地

人

訟
較

ト

訴
示
爵

“霧 ,鰡 禰
廓

“盤 0溌 満
鯲 獺

内

訳

都道府県
訟
談

十

訴
示
升

｢
485
489

増
跳
躍

- 2
540
642

｢
583
584

- 2
劉
483

-“
獲

指定市
舩
談
r

訴
示
廿

ー
鰍
範

0
閣
燃

ー
129
130

ー
143
嫌

ー
142
143

4
619
623

市
訟
談
･

課
-不
料

6
481
486

2
483
485

3
650
653

3
687
690

2
692
594

滋
纖

町 村
訟
談

訴
一不
計

2
228
231

ー
離
郷

0
纐
纈

7
426
433

3
400
403

滋
鯲

全国肝
訟
籔

説
示
叶

濁
鯰

滋
戦

,辯 逮
繍

0瀦 逮
紳※公団は、 日本道路公団、 首都高速道路公団、 阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団である。

公社は、 地方道路公社法上の公社である。

55 56 57 58 59 60 61 62 63 元

図表 賠償件数及び賠償金額の推移
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1,228
520520

426

金
額
に
つ
い
て
も
平
成
元
年
度
ま
で
減
少
傾
向
に
あ
っ

た
も
の
が
増
加
に
転
じ
て
い
る

(別
添
図
表
)。

詳
細
に
分
析
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
落
石
に
係
る
一

件
当
た
り
の
賠
償
額
が
平
成
元
年
度
の
約
二
四
万
円
に

比
べ
て
平
成
四
年
度
が
約
一
五
〇
万
円
に
な
っ
た
(約

六
倍
)
こ
と
、道
路
崩
壊
(沿
道
家
屋
等
の
被
害
)
に
係
る

一
件
当
た
り
の
賠
償
額
が
平
成
元
年
度
の
約
七
八
万
円

に
比
べ
て
平
成
四
年
度
が
約
四
一
六
万
円
に
な
っ
た

(約
五
倍
)
こ
と
、
穴
ぼ
こ
に
係
る
件
数
が
増
加
し
た

(約
三
割
増
)
こ
と
等
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
(全
体
の
傾
向
を
み
て
も
一
件
当
た
り
の

平
均
賠
償
額
は
平
成
元
年
度
約
二
八
万
円
か
ら
平
成
四

年
度
約
四
八
万
円
と
約
一
･
六
倍
に
増
加
し
て
い
る
)。

こ
れ
は
、
過
去
に
発
生
し
た
大
規
模
な
落
石
事
故
が

示
談
に
よ
り
解
決
し
た
こ
と
が
原
因
で
あ
る
が
、
落
石

の
件
数
自
体
は
減
少
傾
向
に
あ
り
、
落
石
等
に
対
す
る

道
路
の
防
災
対
策
及
び
事
前
通
行
規
制
の
実
施
の
効
果

が
上
が
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

②

瑕
疵
事
案
の
態
様
別
内
訳

態
様
別
に
瑕
疵
事
案
を
み
る
と
穴
ぼ
こ
に
係
る
も
の

が
二
、
九
二
九
件
、
賠
償
金
額
で
約
四
億
六
、
九
〇
〇

万
円
、
蓋
不
全
に
係
る
も
の
が
一
、
八
七
二
件
、
約
四

億
三
、
九
〇
〇
万
円
、
落
石
に
係
る
も
の
が
一
、
三
五

九
件
、
約
九
億
三
、
○
○
0
万
円
、
安
全
施
設
不
備
に

係
る
も
の
が
四
三
三
件
、
約
四
億
八
、
六
〇
〇
万
円
と

な
っ
て
い
て
、
こ
れ
ら
が
全
体
の
件
数
及
び
賠
償
金
額



表 2 事故態様別 ･年度別賠償件数及び賠償金 (全国計)
分
類 郭故態様

厘
分

処
区 ･

6 3 兀
7

2 3 4 計 滌･件数 窓顔 件数 も辞̂師 件数 支払鰍 件数 趣額 件数 支払翻 件数 支払額 t件の彬均瀦
-Il-

穴ぼこ 談
f

示
n

2
鰡
360

0
502
502

0
536
536

0麟螂
5

873
878

- 4
649
653

瀞
猯 翻

釈芻
36
60

γb
･l
1▲

な
?- 段 差

訟
談

十

訴
示
汁

ー
邸
聡

i
卸
朝

0
田
町

'繍 0
乾
留

0
70
70

%
294
296 礎 櫟

芻
×̂) 薔不全

訟
談

訛
示
計

3
330
333

0
346
346

0
403
403 蟻 0

398
398

ー
翻
392

編
靴

,淺 礬
鸚

41 スリップ
訟
淡
r

訴
示
計

0
胎
惟

0
第
25

0
12
12

' 0
纖

0
16
16

o
綣
燧

- 0
87
幻

' 0鰄
0

268
268

-b
蔓
両
)

湖
車
皆

…紋
付
被

道
通
の

訟
談
･

訴
示
計

0
28
第

0
即
卸

0
34
34

1
硴
“

0
芻
銘
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162
榔

癈
燃け “螂
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19
胎
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示
升
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295
296

0
266
266

0
293
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0
245
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0
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璃
繃ワー 路上障害物

舩
談

靜
示
計

0
75
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ー
お
禿

ー
第
卸

0
80
80

0
釦
留

' 2
415
館

R) 工事不全
訟
談

訴
示
升

o
13
13

o
惚
蛇

o
u
u

2
准
聡

!
“
燧

3
鑓
67

Q)
設

備

樋全艾

不

訟
談

十

訴
示
汽

4
53
幻

2
78
卸

4
卸
鋭

2
120
122

2
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卸

M
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433
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談

訴
示
計

n)にU
にU

nuKURU

nUバ叫ま呻

Û
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n〉9しリ“
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親柱衝突
訟
談

訴
示
升
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nYnUnV

nUnUnU
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' nUnUnU
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'
Û
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, nun〉nU

- nUnUハU
12 その他

松
蔭
･

訴
示
門

ー
106
肋 趨 ー

旧
臘 議 ー

138
鱒 鰡礬

3
133
136 癩 0

110
節

0彌蹴
6

604
610 鰈絲

繊細戦
合 計

舩
談

訴
示
計

“鱗 緘鴛
覇
戚 鱗緘

廊 鱗逮
猟

霊祷
翔

-鱗 遼
纖 鱗鞠

鵬獨

騎
脚
馴
276
芻
纖
231
235
0

268
268
緘
鵺
燃
筋
臘
臓
鰔
664
685
獨
194
302
㈱
燃
纖
総
鞘
鰡
0

鰯
0
0
0

繊
細

を
押
し
上
げ
て
い
る

(表
2
)
。

次
に
、
事
故
態
様
別
に
件
数
を
み
た
場
合
、
各
道
路

管
理
者
と
も
穴
ぼ
こ
、
落
石
、
蓋
不
全
、
安
全
施
設
不

備
が
上
位
に
ラ
ン
ク
さ
れ
て
い
る
こ
と

(表
3
)、
さ

ら
に
穴
ぼ
こ
に
つ
い
て
は
、
特
に
地
方
公
共
団
体
に
お

け
る
件
数
が
昭
和
五
○
年
度
か
ら
昭
和
五
四
年
度
ま
で

の
五
箇
年
間
の
平
均
が
三
一八
件
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

平
成
四
年
度
に
多
少
減
少
し
た
も
の
の
、
昭
和
六
三
年

度
か
ら
平
成
四
年
度
の
平
均
が
五
五
五
件
と
実
に
四
倍

強
の
件
数
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。

地
方
公
共
団
体
の
穴
ぼ
こ
件
数
の
増
加
の
原
因
は
明

ら
か
で
は
な
い
が
、
地
方
公
共
団
体
の
管
理
に
係
る
道

路
に
つ
い
て
穴
ぼ
こ
の
件
数
が
増
加
し
て
い
る
事
実
に

照
ら
せ
ば
地
方
公
共
団
体
の
管
理
す
る
道
路
の
パ
ト
ロ
ー

ル
の
強
化
、
路
面
の
維
持
、
修
繕
等
な
お
一
層
の
道
路

管
理
の
充
実
が
望
ま
れ
よ
う
。

2

平
成
四
年
度
に
お
け
る
瑕
疵
事
案
の
概
況

の

損
害
賠
償
件
数
及
び
賠
償
金
額

平
成
四
年
度
に
お
い
て
道
路
の
設
置
･
管
理
の
瑕
疵

に
よ
り
損
害
賠
償
し
た
事
案
は
、
件
数
一
、
七
二
四
件
、

賠
償
金
額
は
、
約
八
億
二
、
二
〇
〇
万
円
で
あ
る
。

傾
向
と
し
て
は
、
前
年
度
に
比
べ
て
訴
訟
に
よ
る
賠

償
が
件
数
、
賠
償
金
額
と
も
減
少
し
た
が
、
一
件
当
た

り
の
金
額
は
、
約
二
四
〇
万
円
程
増
加
し
て
い
る
。
ま

た
、
示
談
に
係
る
賠
償
は
、
件
数
は
減
少
し
た
が
、
金
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額
が
増
加
し
て
い
る
。
一
件
当
た
り
の
金
額
で
は
約
七

万
円
程
増
加
し
て
い
る
。
結
果
と
し
て
は
賠
償
の
件
数

は
減
少
し
た
が
、
金
額
は
増
加
し
て
い
る

(表
ー
)。

②

瑕
疵
事
案
の
態
様
別
内
訳

態
様
別
に
瑕
疵
事
案
を
み
る
と
件
数
に
つ
い
て
は
、

穴
ぼ
こ
が
最
も
多
く
六
五
三
件
で
、
以
下
蓋
不
全
三
九

二
件
、
落
石
二
五
九
件
が
上
位
を
占
め
て
い
る
。
賠
償

金
額
に
つ
い
て
は
、
落
石
が
約
三
億
九
、
○
○
0
万
円
、

安
全
施
設
不
備
約
一
億
一
、
0
0
0
万
円
、
穴
ぼ
こ
九
、

九
〇
〇
万
円
、
蓋
不
全
約
九
、
○
○
0
万
円
で
こ
れ
が

上
位
を
占
め
て
い
る
。
落
石
の
金
額
が
大
き
い
の
は
、

ー
ゆ
で
述
べ
た
よ
う
に
過
去
に
発
生
し
た
大
規
模
な
落

石
事
故
が
示
談
に
よ
り
解
決
し
た
こ
と
が
原
因
で
あ
る

(表
2
)。

③

賠
償
金
額
五
〇
〇
万
円
以
上
の
瑕
疵
事
案
の
内
容

主
な
損
害
賠
償
事
例
と
い
え
る
賠
償
金
額
五
〇
〇

万
円
以
上
の
も
の
に
つ
い
て
そ
の
概
要
を
紹
介
す
る

と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
全
国
で
一
六
件
、
賠
償
金

額
約
四
億
七
、
一
〇
〇
万
円
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ

は
当
該
年
度
に
お
い
て
件
数
で
約
一
%
に
過
ぎ
な
い

が
賠
償
金
額
の
約
五
七
%
を
占
め
て
い
る
。

態
様
別
内
訳
は
、
安
全
施
設
不
備
が
六
件
、
落
石

が
四
件
、
道
路
崩
壊
、
穴
ぼ
こ
が
各
二
件
、
ス
リ
ッ

プ
、
蓋
不
全
が
各
一
件
で
あ
る
。

訴
訟
･
示
談
別
で
は
、
判
決
に
よ
る
も
の
が
二
件
、

裁
判
上
の
和
解
に
よ
る
も
の
が
二
件
、
調
停
に
よ
る

も
の
が

一
件
、
示
談
に
よ
る
も
の
が

一
一
件
で
あ
る
。

三

係
争
中
の
道
路
関
係
訴
訟
の
概
要

次
に
、
係
争
中
の
道
路
関
係
訴
訟
に
つ
い
て
そ
の
概
要

を
紹
介
す
る
。

1

係
争
中
の
道
路
関
係
訴
訟

平
成
五
年
三
月
三
一
日
現
在
で
各
裁
判
所
に
係
属
中

の
道
路
の
関
す
る
訴
訟
は
全
体
で
二
四
五
件
あ
り
、
そ

の
内
訳
は
、
土
地
関
係
一
三
一
件
、
管
理
瑕
疵
関
係
六

七
件
、
そ
の
他
四
七
件
で
あ
る
。
傾
向
と
し
て
は
、
土

地
に
関
す
る
争
訟
が
全
体
の
過
半
数
を
占
め
て
お
り
、

建
設
省
以
外
の
道
路
管
理
者
で
は
管
理
瑕
疵
関
係
訴
訟

の
ほ
ぼ
二
倍
に
な

っ
て
い
る

(表
4
)
。

2

管
理
瑕
疵
関
係
訴
訟

①

管
理
瑕
疵
関
係
訴
訟
六
七
件
に
つ
い
て
道
路
管
理

者
別
内
訳
を
示
せ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
建
設
省

一
〇
件
、
都
道
府
県
三
一
件
、
指
定
市
六
件
、
市
町



表 4 係争中の道路関係訴訟の件数 (平成 5年 3月3l日現在)

ふ
管 理 瑕 疵 関 係 土

地

関
係

そ

の

他

合

計

穴

ぼ

こ

段

差

蓋

不

全

ス
リ
ッ
プ

道
路
崩
壊

落

石

路
上
障
害
物

工
事
不
全

安
全
施
設
不
備

脱

橋

そ

の

他

計

建 設 省 11 〔uV ハU nY nU Û り" ?“ RU nU リム 10 QJ 市･ 芻

公団 ･ 公社 AV nU ny nv =̂〕 nY ny リム 1上 n〉 11 4伴 19 n 34
都 道 府 県 1･上 14 n乙 QJ hD ワム ◆‘ ワ′･ に,U 14 に,U 視 " OJ 80
指 定 市 Û ハU 〔U 〔U 牟･Iユー AV nY nv -1･-▲ 〔U バ儀 谷U 22 hD 況
市 町 村 ヘイリ =̂〕 14 〔U Û nV nu AU AV ハU nU 16 租 m “

計 にJ 十鼻 ろく〕 hD メ4 ′̂“ nd 野 16 12 “ 131 “ 245
※土地関係は、土地の所有権、境界等に関する訴訟である。

村

(指
定
市
を
除
く
。
)
一
六
件
、
公
団
･
公
社
四

件
で
あ
る
。ま
た
、事
故
の
態
様
別
内
訳
は
、
工
事
不

全
一
七
件
、安
全
設
備
不
備
一
六
件
、穴
ぼ
こ
五
件
、

道
路
崩
壊
四
件
、蓋
不
全
、
ス
リ
ッ
プ
、路
上
障
害
物

が
各
三
件
、落
石
二
件
、段
差
、脱
橋
が
各
一
件
、そ
の

他

(道
路
環
境
訴
訟
、
道
路
排
水
不
良
等
)
三
一件

で
あ
る
。傾
向
と
し
て
は
安
全
施
設
不
備
、
工
事
不

全
が
非
常
に
多
く
こ
の
二
つ
で
全
体
の
半
数
近
く
を

占
め
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
示
談
件
数
で
上
位
を
占

め
て
い
た
落
石
は
二
件
、
同
様
に
上
位
を
占
め
て
い

た
穴
ぼ
こ
、
蓋
不
全
も
比
較
的
件
数
が
少
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
落
石
等
の
事
案
に
つ
い
て
は
、
過

去
の
判
例
で
管
理
瑕
疵
の
判
断
基
準
が
ほ
ぼ
定
着
し

て
訴
訟
に
持
ち
込
ま
れ
ず
に
示
談
等
で
処
理
さ
れ
て

い
る
こ
と
、
安
全
施
設
不
備
、
工
事
不
全
に
つ
い
て

は
管
理
瑕
疵
の
有
無
の
判
断
の
基
礎
と
な
る
道
路
の

状
況
、
周
辺
環
境
、
交
通
の
状
況
、
事
故
者
の
運
転

状
況
等
が
個
別
の
事
例
に
よ
っ
て
異
な
り
、
必
ず
し

も
過
去
の
判
例
が
参
考
と
な
ら
な
い
場
合
が
多
い
こ

と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

②

道
路
環
境
訴
訟

｢道
路
環
境
訴
訟
｣
と
は
、
道
路
を
自
動
車
が
走

行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
す
る
騒
音
、
振
動
、
排

気
ガ
ス
等
に
よ
っ
て
健
康
被
害
･
精
神
的
被
害
等
が

生
じ
て
い
る
と
し
て
争
わ
れ
て
い
る
訴
訟
で
、
原
告

は
、
道
路
管
理
者
に
対
し
て
排
気
ガ
ス
等
の
排
出
の

差
止
め
及
び
損
害
賠
償
を
求
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

係
争
中
の
主
な
道
路
環
境
訴
訟
と
し
て
は
、
騒
音
、

N
馬̂

(二
酸
化
窒
素
)
の
環
境
基
準
を
越
え
る
自

動
車
走
行
の
差
止
め
及
び
損
害
賠
償
を
求
め
て
沿
線

住
民
が
提
訴
し
た

｢
一
般
国
道
四
三
号
訴
訟
｣、
環

境
基
準
を
超
え
る
N
q
g及
び
S
P
M

(浮
遊
粒
子

状
物
質
)
の
排
出

(到
達
)
の
差
止
め
及
び
損
害
賠

償
を
求
め
て
当
該
地
域
に
居
住
又
は
勤
務
す
る
公
害

健
康
被
害
補
償
法
認
定
患
者
又
は
そ
の
遺
族
が
提
訴

し
た
｢西
淀
川
訴
訟
｣、
｢川
崎
訴
訟
｣、
｢尼
崎
訴
訟
｣

及
び

｢名
古
屋
南
部
訴
訟
｣
が
あ
る
。
(各
訴
訟
と

も
N
O
に
つ
い
て
は
旧
環
境
基
準
)
(表
5
)

こ
れ
ら
、
い
わ
ゆ
る

｢道
路
環
境
訴
訟
｣
は
、
そ

の
損
害
賠
償
請
求
が
多
大
な
も
の
で
あ
る
こ
と

(全

訴
訟
の
損
害
賠
償
請
求
額
の
総
額
は
、
約
四
〇
四
億

円
)
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
判
決
如
何
に
よ
っ
て
は

道
路
行
政
に
及
ぼ
す
影
響
が
極
め
て
大
き
い
こ
と
、

ま
た
、
こ
れ
ら
裁
判
は
、疫
学
、臨
床
、気
象
･
拡
散
等

多
分
野
の
知
見
を
総
合
的
に
評
価
す
る
必
要
が
あ
る

こ
と
か
ら
審
理
は
長
期
間
に
わ
た
る
こ
と
(ち
な
み

に
、先
般
判
決
の
あ
っ
た
川
崎
訴
訟
(第

一
次
、第
二

次
及
び
第
三
次
の
一
部
)
の
一
審
判
決
は
、第
一
次
訴

訟
提
訴
以
来
約
一
二
年
を
要
し
た
。)が
特
徴
で
あ
る
。

一
般
国
道
四
三
号
訴
訟
は
、
一
審
、
二
審
と
も
被

告
国
及
び
阪
神
高
速
道
路
公
団
に
対
す
る
損
害
賠
償

が
一
部
認
容
さ
れ
、
現
在
、
最
高
裁
判
所
に
係
属
中

で
あ
る
。

西
淀
川
訴
訟

(第
一
次
)
は
、
一
審
に
お
い
て
被

告
国
及
び
阪
神
高
速
道
路
公
団
が
勝
訴
し
、
現
在
、

大
阪
高
等
裁
判
所
に
お
い
て
係
属
中
で
あ
る
。

川
崎
訴
訟

(第
一
次
、
第
二
次
及
び
第
三
次
の
一

部
)
は
、
本
年
一
月
二
五
日
に
横
浜
地
方
裁
判
所
川

崎
支
部
に
お
い
て
判
決
言
渡
し
が
な
さ
れ
、
被
告
国
、

首
都
高
速
道
路
公
団
が
勝
訴
し
た
が
、
東
京
高
等
裁

判
所
に
控
訴
さ
れ
た
。
(
一
審
判
決
の
詳
細
は
、
本

誌
7
頁
参
照
の
こ
と
。)

西
淀
川
訴
訟

(第
二
次
、
第
三
次
、
第
四
次
)、



係争中の主な道路環境訴訟一覧(2)

(第二次、第三次、第四次訴訟)
川崎大気汚染物質排出禁止等請求事件

提

訴

昭和59年7月 7日 (二流
昭和60年5月15日 (三汐0
平成4年4月30日 (四･め
二次、三次、四次は合併審理

昭和増年3月18日 (- め
昭和58年9月17日 (ニヱリ○
昭和60年3月 9日 (三め
昭和63年12月24日 (四め

裁
判
所

大阪地方裁判所 横浜地方裁判所川崎支部

原
人數,十] “ --必胚仕の公健法認定患者又

齦
第二次 414名
第三次 135名
第四次 1名 合計 550名

月隨『巾』居住又は勤務する炎篠井
その遺族
第一次 119名 第二次 107名
第三次 114名 第四次 100名

合計 440名

被
国
阪神高速道路公団
近隣主要企業1 0社
合同製鉄、古河鉱業ト 中山鋼‐魚 関電、旭硝子、
日本硝子、住金、関西教子、神戸製鋼、
大阪ガス

国、 自都高速迫路公団
近隣主要企業14社
N K K、東電、東燃石油、東亜石油、日網石油
日石、昭電、浮島石油、ゼネラル石油、
三菱石油、昭和石油、
国鉄 (露東日;板 精算事業団)

求

の

趣

①排ガスの排出く到達) の差止請求

N02 1時間値の
1日平均値 0.02PPM 以下
(旧環搦拳【基準値)

SPM 1時間値の
1日平均値 0.1om" m3 以下
1時間値 0.20mヴ齢 以下

卸2 1時間値の
1日平均値 0.04PPM 以下
朝時間値 0.1OPP轤 以下

錢害贓
第二次 総額 7 6億円余
第三次 総額 1 4億円余

合計 9 0億円余

↓排刀スの排出 (到達> の艶蟠請求

N02 1時間値の
1日平均値 0.02PPM 以下
(旧既製出発E基準値園

SP= 1時間値の
1日平均値 0‐lom"廊 以下
1時間値 0.20m"皿3 以下

簿2 1時間値の
1日平均値 0‐04PPM 以下
1時間値 0.1OPPM 以下

鋭害蹴
第一次 総額 2 4億円余
第二次 総額 2 4億円余
第三次 総額 2 3億円余
第四次 総額 2 1億円余

合計 9 3億円余

環
境
現
況

< 淀中学>
N02 Q 06かP跿
SPM O-087m" m3
叙)2 0.021PPM
(一般測定局 平成3年)

< 大師> < 幸>
N02 0-074PPM 0･070PPM
SP亜 0.165m# m3 0一157皿ヴm3
S02 0･023PPM 0･022PPM

(÷般測定局 平成3年)

争

点

①公言閃こし不燃口市演法による認定と中三雲女つ

観
② N02"

.“環境基準と健響汰影響
イ 大気汚染と閉塞性呼吸器疾患との疫学的

因果関係
ロ 疫学的因果関係と個別的因果関係

①公害薇麟療狭吉補償法れよる認定と田岬出野う

纐
② N02にぷ写境基準と健康蹴須響
イ 大気汚染と閉塞性呼吸器疾患との疫学的

因果関係
ロ 疫学的因果関係と個別的因果関係

. - - -- ｣‐の病四つ多様性

しがあり、原告及び被告企業力璽訴したが、詳細不明のため従前のままの整理である。

点 ロ 疫学的因果関係と個別的因果関係 ロ 疫学的因果関係と個別的因果関係
ノ･ 鰤 丁三三女~態の病国の多様性 ･一- -- ] の病四つ多様性

表5 係争中の主な道路環境訴訟一覧(1) 1
穀国道4 3号 ･阪神高沫道路顎目参政しガス規

制等請求事件
人阪西泡 =伺古物質錫山戊間等鞘氷事件
(第一次訴訟)

提

訴

H□介uツー 8戸30日
25日〔一審被告)
30日 (一審原告)
5日 (一落被告)
5日 (一審原告、

平成3年4月 1日
控 (一審被告企業)

説平成3年4月11日
(一審被害企業)

獺讓8益 -茯
7戸

想譲鐸箋
裁
判
所

最高裁判所 大阪高等裁判所

原
(A) 一審被告

上 国、阪神高速道路公団
告
人 (B) -審原告

ヌ掃満の住居者74名

(A) 一審被告
控 近隣主要企業lo社
訴(B) 一審原告
人 ･大阪市西犯斑区居住の公健法認定患者

又はその遺族 119名

被
(A) 一番原告

被 L e q 65以上の原告及びL e q 60以上で
上 炙鍼配om以内の原告及びその遺族 132名
告(B) ÷審被告
入 国、阪神局戈塞酒縦“公団

(A) 一審原告
被 大阪市西泡=区居住の公健法認定患者
控 又はその遺族76名
訴G ) 一審被告
人 聡墜神燈瑞群公団･

請

求

の

趣

(A) 上告人
原判決中上告入ら敗訴部分を破棄する。

上@) 上告人
①原判決中上告入らの敗訴部分を破棄する。

告 ②騒音及び二酸イ準窒素の環戟戴基準を超える
自動車走行の差止め

の 騒音 騒音値65ホン以下
(夜間60ホン以め

趣 NO2 糟 議緒。-。か理以下
日 (旧3離籍覧基準値動

鏑害臓
合計 7億円余

(A) 控訴人
①原判決“控婚訴人ら敗訴部分を取消す。

接 ②燈被控訴入らの請求を棄却する。
(B) 蓋訴人

訴 ①原判決中盤訴人ら敗訴部分を取消す。
②排ガスの排出 (到裁 の差止請求

の N02 1時間値の
1日平均値 0.02PPM 以下

趣 (I□隈製顯籤基準値)
SPM 1時間値の

旨 1日平均値 0‐1omg椛 以下
1時間値 0.20m“m3 以下

割2 1時間値の
1日平均値 0.04PPM 以下
1時間値 0-1OPP並 以下

鋭害贓
合計 3 4億円余

環
境
現
況

賭
久保町 昼間 75ホン (中央同

夜間 67ホン ( " )
N02 武庫川 (目排局) 0.065PPM

津P“Il ( " ) 0.069P難
く平成3年)

< 淀中学>
N02 0.062 PM
SPM O.087m" m3
双)2 0-021PP蛭
(一般測定局 平成 3年)

争

点

害の有無
② N02の身体的被害の有無

纖
② N02新環誣境基準と健康鰻ノ捲
イ 大気汚染と閉塞性呼吸器疾患との疫“学癪勺
醸関係

口 疫学的関果関係と個別的…巣}関係



川
崎
訴
訟

(第
二
次
及
び
第
三
次
訴
訟
の
一
部
、
第

四
次
)、
尼
崎
訴
訟
及
び
名
古
屋
南
部
訴
訟
は
、
各

地
方
裁
判
所
に
係
属
中
で
あ
る
。

係争中の主な道路環境訴訟一覧(3)

g物質拶主軸:□ヤマ請求事件 名凸
塵mル人気汚染公舎差止等請求事件

提

訴

昭和63年12月26日 平成元年3月31日 (一次)
平成2年10月 8日 (二次)

裁
判
所

神戸地方裁判所 名古屋地方裁判所

原

告
鰐区

瀦

も

4

鋸く

計

わ

合

しい
者籏現認敦鰹

中
公

阿
る

化
す

も
及鋸鰈炙紗

略

か
は

2

軋叡
な
患

計

在
定

合

現
認
者

部鰕糠
事
公
認
名
名

侮
る
例
俎
卸

来
す
条
1
1

、務
市

中
勤
屋
次
次

屋
は
古

一
二

古
く
名
第
第

名
し
び

被

告 廳熟
醸噛鯏

、熱

団
社
籏
覇

公
9
河

、

路
業
古
金

企
、
住
T

要
鉄

、錘

高
主
製
子
輻

神
隣
同
硝
僂

国
版
近
合
旭
久 礬

東
鋼
鉄鰻

徹
板

渓
細

ル期冲

鰍鉄耕
狄

業
日

、
ニ

蹴鮒鯛鋏

国
繊増煽翹

請

求

の

趣

旨

下
下

下
下

下

以
以

以
以

求

以

3
3

余

蝸
鰯
嗽纖
鰄鯛

衡

の

.値

,
.

.

.

1

鯲

準

1

憊
働
地
鸚
働
擁
値
働
擁
値

計

山

間
平
環
間
平
間
間
平
間

合

併

時
日
旧
時
日
時
時
日
時

“

1
1
(
1
1
1
1
1
1

償

ス

賠

ガ

02

M

2

害

餅
N

艀

卸

鱗

下
下

下
下

下

以
以

以
以

嫁
臟
鱗認
麗彌

飜飜
鰍

差

能

m
卸

税
関

1
7

ゆ

が膨

6

膿
の
値
轢
の
値

の
値

額
額

計

嵐
麗戦競離職朧離職離
総
総

合

排

時
日
旧
時
日
時
時
日
時

の

1
1
(
1
1
1
1
1
1

償
次
次

ス

賠
三
一

ガ

雌

M

2

害
第
第

餅
N

辞

め

鱗

環
境
現
況

禮

鱒

撹
"
理
3

“
面
併
成

節
M
皿
平

>

機

霰
戦
酬
戦
機

難

く

く

理
調
囲
杵

轢鮠節減燭白]

>
間
野
卸

繊

争

点 灼
と

関
鰓
齦

器

的

響
吸

別

膨齪
烟

獲鰓
縣

鰔椴係憲

定鰄嫌贓鮮

推
鰔
イ

ロ

れ

繃

蛾
竣
係

綣
綾
鞠

娯
響
螺
蹴

線
鰕礬
獺

織
靴綱
覊

叺

境
汚
係
的

欲欖
餓

三

公
害
紛
争
処
理
法
に
基
づ
く
公
害
調
停
事
件

道
路
環
境
訴
訟
と
は
別
に
道
路
に
係
る
環
境
争
訟
と
し

て
公
害
紛
争
処
理
法
に
基
づ
く
公
害
調
停
事
件
が
あ
る
。

公
害
紛
争
処
理
法
に
基
づ
く
公
害
調
停
事
件
と
は
、
大

気
汚
染
、
騒
音
、
振
動
、
地
盤
沈
下
等
の
公
害
に
係
る
被

害
に
つ
い
て
の
損
害
賠
償
に
関
す
る
紛
争
そ
の
他
の
民
事

上
の
紛
争
で
あ
る
。

平
成
六
年
三
月
三
一
日
現
在
、
道
路
に
係
る
紛
争
に
係

る
も
の
は
二
件
あ
り
、
大
気
汚
染
、
騒
音
、
振
動
等
に
よ
っ

て
健
康
等
に
被
害
が
生
じ
る
と
し
て
道
路
の
車
線
規
制
等

及
び
損
害
賠
償
を
求
め
て
い
る
も
の
と
道
路
の
騒
音
に
よ

る
防
音
措
置
に
係
る
も
の
が
あ
る
。

公
害
調
停
制
度
は
、
訴
訟
と
比
べ
て
調
停
を
勧
め
る
手

続
き
が
簡
単
で
あ
り
、
因
果
関
係
の
立
証
等
も
柔
軟
に
対

処
で
き
る
う
え
迅
速
な
審
理
が
期
待
で
き
る
こ
と
、
訴
訟

提
起
の
よ
う
な
精
神
的
抵
抗
が
少
な
い
こ
と
な
ど
が
特
徴

で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
道
路
の
設
置
･
管
理
の
瑕
疵
に
係
る
損
害
賠
償

の
概
況
、
係
争
中
の
道
路
関
係
訴
訟
及
び
公
害
調
停
事
件

の
概
要
を
紹
介
し
た
。

近
年
、
地
域
住
民
の
権
利
意
識
の
昂
揚
、
生
活
環
境
の

保
全
に
対
す
る
要
請
を
背
景
に
し
て
道
路
管
理
及
び
道
路

環
境
等
に
関
す
る
訴
訟
が
増
加
し
、
そ
の
内
容
も
複
雑
化

し
て
き
て
い
る
。
道
路
管
理
者
は
、
道
路
の
設
置
･
管
理

瑕
疵
に
起
因
す
る
事
故
を
な
く
す
た
め
道
路
管
理
水
準
の

向
上
等
に
努
力
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
不
幸

に
し
て
道
路
の
設
置
･
管
理
の
瑕
疵
が
あ
っ
て
事
故
が
発

生
し
た
場
合
の
賠
償
面
で
の
適
切
な
処
理
も
重
要
で
あ
る
。

道
路
管
理
者
と
し
て
は
、
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
は

そ
の
状
況
等
を
適
格
に
把
握
し
、
損
害
賠
償
の
要
否
を
適

切
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。
道
路
賠
償
責
任
保
険
に
加

入
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
道
路
管
理
者
が
安
易
な
対
応

に
流
れ
る
と
道
路
行
政
へ
の
信
頼
を
損
な
う
こ
と
に
な
る

の
で
注
意
が
必
要
で
あ
る
。



一
は
じ
め
に

安
政
六
年

(
一
八
五
九
年
)
東
海
道
沿
い
の
一
寒
村
に

す
ぎ
な
い
横
浜
村
が
、
長
い
鎖
国
を
解
き
世
界
に
門
戸
を

開
い
て
以
来
一
三
〇
年
、
明
治
二
二
年

(
一
八
八
九
年
)

横
浜
に
市
政
が
施
行
さ
れ
て
以
来
一
〇
〇
年
の
記
念
す
べ

き
平
成
元
年
、
世
界
に
誇
れ
る
シ
ン
ボ
ル
が
横
浜
に
誕
生

し
た
の
で
あ
る
o

横
浜
ベ
イ
ブ
リ
ッ
ジ
、
そ
し
て
こ
の
ベ
イ
ブ
リ
ッ
ジ
に

併
設
さ
れ
て
い
る
ス
カ
イ
ウ
ォ
ー
ク
で
あ
る
。

世
界
最
大
級
の
斜
張
橋
、
横
浜
ベ
イ
ブ
リ
ッ
ジ
と
共
に

平
成
元
年
九
月
二
七
日
に
供
用
開
始
し
た
ス
カ
イ
ウ
オ
ー

ク
は
、
今
や
名
実
共
に
横
浜
の
新
し
い
名
所
と
し
て
、
市

民
の
シ
ン
ボ

ル
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
。

供
用
開
始
以
来
、
既
に
約
二
七
六
万
人

(平
成
六
年
一

月
末
日
現
在
)
の
国
内
は
も
と
よ
り
海
外
か
ら
も
数
多
く

の
人
々
に
入
館
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
、
空
中
を
散
策
し

な
が
ら
夕
暮
れ
や
ミ
ナ
ト
横
浜
の
夜
景
の
素
晴
ら
し
さ
は

見
る
人
に
感
動
を
与
え
て
い
る
。

こ
の
人
気
は
、
世
界
的
規
模
を
誇
る
横
浜
ベ
イ
ブ
リ
ッ

ジ
に
よ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
り
、
国
際
港
都
横
浜
港
の
玄

関
口
に
そ
び
え
る
そ
の
美
し
さ
は
、
多
く
の
人
々
を
引
き

付
け
ず
に
は
お
か
な
い
。

橋
に
抱
か
れ
た
展
望
ラ
ウ
ン
ジ

横
浜
市
道
路
局
街
路
部
高
速
道
路
課
課
長
補
佐

長
尾

炊節

図

- .

内

…

案

第
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ニ

ス
カ
イ
ウ
オ
ー
ク
の
概
要

ス
カ
イ
ウ
オ
ー
ク
と
は
、
横
浜
ベ
イ
ブ
リ
ッ
ジ
に
添
架

さ
れ
た
遊
歩
道
、
展
望
ラ
ウ
ン
ジ
及
び
地
上
施
設
と
し
て

の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
タ
ワ
ー
か
ら
な
る
歩
行
者
専
用
の
有
料

道
路
で
あ
り
、
そ
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①

位

置

横
浜
市
鶴
見
区
大
黒
町
一
番
地

②

施
設
概
要

ア

ス
カ
イ
タ
ワ
ー

高
さ
約
六
0
m
で
、
大
黒
埠
頭
に
設
置
さ
れ
て
い

る
ガ
ラ
ス
張
り
の
タ
ワ
ー
で
、
ス
カ
イ
ウ
オ
ー
ク
へ

の
出
入
り
ロ
と
し
て
二
五
人
乗
り
の
シ
ー
ス
ル
ー
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
二
基
に
よ
り
地
上
と
ス
カ
イ
プ
ロ
ム
ナ
ー

ド
を
連
絡
し
て
い
る
o

イ

ス
カ
イ
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド

横
浜
ベ
イ
ブ
リ
ッ
ジ
の
両
側
に
作
ら
れ
て
お
り
、

片
側
約
三
二
0
m
の
延
長
で
、
大
黒
埠
頭
側
の
ス
カ

イ
タ
ワ
ー
と
ス
カ
イ
ラ
ウ
ン
ジ
を
結
ん
で
い
る
。

幅
員
は
二
･
五
m
、
途
中
に
三
一力
所
の
休
憩
所

が
設
け
ら
れ
、
望
遠
鏡
で
景
色
を
眺
め
た
り
、
ペ
ン

チ
で
く
つ
ろ
い
だ
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ウ

ス
カ
イ
ラ
ウ
ン
ジ

外
形
三
二
m
の
円
筒
の
展
望
施
設
で
大
黒
埠
頭
側

の
主
塔
に
設
け
ら
れ
て
お
り
、
海
面
よ
り
五
0
m
の

高
さ
か
ら
、
今
ま
で
に
体
験
し
た
こ
と
の
な
い
港
の

風
景
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
橋
や
港
の

機
能
を
学
ぶ
学
習
の
場
と
し
て
も
利
用
で
き
る
。

③

運
営
等
の
概
要

ア

営
業
時
間

･
夏
季

スカイ タワー

(四
月

一
日
-

一
〇
月
三
一
日
)

九
時
i
二
一
時

･
冬
季

スカイプロムナード

　　　　　　
そ
ぎ“

　

　　
　
　　

スカイラウンジ



(
一
一
月
一
日
-
三
月
三
一
日
)

･
休
館
日

毎
月
第
三
月
曜
日

イ

利
用
料
金

一
〇
時
-
-
八
時

管
理
運
営

(道
路
局
委
託
)

社
団
法
人

横
浜
港
振
興
協
会

』34m

~ -̂＼ へ ら

　　　　　　　

三

ス
カ
イ
ウ
オ
ー
ク
建
設
の
背
景
と
経
緯

昭
和
三
九
年
、
臨
港
交
通
施
設
と
し
て
調
査
が
始
め
ら

れ
た
横
浜
ベ
イ
ブ
リ
ッ
ジ
は
、
一
六
年
後
の
昭
和
五
五
年

-

幅
　

　

64m　
　

れ｢
一

窒　　

三

月
東
京
湾
岸
道
路
の
一
部
と
し
て
工
事
に
着
手
さ
れ

た
。横

浜
ベ
イ
ブ
リ
ッ
ジ
は
、
横
浜
港
の
メ
イ
ン
航
路
で
あ

る
横
浜
航
路
を
ま
た
ぐ
形
で
本
牧
埠
頭
と
大
黒
埠
頭
を
連

絡
し
て
い
る
た
め
、
船
舶
、
と
り
わ
け
ク
イ
ー
ン
エ
リ
ザ

ベ
ス
二
世
号
等
の
大
型
豪
華
客
船
の
航
行
を
考
慮
し
、
全

　　
　
　

　
　

　

　
　

　
　　　
　
　

　

※
三
〇
人
以
上
の
団
体
↓
一
割
引

※
六
歳
未
満
の
幼
児
は
保
護
者
一
名
に
つ
き
一
名
ま

で
無
料

個

人

団

体

大

人

六
〇
〇
円

五
四
〇
円

中
学
生
以
下

三
〇
〇
円

二
七
〇
円

主将テ断
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夜のスカイラウンジ

長
八
六
0
m
、
中
央
径
間
四
六
0
m
、
上
下
二
層
構
造
･

三
径
間
連
続
ト
ラ
ス
の
世
界
最
大
級
の
斜
張
橋
で
あ
り
、

上
層
は
高
速
湾
岸
線
、
下
層
は
将
来
、
一
般
国
道
三
五
七

号
が
建
設
予
定
で
あ
る
。

ま
た
、
横
浜
港
の
玄
関
と
も
言
え
る
位
置
に
あ
り
、
市

内
の
観
光
地
で
あ
る
山
下
公
園
、
港
の
見
え
る
丘
公
園
等

か
ら
一
望
で
き
る
こ
と
か
ら
、
景
観
上
多
く
の
配
慮
が
な

さ
れ
て
お
り
、
規
模
、
景
観
、
ど
れ
を
と
っ
て
も
世
界
に

誇
れ
る
橋
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
工
事
に
着
手
す
る
以
前
か
ら
横
浜
の
新
し

い
シ
ン
ボ

ル
と
し
て
多
く
の
市
民
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
お

り
、
｢横
浜
ベ
イ
ブ
リ
ッ
ジ
を
歩
き
た
い
｣
と
い
う
要
望

が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
横
浜
市
で
は
昭
和

五
五
年
度
よ
り
、
市
民
利
用
施
設
を
添
架
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
調
査
研
究
を
始
め
た
の
で
あ
る
。

翌
五
六
年
度
に
は
、
建
設
省
･
首
都
高
速
道
路
公
団
等

の
関
係
機
関
や
学
識
経
験
者
を
構
成
メ
ン
バ
ー
と
す
る
委

員
会
を
発
足
さ
せ
た
。

委
員
会
は
、
昭
和
五
八
年
度
ま
で
引
き
継
が
れ
、
主
に

市
民
利
用
施
設
の
内
容
や
技
術
上
及
び
事
業
実
施
上
等
の

問
題
点
に
つ
い
て
検
討
が
加
え
ら
れ
た
。

こ
の
う
ち
、
事
業
実
施
上
の
問
題
、
と
り
わ
け
道
路
法

上
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
施
設
そ
の
も
の
を
道
路
と

し
て
取
り
扱
う
場
合
と
、
占
用
物
件
と
し
て
考
え
る
場
合

に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
点
を
整
理
す
る
と
共
に
、
横

展望施設、展示施設、休憩施設、売店、トイレ

ラウンジ、遊歩道、地上施設それぞれの一部

占用物件

照明施設、案内標識、料金徴収施設、
緊急連絡施設、換気設備

道路、歩道、エレベーター施設

年

表

鰯
瀬

占

劾(2)検討内容の概要表

施設の扱い 道路法関連条項等 問 題 点

輔

獨

歩

手

道

侑

市

び

及

の

、

及

定

等

条

義
定
決
等
路

銘
を

意
認
の
鮨
道

･

の
の
城
間
用

は
愛

道
線
区
の
専

て
を

木
路

の
用
車

い
用

町

の
路
供
動

定

つ
適

市

そ
道
び

目

指

に

の

3

条

7

点

鶏

の

題

、

条

条

条

間
条

8

韶

蜷

※
33

可

準

保朔癬
鰡

麟
用
鑓
鰡

蹴
l

趾断徳硼勤
鰤矧

基

り
(

と
付

霰
峠
頤
藤
郊
要
接
線

道

き
小

来
路

必
ウ

、

市

行
最
在

道

の
ラ
法

･
①
②

･
･

･

(有料の橋)

設施船渡は鱗料有珠 置

の

設

託

例

委

鐐
鰡

料

収

、

徴

詢
を
稔

肋
漱
り

大
要
者

設
必

三
否

建

が
第

可

L

a

占用物件

設
場

準

託
肋

基

面
占

可
可

路

の

許
許

の
ゆ
娘

初
焔

占
朝
第

遂
臓

の

の
料

下
占

路
路

用

架

る

道
道
占
伊
高
け
所

塚
嫌
味
輸
療

、
を

準

か
架

基

う
宮司

築

合
接

建

に
直

ま

準

が
題

没

基
道
聞
題
臘

椚
歩
例
岡
以

評
遊

と

の
地

用

、
こ
担
学
適

占
ジ

る
負
ジ

法

下

ン
す
料

ン
両

架

ウ

用
用
ウ

防

高

ラ
利
占

ラ
消

L

a
"

浜
市
で
は
委
員
会
と
は
別
に
、
建
設
省
所
管
課
と
協
議
を

重
ね
た
。

そ
の
結
果
、
市
民
利
用
施
設
を
道
路
と
し
て
位
置
づ
け

る
と
共
に
、
昭
和
六
〇
年
五
月
に
市
道
と
し
て
認
定
。
同

六
一
年
一
一
月
に
歩
行
者
専
用
の
有
料
道
路
事
業
と
し
て

建
設
省
の
許
可
を
受
け
事
業
に
着
手
し
た
。

こ
う
し
て
ス
カ
イ
ウ
ォ
ー
ク
は
着
工
か
ら
三
年

一
○
カ



月
を
経
た
平
成
元
年
九
月
二
七
日
に
供
用
を
開
始
し
た
と

ま
れ
た
。
し
か
し
、
身
体
障
害
者
や
中
学
生
の
割
引
に
つ

こ
ろ
で
あ
る
。

い
て
同
法
の
運
用
を
行
う
こ
と
は
難
し
い
と
の
判
断
か
ら
、

慕

スカイラウンジご案内

市
独
自
に
料
金
の
軽
減
措
置
を
実
施
し
て
い
る
。

ス
カ
イ
ウ
ォ
ー
ク
の
償
還
計
画
に
よ
れ
ば
、
償
還
年
次

二
五
年
間
の
利
用
料
金
収
入
か
ら
、
必
要
な
維
持
管
理
費

用
を
引
い
た
額
を
有
料
道
路
事
業
に
お
け
る
建
設
コ
ス
ト

と
し
て
、
一
四
億
四
、
0
0
0
万
円
を
設
定
し
た
。

全
体
の
建
設
費
用
は
、
約
四
九
億
円
で
あ
る
が
、
そ
の

差
額
に
つ
い
て
は
、
こ
の
目
的
か
ら
市
の
一
般
会
計
で
賄

っ
た
。

　

　
　
　　
　

　　

　　

し

　　　
　
　
　
　
　

騒
ぎ

鼈
訓
廳蜜

蝋

四

料
金
設
定
と
償
還
計
画

有
料
道
路
事
業
に
よ
る
料
金
は
、
償
還
主
義
･
公
正
妥

当
主
義
に
基
づ
き
徴
収
さ
れ
る
が
、
ス
カ
イ
ウ
ォ
ー
ク
の

料
金
は
他
の
類
似
施
設

(横
浜
マ
リ
ン
タ
ワ
ー
)
の
六
〇

〇
円
を
参
考
に
し
て
決
め
ら
れ
た
。

道
路
整
備
特
別
措
置
法
に
よ
れ
ば
、
料
金
徴
収
の
対
象

と
し
て
人
か
ら
の
徴
収
が
出
来
る
こ
と
を
定
め
て
お
り
、

同
法
の
許
可
の
際
に
児
童
割
引
及
び
団
体
割
引
が
織
り
込

五

ス
カ
イ
ウ
オ
ー
ク
の
利
用
状
況

五
年
度

四
年
度

三
年
度

二
年
度

元
年
度

年

度

三
六
九

五
四
四

六
二
八

七
八
六

四
三
二

入
館
者
数

供
用
開
始
以
来
、
四
年
一
〇
カ
月
に
な
る
が
、
各
年
度

の
入
館
状
況
は
次
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

利
用
者
の
傾
向
と
し
て
は
、
休
日
を
除
く
と
昼
間
は
中

高
年
齢
者
と
そ
の
団
体
、
夜
間
は
若
い
年
齢
層
の
利
用
が

目
立
つ
。
ま
た
、
施
設
の
性
格
上
、
利
用
者
は
圧
倒
的
に

天
候
に
左
右
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

※
五
年
度
は
一
月
末
日
現
在

(千
人
)



六

ス
カ
イ
ウ
オ
ー
ク
建
設
の
目
的
と
効
果

ス
カ
イ
ウ
オ
i
ク
建
設
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま

で
あ
る
程
度
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
世
界
最
大
級
の

斜
張
橋
、
横
浜
ベ
イ
ブ
リ
ッ
ジ
を
単
に
自
動
車
交
通
の
利

用
に
と
ど
め
る
の
で
は
な
く
、
市
民
が
直
接
橋
に
触
れ
る

こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
橋
か
ら
港
や
横
浜
の
街
並
、
丹
沢

山
系
や
富
士
山
、
更
に
は
東
京
湾
の
彼
方
房
総
半
島
の
景

観
を
楽
し
め
る
新
し
い
ビ
ュ
ー
ス
ポ
ッ
ト
の
創
造
と
、
そ

れ
を
通
じ
て
道
路
や
港
に
対
し
て
理
解
を
深
め
て
も
ら
う

教
育
の
場
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ス
カ
イ
ウ
ォ
ー
ク
か
ら
見
る
横
浜
ベ
イ
ブ
リ
ッ
ジ
と
言

う
土
木
構
造
物
を
通
し
て
道
路
･
公
共
事
業
、
更
に
土
木

工
学
の
重
要
性
を
広
く
市
民
に
紹
介
す
る
機
会
を
得
る
こ

と
は
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
貴
重
な
事
で
あ
る
と
言
え
る
。

従
来
か
ら
、
橋
そ
の
も
の
が
観
光
の
名
所
と
な
っ
て
い

る
例
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

横
浜
ベ
イ
ブ
リ
ッ
ジ
。
ス
カ
イ
ウ
ォ
ー
ク
が
特
筆
さ
れ

る
の
は
、
横
浜
ベ
イ
ブ
リ
ッ
ジ
を
二
一
世
紀
を
目
指
し
て
、

街
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
る
横
浜
市
の
シ
ン
ボ
ル
と
し

て
積
極
的
に
市
政
の
中
に
位
置
づ
け
、
そ
の
た
め
の
施
策

を
実
施
し
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
が
ス
カ
イ
ウ
ォ
ー
ク
で
あ
り
横
浜
ベ
イ
ブ
リ
ッ
ジ

を
観
光
施
設
か
ら
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
高
め
た
の
で
あ
る
。

埠
頭
と
言
う
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
華
や
か
さ
の
少
な

い
場
所
に
、
多
く
の
若
者
が
集
ま
り
彩
り
を
添
え
て
い
る

光
景
は
、
横
浜
ベ
イ
ブ
リ
ッ
ジ

･
ス
カ
イ
ウ
オ
ー
ク
が
二

一
世
紀
を
支
え
る
若
者
に
支
持
さ
れ
、
受
け
入
れ
ら
れ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
と
共
に
、
名
実
共
に
横
浜
の
新
し
い

シ
ン
ボ

ル
と
な

っ
た
姿
を
そ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

七

今
後
の
課
題

スカイウオ クから見た大黒ふ頭

ス
カ
イ
ウ
オ
ー
ク
は
開
業
以
来
、
横
浜
ベ
イ
ブ
リ
ッ
ジ

と
共
に
、
華
々
し
く
取
り
上
げ
ら
れ
話
題
性
を
提
供
し
て

ツ
スカイウォークとスカイラウンジ て ジ

スカイウオークから見た“みなとみらい2 r 地区



き
て
お
り
、
多
く
の
人
々
に
利
用
し
て
い
た
だ
い
て
い

る
%横

浜
で
は

｢み
な
と
み
ら
い
れ
｣
地
区
に
横
浜
港
を
見

下
ろ
す
超
高
層
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
タ
ワ
ー
。
八
景
島
に
は
、

遊
び
の
楽
園
と
し
て
誕
生
し
た
横
浜
･
八
景
島
シ
ー
パ
ラ

ダ
イ
ス
な
ど
の
新
名
所
が
注
目
さ
れ
て
来
て
い
る
。

全
国
的
に
見
て
も
、
新
観
光
名
所
が
出
来
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
集
客
力
に
先
発
の
施
設
は
影
が
薄
く
な
り
、

観
光
客
が
減
少
す
る
傾
向
に
あ
る
。
ス
カ
イ
ウ
オ
ー
ク
の

入
館
者
数
が
減
少
傾
向
に
あ
る
中
で
、
歯
止
め
を
か
け
る

た
め
に
は
、
な
お
一
層
の
人
気
挽
回
策
を
必
要
と
し
て

い
る
。

そ
こ
で
、
今
後
、
次
の
こ
と
に
力
を
注
ぎ
た
い
。

①

P
R
活
動
の
促
進

マ
ス
コ
ミ
や
全
国
の
観
光
協
会
、
旅
行
代
理
店
へ

の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
活
動
、
区
民
ま
つ
り
等
に
お
い
て

市
民
へ
の
P
R
及
び
意
向
調
査
を
充
実
す
る
。

②

教
育
の
場
と
し
て
の
活
用

ス
カ
イ
ウ
オ
ー
ク
か
ら
横
浜
港
を
見
学
し
て
港
湾

機
能
、
横
浜
ベ
イ
ブ
リ
ッ
ジ
を
通
し
て
橋
や
道
路
を

学
習
す
る
場
と
し
て
活
用
す
る
。

こ
の
た
め
、
小
学
校
へ
の
P
R
、
小
学
校
中
学
年

向
け
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
作
り
に
取
り
組
む
。

③

施
設
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

ス
カ
イ
ラ
ウ
ン
ジ

へ
風
景
パ
ネ
ル
を
設
置
、
コ
ン

パ
ニ
オ
ン
に
よ
る
ガ
イ
ド
サ
ー
ビ
ス
を
充
実
す
る
。

八

お
わ
り
に

ス
カ
イ
ウ
ォ
ー
ク
誕
生
ま
で
に
は
、
建
設
省
･
首
都
高

速
道
路
公
団
を
は
じ
め
関
係
機
関
の
多
大
な
理
解
と
協
力

が
あ
っ
た
。
名
実
共
に
横
浜
の
名
所
と
し
て
、
ま
た
、
市

民
の
シ
ン
ボ

ル
と
し
て
ス
カ
イ
ウ
オ
ー
ク
が
定
着
す
る
ま

で
に
は
、
多
く
の
利
用
者
の
方
々
の
支
持
と
支
援
が
あ
っ

た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

市
内
鶴
見
区
の
区
民
ま
つ
り
で
ス
カ
イ
ウ
オ
ー
ク
の
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
多
く
の
方
々
か
ら

｢料
金
が
高
い
･
営
業
時
間
の
延
長
･
施
設
の
充
実
･
P

R
不
足
･
バ
ス
の
増
便
｣
等
の
ご
意
見
を
い
た
だ
い
た
。

一
方
で
は
、
｢す
ば
ら
し
い
｣
と
言
う
意
見
も
た
く
さ
ん

い
た
だ
い
て
い
る
o

ス
カ
イ
ウ
オ
ー
ク
が
よ
り
多
く
の
人
々
に
愛
さ
れ
、
魅

力
あ
る
施
設
と
し
て
利
用
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
広
く
ご

意
見
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
管
理
者
と
し
て
施
設
の
充
実

と
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
努
力
す
る
所
存
で
あ
る
。

横浜ベイブリッジ下を通過するQ E = 号



一
湾
岸
線
の
全
体
概
要

本
州
四
国
連
絡
道
路
か
ら
関
西
国
際
空
港
連
絡
橋
に
至

る
延
長
約
八
〇
如
の
大
阪
湾
岸
道
路
の
う
ち
、
阪
神
高
速

湾
岸
線
と
し
て
事
業
中
の
区
間
は
、
神
戸
市
東
灘
区
向
洋

町
東
か
ら
泉
佐
野
市
り
ん
く
う
往
来
北
ま
で
の
区
間
五
五
･

八
蝿
と
神
戸
市
垂
水
区
名
谷
町
か
ら
同
市
長
田
区
駒
ヶ
林

南
町
ま
で
の
区
間
八
･
二
如
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
大
阪
市
西
淀
川
区
中
島
か
ら
泉
大
津
市
臨

海
町
ま
で
の
区
間
二
四
･
七
蹴
は
供
用
中
で
あ
る
が
、
泉

大
津
市
臨
海
町
か
ら
泉
佐
野
市
り
ん
く
う
往
来
北
ま
で
の

区
間

(四
号
湾
岸
線
)
一
六
･
一
如
及
び
大
阪
市
西
淀
川

区
中
島
か
ら
神
戸
市
東
灘
区
向
洋
町
東
ま
で
の
区
間

(五

号
湾
岸
線
)
一
五
･
○
如
に
つ
い
て
、
平
成
六
年
四
月
二

日
に
供
用
を
開
始
し
た
。
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陳
神
曲
逮
湾
岸
線
全
線
醐
遭
に
つ
い
て

阪
神
高
速
道
路
公
団
総
務
部
総
務
課



二

開
通
区
間
の
概
要

道
路
構
造
等

○

道
路
の
区
分

第
二
種
第
一
級

②

車
線
数

①

泉
大
津
j
り
ん
く
う
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン

②

中
島
-
六
甲
ア
イ
ラ
ン
ド
北

鳴
尾
浜

甲
子
園
浜
ノ

往
復
四
車
線

往
復
六
車
線

高
む覆　　　　

ジャンクション

◇･建設中の出入口

③

標
準
幅
員

①

泉
大
津
-
り
ん
く
う
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン

二
0
･二
五
m

②

中
島
!
六
甲
ア
イ
ラ
ン
ド
北

二
七
･二
五
m

④

設
計
速
度

時
速
八
〇
如

③

構
造

全
線
高
架
構
造

連
絡
施
設

の

泉
大
津
5
り
ん
く
う
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン

①

泉
大
津
ラ
ン
プ

泉
大
津
市
東
港
町
に
設
置
す

る
泉
佐
野
市
方
面
の
た
め
の
出
入
ロ
。
接
続
道
路

は
、
出
口
･
入
口
と
も
臨
港
道
路
泉
大
津
旧
港
線
。

②

岸
和
田
北
ラ
ン
プ

岸
和
田
市
木
材
町
に
設
置

す
る
両
方
向
へ
の
出
入
口
。
接
続
道
路
は
、
出
口
･

入
ロ
と
も
木
材
地
区
臨
港
道
路
。

③

岸
和
田
南
ラ
ン
プ

岸
和
田
市
地
蔵
浜
町
に
設

置
す
る
両
方
向
へ
の
出
入
ロ
。
接
続
道
路
は
、
出

ロ
･
入
ロ
と
も
大
阪
府
道
大
阪
臨
海
線
。

④

貝
塚
ラ
ン
プ

貝
塚
市
脇
浜
に
設
置
す
る
泉
佐

野
市
方
面
の
た
め
の
出
入
口
。
接
続
道
路
は
、
出

ロ
･
入
ロ
と
も
大
阪
府
道
大
阪
臨
海
線
。
貝
塚
市

港
に
設
置
す
る
大
阪
市
方
面
の
た
め
の
出
入
ロ
。

接
続
道
路
は
、
出
ロ
･
入
ロ
と
も
大
阪
府
道
大
阪

臨
海
線
。

⑤

泉
佐
野
北
ラ
ン
プ

泉
佐
野
市
住
吉
町
に
設
置

す
る
大
阪
市
方
面
の
た
め
の
出
入
□
。
接
続
道
路

は
、
出
ロ
･
入
ロ
と
も
大
阪
府
道
大
阪
臨
海
線
。

⑥

泉
佐
野
南
ラ
ン
プ

泉
佐
野
市
野
出
町
に
設
置

す
る
大
阪
市
方
面
の
た
め
の
出
入
口
。
接
続
道
路

は
、
出
口
･
入
ロ
と
も
大
阪
府
道
大
阪
臨
海
線
。

⑦

り
ん
く
う
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン

泉
佐
野
市
り
ん

く
う
往
来
北
に
設
置
し
、
空
港
連
絡
橋
を
介
し
関

西
国
際
空
港
へ
、
ま
た
、
関
西
空
港
自
動
車
道
を

介
し
阪
和
自
動
車
道
へ
と
連
結
す
る
ジ
ャ
ン
ク
シ

ョ
ン
。

②

中
島
5
六
甲
ア
イ
ラ
ン
ド
北

①

尼
崎
東
海
岸
ラ
ン
プ

尼
崎
市
東
海
岸
町
に
設

置
す
る
神
戸
市
方
面
の
た
め
の
出
入
口
。
接
続
道

路
は
、
出
ロ
･
入
ロ
と
も
県
道
尼
崎
港
線
。

②

尼
崎
末
広
ラ
ン
プ

尼
崎
市
末
広
町
に
設
置
す

る
大
阪
市
方
面
及
び
神
戸
市
方
面
の
た
め
の
出
入

ロ
。
接
続
道
路
は
、
出
ロ
･
入
ロ
と
も
県
道
尼
崎

港
崇
徳
院
線
。

③

鳴
尾
浜
ラ
ン
プ

西
宮
市
鳴
尾
浜
に
設
置
す
る



深江浜上空より六甲アイランド方面に阪神高速湾岸線
を望む (5号湾岸線)

大
阪
市
方
面
の
た
め
の
出
入
口
。
接
続
道
路
は
、

出
ロ
･
入
ロ
と
も
西
宮
市
道
小
曽
根
線
及
び
県
道

芦
屋
鳴
尾
浜
線

(湾
岸
側
道
)。

④

甲
子
園
浜
ラ
ン
プ

西
宮
市
甲
子
園
浜
に
設
置

す
る
神
戸
市
方
面
の
た
め
の
出
入
口
。
接
続
道
路

は
、
出
ロ
･
入
口
と
も
県
道
芦
屋
鳴
尾
浜
線

(湾

岸
側
道
)。

⑤

西
宮
浜
ラ
ン
プ

西
宮
市
西
宮
浜
に
設
置
す
る

大
阪
市
方
面
の
た
め
の
出
入
□
。
接
続
道
路
は
、

出
口
･
入
ロ
と
も
県
道
芦
屋
鳴
尾
浜
線

(湾
岸
側

道
)。

⑥

南
芦
屋
浜
ラ
ン
プ

芦
屋
市
若
葉
町
地
先
に
設

置
す
る
神
戸
市
方
面
の
た
め
の
出
入
口
。
接
続
道

路
は
、
出
口
･
入
口
と
も
県
道
芦
屋
鳴
尾
浜
線

(湾
岸
側
道
)。

⑦

深
江
浜
ラ
ン
プ

神
戸
市
東
灘
区
深
江
浜
町
に

設
置
す
る
大
阪
市
方
面
へ
の
入
ロ
。
接
続
道
路
は
、

神
戸
市
道
深
江
浜
町
一
号
線
。
神
戸
市
東
灘
区
深

江
浜
町
に
設
置
す
る
大
阪
市
方
面
か
ら
の
出
ロ
。

接
続
道
路
は
、
神
戸
市
道
深
江
浜
町
二
号
線
。
神

戸
市
東
灘
区
深
江
浜
町
に
設
置
す
る
神
戸
市
方
面

の
た
め
の
出
入
ロ
。
接
続
道
路
は
、
神
戸
市
道
深

江
浜
町
七
号
線
。

⑧

魚
崎
浜

(暫
定
)
ラ
ン
プ

神
戸
市
東
灘
区
魚

崎
浜
町
に
設
置
す
る
大
阪
市
方
面
か
ら
の
出
口
。

接
続
道
路
は
、
神
戸
市
道
深
江
浜
町
八
号
線
。

⑨

六
甲
ア
イ
ラ
ン
ド
北
ラ
ン
プ

神
戸
市
東
灘
区

向
洋
町
東
に
設
置
す
る
大
阪
市
方
面
の
た
め
の
出

入
ロ
。
接
続
道
路
は
、
出
□
･
入
ロ
と
も
臨
港
道

路
六
甲
ア
イ
ラ
ン
ド
道
路
。

③

大
浜
ラ
ン
プ

堺
市
大
浜
北
町
に
設
置
す
る
泉
佐
野
市
方
面
の

た
め
の
入
ロ

(大
阪
市
方
面
の
た
め
の
出
入
ロ
は
既

設
)。
接
続
道
路
は
、
大
阪
府
道
堺
湾
線
。

3

事
業
経
緯

の

都
市
計
画
決
定

①

泉
大
津
i
り
ん
く
う
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン

昭
和

六
一
(
一
九
八
六
)
年
一
月
三
一
日

②

中
島
ー
府
県
境

昭
和
五
四

(
一
九
七
九
)
年

二
月

一
四
日

③

府
県
境
-
六
甲
ア
イ
ラ
ン
ド
北

昭
和
五
五

(
一
九
八
0
)
年
七
月
八
日

④

大
浜
入
ロ

平
成
三

(
一
九
九
一
)
年
二
月
二

〇
日

の

工
事
開
始
日

①

昭
和
五
六

(
一
九
八
一)
年
二
月
二
四
日
i
平

成
二

(
一
九
九
0
)
年
六
月
三
〇
日

②

大
浜
入
ロ

平
成
四

(
一
九
九
二
)
年
五
月
一

九
日

③

事
業
費

①

今
回
開
通
区
間

約
八
、
二
〇
〇
億
円

②

湾
岸
線
全
区
間

約
一
兆
三
、
0
0
0
億
円

東神戸大橋



4

主
な
構
造
物

○

長
大
橋
梁

湾
岸
線
は
、
臨
海
部
の
埋
立
地
や
河
口
部
な
ど
を

ま
た
ぎ
、
多
く
の
航
路
を
横
断
す
る
た
め
、
斜
張
橋
、

ア
ー
チ
橋
、
ト
ラ
ス
橋
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
形
式
の

長
大
橋
梁
が
架
か
り
、
あ
た
か
も
、
｢橋
の
見
本
市
｣

の
様
相
を
呈
し
て
い
る
o

な
お
、
岸
和
田
大
橋
、
中
島
川
橋
、
西
宮
港
大
橋
、

東
神
戸
大
橋
に
つ
い
て
は
、
既
供
用
の
港
大
橋
、、

天
保
山
大
橋
、
神
崎
川
橋
と
合
わ
せ
て
、
開
通
後
ラ

イ
ト
ア
ッ
プ
を
実
施
す
る
。

②

中
島
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア

大
阪
市
西
淀
川
区
中
島
二
丁
目
地
先
に
設
置
さ

れ
る
、
国
内
で
初
め
て
の
海
上
パ
ー
キ
ン
グ
で
あ

んる
0

神
戸
行
き
側

(西
行
き
)
に
設
け
ら
れ
、
駐
車
台

数
六
四
台
の
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
休

憩
所
、
情
報

コ
ー
ナ
ー
、
レ
ス
ト
ラ
ン
等
の
サ
ー
ビ

ス
施
設
を
備
え
た
パ
ー
キ
ン
グ
施
設
で
あ
る
。

5

乗
り
継
ぎ
制
度

今
回
の
開
通
に
合
わ
せ
て
、
四
号
湾
岸
線
と
一
五
号
堺

線
を
結
ぶ
｢湾
岸
線
･
大
浜
/
石
津
-
堺
線
･
堺
｣
間
と
、

五
号
湾
岸
線
と
三
号
神
戸
線
を
結
ぶ

｢湾
岸
線
･
六
甲
ア

イ
ラ
ン
ド
北
ー
神
戸
線
･
摩
耶
｣
間
の
二
区
間
で
新
し
い

乗
り
継
ぎ
制
度
を
導
入
し
、
こ
れ
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
路

線
に
お
い
て
事
故
等
の
交
通
障
害
が
発
生
し
た
場
合
等
に

適
切
な
迂
回
が
可
能
と
な
り
、
利
便
性
･
信
頼
性
が
向
上

す
る
こ
と
と
な
る
。

三

開
通
式
典

平
成
六
年
四
月
二
日
田
午
前
一
〇
時
か
ら
、
泉
佐
野
市

の
四
号
湾
岸
線
泉
佐
野
南
ラ
ン
プ
付
近
を
会
場
に
し
て
、

テ
ー
プ
カ
ッ
ト
･
久
寿
玉
開
披
を
行
い
、
パ
レ
ー
ド
の
後
、

会
場
を
西
宮
市
の
五
号
湾
岸
線
鳴
尾
橋
上
に
会
場
を
移
し
、

兵
庫
県
側
で
も
同
様
の
式
典
を
行
っ
た
。

そ
の
後
、
大
阪
市
住
之
江
区
の
｢イ
ン
テ
ッ
ク
ス
大
阪
｣

で
開
通
式
典
を
開
催
し
た
。

四

供
用
開
始

平
成
六
年
四
月
二
日

午
後
三
時

五

湾
岸
線
の
整
備
効
果

1

空
港
ア
ク
セ
ス
の
確
保

湾
岸
線
の
開
通
に
よ
り
、
阪
神
都
市
圏
と
関
西
国
際
空

港
が
直
結
す
る
こ
と
に
な
り
、
空
港
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
確

保
さ
れ
、
空
港
利
用
者
の
利
便
性
の
向
上
が
図
ら
れ
る
こ

と
と
な
る
。

大
阪
都
心
部
か
ら
関
西
空
港
ま
で
の
所
要
時
間
は
約
四

五
分
、
神
戸
市
中
心
部
か
ら
は
約
七
〇
分
と
な
り
、
空
港

ア
ク
セ
ス
と
し
て
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
と

を
“る
。

2

阪
神
都
市
圏
の
交
通
混
雑
の
緩
和

湾
岸
線
の
開
通
に
よ
り
、
大
阪
湾
沿
い
に
既
成
市
街
地

を
迂
回
す
る
道
路
網
が
形
成
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
並
行
す

る
神
戸
線
や
堺
線
を
利
用
す
る
交
通
が
湾
岸
線
へ
迂
回
で

き
る
こ
と
か
ら
、
既
成
市
街
地
内
の
阪
神
高
速
道
路
の
交

通
渋
滞
が
著
し
く
改
善
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

ま
た
、
都
市
内
の
一
般
道
路
に
つ
い
て
も
、
道
路
交
通

渋
滞
の
緩
和
が
図
ら
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

3

大
阪
湾
諸
都
市
の
連
携
強
化

湾
岸
線
は
、
大
阪
湾
沿
岸
の
三

市
一
町
を
結
び
、
大

阪
湾
ベ
イ
エ
リ
ア
の
大
動
脈
と
し
て
地
域
間
交
流
を
一
層

促
進
し
、
連
携
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
経
済
活
動
の

活
性
化
が
図
ら
れ
、
地
域
の
発
展
に
大
き
く
貢
献
す
る
と

と
も
に
、
大
阪
湾
ベ
イ
エ
リ
ア
開
発
の
先
導
的
役
割
を
果

た
す
も
の
と
期
待
さ
れ
て
い
る
。



道
路
管
理
の
実
態
報
告

広
小
路
適
部
市
景
観
整
備
事
業
に
つ
い
て

名
古
屋
市
±
木
局
道
路
部
道
路
環
境
整
備
課
長

加
藤

作
次

一
は
じ
め
に

広
小
路
通
は
、
名
古
屋
の
中
心
部
を
東
西
に
貫
き
、
近

代
以
降
の
名
古
屋
の
発
展
の
軸
と
な
っ
て
き
た
メ
イ
ン
ス

ト
リ
ー
ト
で
あ
る
と
と
も
に
、
多
く
の
人
が
集
ま
る
都
心

の
魅
力
的
な
商
業
空
間
と
し
て
活
発
な
都
市
活
動
が
展
開

さ
れ
て
い
る
場
所
で
も
あ
る
。
と
は
言
う
も
の
の
、
昭
和

四
〇
年
代
以
降
、
地
下
鉄
網
の
整
備
が
進
み
名
古
屋
駅
と

栄
駅
の
二
大
タ
ー
ミ
ナ
ル
が
形
成
さ
れ
る
と
両
駅
を
中
心

に
地
下
街
が
発
達
し
、
栄
ー
笹
島
間
の
市
電
が
廃
止
さ
れ
、

屋
台
が
市
内
か
ら
姿
を
消
し
、
代
わ
り
に
商
業
、
業
務
ビ

ル
が
立
ち
並
ぶ
に
つ
れ
て
、
か
つ
て
繁
華
を
極
め
た
広
小

路
通
も
、
そ
の
活
気
と
賑
わ
い
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た
。
昔

の
賑
わ
い
を
と
り
も
ど
し
た
い
、
と
い
う
思
い
は
、
沿
道

商
店
街
の
人
た
ち
も
同
じ
で
あ
り
、
商
店
街
近
代
化
事
業

位置図



な
ど
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

今
回
、
電
線
類
地
中
化
事
業
を
契
機
に
、
広
小
路
通
を

都
市
景
観
整
備
地
区
に
指
定
し
魅
力
あ
る
都
心
づ
く
り
に

行
政
、
民
間
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
ん
だ
事
例
を
紹
介
す

る
も
の
で
あ
る
o

二

広
小
路
通
の
歴
史

ー

名
古
屋
城
下
町
の
成
立

徳
川
家
康
は
、
慶
長
一
五
年

(
一
六
一
〇
年
)
尾
張
徳

川
氏
の
本
拠
地
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
政
治
的
中
心
で
あ
っ

た
清
洲
か
ら
武
家
、
寺
社
、
民
家
が
総
移
転
す
る

｢清
洲

越
｣
を
行
い
、
新
し
い
城
下
町
の
建
設
に
着
手
し
た
。
こ

の
よ
う
に
し
て
築
か
れ
た
計
画
都
市
が
名
古
屋
で
あ
り
、

一
七
世
紀
前
半
に
城
郭
と
城
下
町
の
体
裁
は
整
っ
た
。
軍

事
的
、
経
済
的
、
社
会
的
分
野
か
ら
の
計
画
の
も
と
に
、

城
郭
南
部
台
地
上
に
東
西
一
一
ブ
ロ
ッ
ク
、
南
北
九
ブ
ロ
ッ

ク
の
一
般
に

｢碁
盤
割
｣
と
い
わ
れ
て
い
る
町
割
り
が
、

ほ
ぼ
正
方
形
の
ブ
ロ
ッ
ク
で
整
然
と
行
わ
れ
た
。

こ
の
整
然
た
る
城
下
町
の
ほ
ぼ
中
央
の
南
北
道
が
、
本

町
通
と
呼
ば
れ
、
名
古
屋
城
の
城
門
と
南
方
の
熱
田
神
宮

を
結
び
、
さ
ら
に
東
海
道
に
連
絡
す
る
当
時
の
メ
イ
ン
ス

ト
リ
ー
ト
で
あ
っ
た
。
こ
の
本
町
通
は
、
幅
員
五
間
で
他

の
道
は
二
-
三
間
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
東
西
の
幹
線
は
京

町
通
と
伝
馬
町
通
で
あ
り
、
京
町
通
は
東
で
中
山
道
に
つ

な
が
る
木
曽
街
道
へ
、
西
で
美
濃
路
へ
接
続
し
、
伝
馬
町

通
は
東
方
へ
伸
び
旧
伊
奈
街
道
と
な
る
。

一
方
、
こ
の

｢基
盤
割
｣
に
よ
り
城
下
町
の
最
南
端
に

′′

久
屋
町
か
ら
長
者
町
ま
で
設
け
ら
れ
た
堀
切
筋

(幅
員
三

間
)
が
、
方
治
の
大
火

(
一
六
六
〇
年
)
の
あ
と
町
家
を

取
り
払
い
、
一
五
間
近
く
北
側
に
拡
幅
さ
れ
、
広
い
通
り

と
い
う
こ
と
で
広
小
路
と
名
づ
け
ら
れ
た
。
当
時
は
、
縁

日
等
が
た
っ
て
庶
民
の
娯
楽
の
場
と
し
て
賑
わ
っ
た
。
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2

近
代
名
古
屋
の
形
成

明
治
時
代
に
入
り
、
明
治
一
九
年

(
一
八
八
六
年
)
東

海
道
線
の
開
通
で
笹
島
停
車
場
開
設
に
伴
い
広
小
路
は
西

へ
延
伸
さ
れ
、
田
園
の
中
の
駅
前
か
ら
柳
橋
間
に
大
通
が

完
成
し
た
。
つ
い
で
、
明
治
三
三
年

(
一
九
○
○
年
)
に

中
央
線
の
開
通
に
伴
い
千
種
ま
で
延
伸
さ
れ
、
広
小
路
通

は
東
西
の
都
心
軸
と
な
っ
た
。

ま
た
、
明
治
三
一
年

(
一
八
九
八
年
)
に
は
笹
島
-
久

屋
町
間
に
日
本
で
二
番
目
の
路
面
電
車
が
開
通
し
、
路
上

に
は
柳
の
並
木
が
植
え
ら
れ
、
街
路
灯
が
設
け
ら
れ
る
と

共
に
沿
道
に
は
県
庁
、
市
役
所
、
銀
行
等
が
次
々
と
建
て



ら
れ
広
小
路
は
文
字
通
り
名
古
屋
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト

と
し
て
賑
わ
っ
た
。

大
正
時
代
に
な
る
と
、
広
小
路
通
に
は
青
い
灯
赤
い
灯

が
と
も
り
、
花
柳
界
、
カ
フ
ェ
ー
界
、
演
劇
映
画
界
が
賑

わ
い
東
京
銀
座
に
た
と
え
る
時
代
が
戦
前
ま
で
続
い
た
。

3

戦
後
名
古
屋
の
復
興

本
市
は
、
都
心
部
を
は
じ
め
、
当
時
の
市
域
の
二
三
%

に
相
当
す
る
区
域
を
戦
災
に
よ
り
焼
失
し
た
が
、
昭
和
二

一
年
戦
災
復
興
計
画
を
策
定
し
、
焼
失
区
域
を
中
心
に
面

積
三
、
四
五
0
m
の
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
に
着
手
し

た
。
事
業
着
手
以
来
、
一
〇
0
m
道
路
な
ど
の
広
幅
員
道

路
の
整
備
は
も
と
よ
り
、
公
園
、
街
区
の
整
備
を
進
め
、

都
心
部
を
は
じ
め
と
す
る
整
然
と
し
た
現
在
の
市
街
地
を

形
成
し
て
き
た
。
昭
和
二
五
年
に

｢名
古
屋
復
興
都
市
計

画
高
速
鉄
道
網
｣
が
計
画
さ
れ
て
以
来
、
着
々
と
進
め
ら

れ
た
地
下
鉄
工
事
は
、
昭
和
三
二
年
、
広
小
路
通
に
平
行

し
た
錦
通
の
名
古
屋
駅
-
栄
駅
間
で
初
め
て
開
通
し
た
。

こ
の
地
下
鉄
の
発
達
と
と
も
に
昭
和
四
六
年
、
笹
島
'
栄

問
の
市
電
が
廃
止
さ
れ
、
続
い
て
昭
和
四
八
年
、
栄
あ
た

り
を
中
心
に
賑
わ
っ
て
い
た
屋
台
が
姿
を
消
し
た
。

一
方
、
広
小
路
通
の
沿
道
は
、
銀
行
や
業
務
ビ
ル
が
建

ち
並
び
、
以
前
の
よ
う
な
人
通
り
は
少
な
く
な
っ
て
い
っ

た
。

三

都
市
景
観
整
備
事
業

ー

整
備
地
区
の
指
定

名
古
屋
市
は
す
ぐ
れ
た
都
市
景
観
の
創
造
と
保
全
の
た

め
名
古
屋
市
都
市
景
観
条
例
を
制
定
し
た
。
こ
の
条
例
に

よ
り
都
市
景
観
の
整
備
を
重
点
的
に
行
う
地
区
と
し
て
、

平
成
三
年
二
月
、
久
屋
大
通
、
名
古
屋
駅
、
築
地
地
区
を
、

そ
し
て
第
四
番
目
の
地
区
と
し
て
、
広
小
路
･
大
津
通
地

区
を
都
市
景
観
整
備
地
区
に
指
定
し
た
。
指
定
に
際
し
て

将
来
の
ま
ち
づ
く
り
の
方
向
を
示
す
も
の
と
し
て
そ
れ
ぞ

れ
の
地
区
毎
に

｢都
市
景
観
整
備
計
画
｣
と

｢都
市
景
観

形
成
基
準
｣
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
計
画
に
基
づ
き
広
小

路
通
は
中
村
区
笹
島
交
差
点
か
ら
中
区
広
小
路
葵
交
差
点

ま
で
、
約
三
如
を
都
市
景
観
整
備
事
業
と
し
て
、
整
備
推

進
を
計
る
こ
と
と
な

っ
た
。

.

2

整
備
の
基
本
目
標

広
小
路
通
は
、
名
古
屋
の
中
心
部
を
東
西
に
貫
き
、
近

代
以
降
の
名
古
屋
の
発
展
の
軸
と
な
っ
て
き
た
メ
イ
ン
ス

ト
リ
ー
ト
で
あ
る
と
と
も
に
、
多
く
の
人
が
集
ま
る
都
市

の
魅
力
的
な
商
業
空
間
と
し
て
活
発
な
都
市
活
動
が
展
開

さ
れ
て
い
る
。
誰
に
も
親
し
ま
れ
活
気
と
魅
力
あ
る
都
市

空
間
の
創
造
を
め
ざ
し
て
以
下
の
基
本
目
標
を
も
と
に
整

備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

イ

名
古
屋
の
中
心
的
商
業
地
と
し
て
、
に
ぎ
わ
い
と

活
力
の
あ
る
ま
ち
を
つ
く
る
。

　
空
港
線

広小路 ･大津通都市景観整備地区

　
　　

]　

本題
]

名古屋駅都市景観整備地区

　
筧
も

　
合

　
　　
[
議

広小路通都市景観整備事業区域



口

歩
い
て
楽
し
む
こ
と
の
で
き
る
、
親
し
み
と
ふ
れ

あ
い
の
あ
る
ま
ち
を
つ
く
る
。

ハ

活
発
な
都
市
文
化
活
動
や
、
多
様
な
交
流
が
展
開

さ
れ
る
よ
う
な
活
気
に
満
ち
た
魅
力
あ
る
ま
ち
を
つ

ノ
、
る
0

ニ

名
古
屋
の
中
心
部
を
東
西
に
貫
く
都
市
の
骨
格
に

ふ
さ
わ
し
い
わ
か
り
や
す
い
ま
ち
を
つ
く
る
。

ホ

歴
史
的
財
産
を
継
承
し
た
文
化
と
情
報
に
満
ち
た

ま
ち
を
つ
く
る
。

3

整
備
方
針

広
小
路
通
に
ふ
さ
わ
し
い
風
格
と
個
性
あ
る
街
路
景
観

を
創
出
す
る
と
と
も
に
、
歩
い
て
楽
し
む
こ
と
の
で
き
る

快
適
な
歩
行
空
間
と
し
て
い
く
。

イ

歩
道
舗
装
は
、
質
の
高
い
舗
装
と
し
、
重
り
と
し

て
の
つ
な
が
り
と
格
調
あ
る
デ
ザ
イ
ン
と
す
る
。

口

街
路
樹
は
、
高
木
や
花
木
等
の
組
み
合
わ
せ
に
よ

り
、
歩
行
者
に
と
っ
て
楽
し
く
歩
く
こ
と
が
で
き
る

変
化
の
あ
る
植
栽
と
す
る
。

ハ

道
路
照
明
は
、
通
り
と
し
て
統
一
さ
れ
た
デ
ザ
イ

ン
と
す
る
。

ニ

ス
ト
リ
ー
ト
フ
ァ
ニ
チ
ュ
ア
類
は
、
区
間
ご
と
の

特
徴
を
生
か
し
な
が
ら
、
全
体
と
の
調
和
を
配
慮
し

た
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
サ
イ
ン
類
の
整
備
に
よ

り
歩
行
者
に
わ
か
り
や
す
い
ま
ち
と
す
る
。

以
上
の
都
市
景
観
整
備
計
画
を
策
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、

平
成
元
年
五
月
か
ら
各
学
区
区
政
協
力
委
員
会
、
沿
道
商

店
街
振
興
組
合
、
沿
道
の
主
な
事
業
所
、
県
警
本
部
及
び

名
古
屋
市
か
ら
な
る

｢広
小
路
通
地
区
都
市
景
観
整
備
推

進
委
員
会
｣
を
発
足
し
、
数
多
く
の
会
合
を
重
ね
た
。

四

整
備
方
法

整
備
構
想
を
も
と
に
実
施
計
画
に
入
っ
た
が
、
こ
こ
で

は
主
に
道
路
機
能
面
か
ら
、
交
通
処
理
と
道
路
の
横
断
構

成
に
つ
い
て
、
の
べ
る
。

イ

現
状
と
構
想

広
小
路
通
は
、
名
古
屋
の
中
心
部
を
貫
き
西
は
市
域

界
の
庄
内
川
か
ら
東
の
名
古
屋
I
C
ま
で
、
延
長
約
一

八
如
、
日
交
通
量
二
-
四
万
台
を
さ
ば
く
東
西
方
向
の

幹
線
道
路
で
あ
る
。

都
心
部
に
お
い
て
は
、
全
幅
員
三
0
m

(
一
部
四
0

m
)
で
そ
の
横
断
構
成
は
、
車
道
部
は
片
側
九
･
六
m

(三
車
線
)、
歩
道
部
は
四
･
五
m
、
分
離
帯

一
･
八

m
と
な

っ
て
い
た
。
ま
た
、
日
交
通
量
は
約
二

･
五
万

台
を
さ
ば
い
て
い
た
が
、
都
心
部
の
商
業
･
業
務
地
区

と
し
て
の
停
車
需
要
の
多
さ
、
ま
た
右
折
帯
が
無
い
こ

と
か
ら
朝
夕
は
か
な
り
渋
滞
を
起
こ
し
て
い
た
。

計
画
に
あ
た
っ
て
は
交
通
管
理
者
か
ら
は
、
名
古
屋

を
代
表
す
る
東
西
線
の
幹
線
道
路
と
し
て
、
現
況
の
交

通
容
量
を
確
保
す
る
こ
と
、
ま
た
交
通
流
の
整
流
化
に

努
め
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
。
一
方
、
沿
道
商
店
街
か

ら
は
、
広
小
路
通
の
活
性
化
の
た
め
に
、
ゆ
と
り
あ
る

完了後
　
　

か
手

郊
着



基本理念
基本目標

これまでの伝統に重ねて、 2 1世紀
に伝えることのできる新たな伝統を創
りだす先進的まちづくり。

(1) 賑わいと活力あるまち
(2) 親しみとふれあいのあるまち

(斜 都市の骨格にふさわしいまち
(4) 歴史的財産をいかしたまち

基本コンセプト
｢広小路｣ の名がもっていた本来のイメージ 『ひろがり』 ①

メインストリートとしての ｢晴れがましさ｣ を感じる 的こぎわい』 ②
歴史と伝統に培われた街並に深みのある表情を感じる 『風 格』 ③

デザインテーマ

広ノJ、路 ルネ ･ヅサ ンス

｢人間性の復興｣ をめざし、先進の
技術と科学で文化芸術に花咲かせた
ヨーロッパルネッサンス ･ ･ ･

この精神で、 2 1世紀の広小路に
人間性と芸術性を。

世界に向けてデザイン発進
する世界一の街路

【歩道舗装】 ･ 落ち着いた風格のある自然石舗装で通りとして統一。 (③)
･ 商店街毎の個性を持たせた磁器質ブロック。 (②)
･ そぞろ歩きを誘うウエーブライン。 (①②)

【植 栽】 ･ 主景観を構成する高木の間に花の咲く木や枝葉の美しい木を
植え、変化のある植栽とする。 (④)

･ 低木の植栽帯をなくし、広がりある空間とする。 (①②)
･ 主景観を構成する高木はケヤキとするが、当分の間、現況の

ヤナギ、 イチョウの樹勢、 樹形の良いものはいかしていく。
･ ヤナギをシンボル的な箇所に用い、心象風景を思いおこすき

っかけをつくる。 (③)

【歩道照明】 ･ エレガントで風格ある街路空間を演出することから、貴婦人を
イメージし、 ベネチアングラスにより貴賓ある華やいだ美しさ
を表わす。 ガラスの色と光による昼夜の変化を演出。 (③⑤)

【車道照明】 ･ 新生広小路をめざし、デザインをはじめとする情報発進基地
として世界に羽ばたく鳥をイメージ。 (①)

【ポラー ド1 ･ 貴婦人をガードするキュートな衛兵をイメージ。空間全体を
ひきしめるアクセントとなる形と色。 (②)

【主要交差点】 ･ 水景施設、花壇等の設置により、賑わいと四季の変化を創出。
(②火④災⑤)

【中央分離帯】 ･ 広い部分は、芝生や花壇ですっきりとまとめ、高木やシャン
ボールをシンボルとして配置。 (①火⑧パ⑤)

･ 狭い部分にも、緑化を行う予定。 (①)

【モニュメント (6商店街)】 ･ 商店街毎に個性を競う。 (②)

.地上を車から人間に
･ "こぎわいを地下から地上へ
･ 2 1世紀の ｢広プラ｣ を

｢四季の変化｣ ④
｢昼夜の変化｣ ⑤を感じるまち

デザインコンセプトと整備構想



歩
道
空
間
の
確
保
を
求
め
ら
れ
た
。

よ
っ
て
、
今
回
整
備
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
以
上

の
よ
う
な
条
件
を
考
慮
し
、
幹
線
機
能
を
確
保
し
な
が

ら
、
都
心
地
区
の
ゆ
と
り
あ
る
歩
行
者
空
間
を
見
出
だ

す
と
い
う
総
合
交
通
体
系
の
整
備
、
良
好
な
都
市
環
境

の
形
成
を
め
ざ
し
て
道
路
断
面
を
検
討
し
た
。

そ
の
結
果
、
車
道
部
は
二
車
線
に
停
車
帯
と
、
交
差

点
部
は
右
折
帯
を
付
加
し
、
ま
た
歩
道
部
に
つ
い
て
は

一
m
拡
幅
し
五

･
五
m
と
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
(標

準
断
面
図

参
照
)

事
業
概
要

事
業
年
度

事
業
区
間

平
成
ニ
ー
四
年
度

中
村
区
笹
島
交
差
点
-
中
区
広
小

路
葵
交
差
点

約
三
如

3

事

業

費
･
名
古
屋
市
･･･ー
･･･!
･約
四
八
億
円

4

事
業
内
容

･
中
部
電
力
電
線
類
地
中
化
･!
･･!

!
!
!
!
!
!
!
･!
･･約
四
〇
億
円

.
沿
道
商
店
街
!
!
!
!
‐!
l
l
.;

約
一
〇
億
円

(補
助
金
を
含
む
)

名
古
屋
市

歩
道
･!
!
･!
!
!
!
･!
‐‐!
!
!
!
‐

白
御
影
石
及
び
タ
イ
ル
舗
装
、
美

装
化
統
合
柱
、
白
御
影
石
植
桝
、

植
栽

(ケ
ヤ
キ
、
花
の
咲
く
木
)

大
交
差
点
修
景

道路標準断面及び道路修景イメージ

550 -754÷-300 3 75 550

①右折帯のある区間
②右折帯のない区間



電
線
類
地
中
化

車
道
!
中
央
分
離
帯
、
車
道
整
備

･
沿
道
商
店
街

歩
道
!
･!
歩
道
照
明
柱
、
彫
刻
等

･
中
部
電
力
他
･!
'電
線
類
地
中
化

五

お
わ
り
に

世
界
デ
ザ
イ
ン
博
覧
会
を
契
機
と
し
て
、
名
古
屋
市
は

世
界
に
開
か
れ
た
デ
ザ
イ
ン
情
報
発
進
基
地
を
め
ざ
し
て

｢デ
ザ
イ
ン
都
市
｣
宣
言
を
し
、
街
路
整
備
に
お
い
て
も

景
観
に
配
慮
し
た
事
業
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
う
し
た
中
、
名
古
屋
随
一
の
目
抜
き
通
り
と
し
て
、

い
つ
の
時
代
に
お
い
て
も
そ
の
時
代
の
最
先
端
の
技
術
、

デ
ザ
イ
ン
を
駆
使
し
街
づ
く
り
さ
れ
て
き
た
広
小
路
通
を
、

今
回

｢生
ま
れ
変
わ
る
広
小
路
｣
を
合
い
言
葉
に
活
気
と

魅
力
あ
る
都
市
空
間
を
め
ざ
し
て
整
備
し
た
。

改
良
後
の
歩
道
は
歩
き
や
す
く
、
快
適
な
空
間
と
し
て

人
の
動
き
も
賑
わ
い
を
み
せ
て
お
り
、
ま
た
車
道
の
交
通

流
も
、
以
前
よ
り
か
な
り
ス
ム
ー
ズ
に
な
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
時
と
し
て
バ
ス
停
部
や
交
差
点
部
の
不
法

駐
車
車
両
が
渋
滞
を
ひ
き
お
こ
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、

こ
れ
か
ら
長
時
間
駐
車
を
い
か
に
し
て
排
除
し
て
い
く
か

が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

住
み
た
く
な
る
町
な
ご
や
の
顔
と
し
て
、
ま
た
活
力
を

生
み
出
す
場
と
し
て
、
広
小
路
が
真
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た

重
り
と
な
る
た
め
に
は
、
官
民
一
体
と
な
っ
た
維
持
管
理

の
工
夫
が
一
層
必
要
で
あ
り
、
そ
の
為
の
努
力
を
今
後
と

も
進
め
て
い
く
所
存
で
あ
る
。
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高
速
道
路
の
有
料
化
を
め
ぐ
っ
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建
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省
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ド
イ
ツ

ド
イ
ツ
で
は
、
連
邦
交
通
省

(□
目
ヤ令
のB
B
済
[四
日
日

曲
尺
<
四
灯
す
こ

の
フ
ー
バ
ー
局
長
、

ハ
ー
ン
管
理
課
長

等
か
ら
、
ア
ウ
ト
バ
ー
ン
の
有
料
化
の
動
向
を
中
心
に
説

明
を
受
け
た
。

○

道
路
概
要

ド
イ
ツ
の
道
路
は
、
連
邦
ア
ウ
ト
バ
ー
ン

(切
に
中

Q
拂
き
け
言
官
]①□
)
と
連
邦
道
路

(頃
□
□
△
$
の甘
"
も
の
己

か
ら
成
る
連
邦
長
距
離
道
路

(閃
自
分
の棺
日
魯
橋
も
①□
)、

州
道

(ヤ
"
口
Q
霧
の町
D
も
①□
)
、
郡
道

(内
尺
の扇
の町
鰻
瀞
己
、

市
町
村
道

(0
の
目
の自
分

の
町
P
b
①
□
)
に
区
分
さ
れ
る
。

連
邦
長
距
離
道
路
は

｢連
邦
長
距
離
道
路
法
｣
が
適
用

さ
れ
、
連
邦
政
府
が
計
画
、
予
算
措
置
等
を
行
う
が
、
実

際
の
建
設
、
管
理
は
各
州
に
任
さ
れ
て
い
る
。
州
道
、
都

道
、
市
町
村
道
に
つ
い
て
は
｢州
道
路
法
｣
が
適
用
さ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
州
、
郡
、
市
町
村
が
建
設
、
管
理
を
行
っ
て
い
る
。

行
政
の
組
織
と
し
て
は
、連
邦
(切
口
□
△
)
、州
合
m口
巳
、

郡

(内
応
扇
)
、市
町
村

(0
の日
の
自
分
)
が
あ
る
。

連
邦
は
、
連
邦
長
距
離
道
路
の
建
設
費
、
管
理
費
を
負

担
し
、
連
邦
交
通
省
が
こ
れ
を
管
轄
す
る
が
、
実
施
機
関

を
持
た
ず
、
計
画
、
研
究
、
予
算
配
分
の
み
を
行
い
、
実

際
の
建
設
、
管
理
は
各
州
に
委
託
さ
れ
て
い
る
。

州
は
、
州
道
に
関
す
る
計
画
、
建
設
、
管
理
等
の
権
限

を
持
つ
ほ
か
、
連
邦
の
委
託
に
よ
り
連
邦
長
距
離
道
路
の

建
設
、
管
理
を
行
う
。
各
州
に
は
そ
れ
ぞ
れ
交
通
省
に
相

当
す
る
省
が
あ
り
、
こ
れ
が
道
路
に
関
す
る
業
務
を
統
括

し
て
い
る
。

郡
は
市
町
村
の
集
合
体
と
し
て
構
成
さ
れ
る
行
政
組
織

で
、
郡
道
を
管
轄
し
て
い
る
。

市
町
村
は
最
小
の
行
政
単
位
で
市
町
村
道
を
管
轄
す
る
。

ま
た
、
人
ロ
八
万
人
以
上
の
市
に
つ
い
て
は
、
当
該
域
内

を
連
邦
ア
ウ
ト
バ
ー
ン
ま
た
は
連
邦
道
路
が
通
過
す
る
場

合
、
こ
の
区
間
は
当
該
市
の
管
轄
と
な
る
。

一
九
九
一
年
一
月
現
在
の
道
路
総
延
長
は
六
二
一
、
六

八
二
如
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
高
速
道
路

(連
邦
ア
ウ
ト
バ
ー

ン
)
は
一
○
、
九
五
五
如

(
一
･
八
%
)
で
あ
る
。
(表

ド
イ
ツ
の
道
路
延
長
)

②

高
速
道
路
整
備
の
歴
史

ド
イ
ツ
に
お
け
る
高
速
道
路
の
整
備
は
、
一
九
二
七
年

自
動
車
道
路
研
究
協
会

(の
弓
こ
剛
と

が
総
延
長
二
二
、

五
〇
〇
如
の
自
動
車
専
用
道
路
計
画
を
策
定
し
た
こ
と
か

ら
始
ま
る
。

こ
の
計
画
は
一
九
二
九
年
の
経
済
恐
慌
の
た
め
実
現
さ

れ
な
か
っ
た
が
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
升
で
は
、



延 長

連邦アウトバーン 10
,
955

連 邦 道 路 42
,
123

州 道

纖郡 道

総市 町 村 道

鰔計

写

ドイツの道路延長期91観月)(単位如) に が て 一
九
二
九
年
か
ら
一
九
三
二
年
に
か
け
て
ケ
ル
ン
と
ボ
ン

の
間
に
四
車
線
の
自
動
車
専
用
道
路
が
建
設
さ
れ
た
。
こ

の
道
路
が
、
ド
イ
ツ
で
最
初
に
建
設
さ
れ
た
ア
ウ
ト
バ
ー

ン
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
の
弓
こ
切
か
の
計
画
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
ド
イ
ツ
帝

国
政
府
に
引
き
継
が
れ
た
。
当
時
の
帝
国
政
府
は
、
高
速

道
路
の
建
設
を
労
働
機
会
の
供
給
と
国
民
経
済
の
活
性
化

対
策
と
し
て
見
直
し
、

一
九
三
三
年
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト

=
ダ
ル
ム
シ
ュ
タ
ッ
ト
間
で
ア
ウ
ト
バ
ー
ン
の
建
設
に
着

手
し
た

(
一
九
三
五
年
開
通
)。

さ
ら
に
、
一
九
三
四
年
六
、
九
〇
〇
如
の
帝
国
ア
ウ
ト

バ
ー
ン
網
計
画
が
発
表
さ
れ
、
一
九
三
六
年
に
は
約
一
、

○
○
○
如
、
一
九
四
二
年
大
戦
の
た
め
建
設
が
中
止
さ
れ

る
ま
で
に
は
約
三
、
八
〇
〇
如
の
ア
ウ
ト
バ
ー
ン
が
供
用

さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
ア
ウ
ト
バ
ー
ン
は
ド
イ
ツ
の
国
民
資
産
と
し

て
引
き
継
が
れ
、
戦
後
の
経
済
復
興
に
大
き
く
寄
与
し
た

が
、
急
速
な
復
興
に
よ
り
自
動
車
交
通
が
増
大
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
ア
ウ
ト
バ
ー
ン
増
設
へ
の
要
求
も
高
ま

っ
た
。

こ
の
た
め
、
一
九
五
三
年
に

｢連
邦
長
距
離
道
路
法
｣、

一
九
五
五
年
に

｢交
通
財
政
法
｣
が
制
定
さ
れ
、
道
路
整

備
の
た
め
の
特
定
財
源
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
鉱
油
税
収
の
五
0
%
が
連
邦
道
路
建
設

の
目
的
に
充
当
さ
れ
る
こ
と
、
州
政
府
は
自
動
車
税
か
ら

の
資
金
を
道
路
建
設
に
使
用
す
る
こ
と
等
が
定
め
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
の
財
源
を
も
と
に
、
ド
イ
ツ
で
は
ア
ウ
ト
バ
ー

ン
を
含
め
て
す
べ
て
の
道
路
が
無
料
で
整
備
さ
れ
る
こ
と

と
な

っ
た
。

一
九
七
〇
年
代
の
ア
ウ
ト
バ
ー
ン
網
計
画
は
、
当
初
、

計
画
延
長
一
五
、
○
○
○
畑
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
幾
度

か
の
修
正
を
経
て
、
｢連
邦
交
通
路
計
画
一
九
八
五
｣
に

よ
り
、

一
0
、
三
〇
〇
畑
と
な
っ
た
。
現
在
で
は
、
東
西

ド
イ
ツ
統
一
後
の
交
通
計
画
と
し
て
、
｢統
一
ド
イ
ツ
連

邦
交
通
網
計
画
一
九
九
二
｣
が
策
定
さ
れ
、
ア
ウ
ト
バ
ー

ン
の
計
画
延
長
は
、

一
三
、
三
〇
〇
如
と
な
っ
て
い
る
。

③

高
速
道
路
の
有
料
化
の
動
向

①

有
料
化
の
背
景

ア
ウ
ト
バ
ー
ン
の
有
料
化
に
つ
い
て
は
、

一
九
五
五
年

の
交
通
財
政
法
制
定
以
来
幾
度
も
論
議
さ
れ
て
き
た
が
、

こ
こ
数
年
東
西
ド
イ
ツ
の
統
合
、
あ
る
い
は
E
C
統
合
と

い
う
政
治
的
、
経
済
的
な
枠
組
の
変
化
に
伴
い
、
有
料
化

へ
の
動
き
が
活
発
化
し
て
い
る
。

ま
ず
、
東
西
ド
イ
ツ
の
統
合
に
よ
り
旧
東
ド
イ
ツ
地
域

の
交
通
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
が
急
務
と
な
る
一
方
で
、
E
C

統
合
に
よ
る
国
内
、
国
外
の
交
通
量
の
増
加
に
伴
い
、
ア

ウ
ト
バ
ー
ン
を
始
め
と
す
る
幹
線
道
路
網
の
容
量
ア
ッ
プ

が
必
要
と
な
り
、
こ
こ
に
道
路
整
備
の
た
め
の
新
た
な
財

源
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

同
時
に
、
一
九
九
四
年
一
月
に
実
施
さ
れ
る
予
定
の
国

鉄
民
営
化
に
当
た
り
、
政
府
が
引
き
受
け
る
累
積
負
債
の

償
還
財
源
と
し
て
、
ア
ウ
ト
バ
ー
ン
の
有
料
化
に
よ
る
収

入
確
保
が
浮
上
し
て
き
た
。

ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
等
、
有
料

道
路
制
度
を
採
用
し
て
い
る
国
の
ト
ラ
ッ
ク
事
業
者
と
の

競
争
条
件
の
バ
ラ
ン
ス
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
ア
ウ
ト
バ
ー

ン
の
有
料
化
が
求
め
ら
れ
て
い
た

(外
国
車
は
ド
イ
ツ
車

の
税
負
担
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
た
ア
ウ
ト
バ
ー
ン
を
た
だ

乗
り
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
ド
イ
ツ
の
ト
ラ
ッ
ク
事
業

者
の
国
際
的
な
競
争
条
件
を
不
利
な
も
の
と
し
て
い
た
。)

こ
れ
ら
の
事
情
を
背
景
と
し
て
、
九
〇
年
代
に
入
る
と

ア
ウ
ト
バ
ー
ン
の
有
料
化
が
ド
イ
ツ
交
通
政
策
上
の
最
重

要
課
題
と
し
て
政
策
論
議
の
中
に
登
場
し
て
来
る
こ
と
と

な

っ
た
。

一
九
九
〇
年
四
月
に
は
、
｢重
量
貨
物
自
動
車
の
連
邦

遠
距
離
道
路
利
用
料
金
法
｣
が
制
定
さ
れ
、
ド
イ
ツ
政
府

は
ア
ウ
ト
バ
i
ン
を
通
行
す
る
一
八
ト
ン
、
三
軸
以
上
の

ト
ラ
ッ
ク
に
つ
い
て
道
路
使
用
料
金
を
徴
収
す
る
こ
と
を

決
定
し
、
一
九
九
〇
年
七
月
か
ら
実
施
し
よ
う
と
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
同
法
は
、
主
と
し
て
外
国
の
ト
ラ
ッ
ク

を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め

(ド
イ
ツ
国

内
車
は
、
支
払
っ
た
道
路
利
用
料
金
の
額
に
応
じ
て
自
動
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ベルリン郊外のアウトバーン

車
税
が
軽
減
さ
れ
る
。)
外
国
の
輸
送
業
者
に
対
す
る
差

別
で
あ
る
と
し
て
、
一
九
九
〇
年
六
月
、
E
C
委
員
会
が

欧
州
裁
判
所
に
提
訴
し
、
E
C
条
約
七
六
条
に
反
す
る
と

し
て
、
同
年
七
月
に
は
執
行
停
止
と
な
っ
た
。
ド
イ
ツ
政

府
は
、
こ
の
決
定
を
受
け
て
、
一
九
九
二
年
五
月
に
同
法

を
廃
止
し
て
い
る
o

②

運
輸
相
理
事
会
に
お
け
る
合
意

一
九
九
三
年
六
月
に
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
で
開
催
さ
れ
た

運
輸
相
理
事
会
の
特
別
会
合
に
お
い
て
、
ア
ウ
ト
バ
ー
ン

の
有
料
化
も
含
め
た
道
路
輸
送
に
関
す
る
租
税
公
課
等
に

つ
い
て
の
合
意
が
な
さ
れ
た
。

運
輸
相
理
事
会
の
特
別
会
合
に
お
い
て
は
、ま
ず
、重
量

ト
ラ
ッ
ク
に
起
因
す
る
コ
ス
ト
は
、鉱
油
税
、自
動
車
税
、

道
路
使
用
料
に
よ
り
、カ
バ
ー
さ
れ
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
た
。

こ
の
う
ち
、
鉱
油
税
に
つ
い
て
は
、
既
に
一
九
九
三
年

ン ･ブランデンブルク門
う側が旧東ベルリン)

、

ン
う

　
　
　　

　

一
月
か
ら
E
C
共
通
最
低
税
率
が
発
効
し
て
い
る
。

自
動
車
税
に
つ
い
て
は
、
E
C
加
盟
国
は
遅
く
と
も
一

九
九
五
年
一
月
か
ら
、
例
え
ば
四
〇
ト
ン
ト
ラ
ッ
ク
で
は

年
間
七
○
○
エ
キ
ュ

(団
O
S

の
最
低
税
率
を
導
入
す

る
こ
と
が
合
意
さ
れ
た
。

た
だ
し
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ス

ペ
イ
ン
、
ギ
リ
シ
ャ
に
つ
い
て
は
、

一
九
九
七
年

三

一月

ま
で
最
低
税
率
を
最
大
五
○
%
割
引
い
た
税
率
を
適
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

道
路
使
用
料
に
つ
い
て
は

i

E
C
加
盟
国
は
、
単
独
又
は
共
同
で
年
間
一
二
五
〇

エ
キ
ュ
の
範
囲
内
で
、
使
用
期
間
に
応
じ
た
道
路
使
用

料
(
ス
テ
ッ
カ
ー
方
式
)
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

n

使
用
期
間
に
応
じ
た
道
路
使
用
料
は
、
経
過
措
置
と

し
て
の
み
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
電
子
機
器
を
用

い
た
料
金
徴
収
方
法
の
開
発
に
対
し
支
援
を
要
請
す
る

こ
}と

俎

E
C
加
盟
国
は
、
軽
量
ト
ラ
ッ
ク
及
び
乗
用
車
に
つ

い
て
も
使
用
期
間
に
応
じ
た
道
路
使
用
料
を
徴
収
し
得

る
･こ
,と

等
に
つ
い
て
合
意
が
な
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
ベ
ル
ギ
ー
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ド
イ
ツ
、
ル
ク

セ
ン
ブ
ル
ク
、
オ
ラ
ン
ダ
の
五
か
国
は
、
共
通
道
路
利
用

料
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
合
意
し
た
。

こ
れ
に
よ
り

i

五
か
国
の
領
域
内
の
道
路
を
通
行
す
る
こ
と
が
で
き

る
ス
テ
ッ
カ
ー
方
式
の
使
用
料
制
度
を
、
一
ニ
ト
ン
以
上

の
ト
ラ
ッ
ク
に
対
し
一
九
九
五
年
一
月
か
ら
導
入
す
る

,し
1しし

n

ス
テ
ッ
カ
i
方
式
の
料
金
は
、
年
額
で
三
車
軸
以
下

が
七
五
〇
エ
キ
ュ

(約

一
〇
万
円
)、
四
車
軸
以
上
が

三
一五
〇
エ
キ
ュ

(約
二
〇
万
円
)、
一
日
で
は
両
者

と
も
六
エ
キ
ュ

(約
八
〇
〇
円
)
と
し
、
月
間
及
び
週

間
料
金
に
つ
い
て
も
今
後
決
定
す
る
こ
と

m

一
九
九
八
年
一
月
を
目
途
に
、
電
子
機
器
を
用
い
た

距
離
に
対
応
し
た
料
金
制
度
へ
の
移
行
を
検
討
す
る
こ

と
等
の
合
意
が
な
さ
れ
た
。

(注
)
本
稿
は
一
九
九
三
年
九
月
時
点
の
情
報
に
基
づ
い
て
い
る
。

(参
考
文
献
)

平
山
和
男

｢
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
道
路
政
策
｣
運
輸
と
経
済

一
九
九
二
年
一
二
月
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道
路
占
用
Q
呂
A

(第
3
回
)

道
路
法
第
錐
条
の第
2
頂
第
3
頂
関
係

は
じ
め
に

法
第
三
十
二
条
第
二
項
は
、
占
用
許
可
申
請
に
関

す
る
規
定
で
あ
り
、
同
条
第
三
項
は
変
更
許
可
に
関

す
る
規
定
で
あ
る
。
今
回
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
つ

い
て
、
簡
単
に
解
説
す
る
。

二

占
用
許
可
申
請
の
概
要(第

二
頂
関
係
)

占
用
許
可
申
請
は
道
路
の
占
用
の
目
的
、期
間
、場

所
な
ど
の
一
定
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出

す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ

て
、
申
請
書
に
よ
ら
な
い
口
頭
に
よ
る
な
ど
の
申
請

は
有
効
に
受
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
記
載

す
る
一
定
の
事
項
は
必
需
的
記
載
事
項
で
あ
り
、
ど

の
一
つ
が
欠
け
て
も
、
そ
の
許
可
申
請
は
、無
効
で
あ

る
。た
だ
し
、行
政
手
続
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
れ
ば

法
令
に
定
め
ら
れ
た
申
請
の
形
式
上
の
要
件
に
適
合

し
な
い
申
請
に
つ
い
て
は
、
｢補
正
を
求
め
る
｣
か

｢求
め
ら
れ
た
許
可
を
拒
否
す
る
｣
か
の
い
づ
れ
か

の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
ま

ず
、
補
正
を
求
め
、
も
し
補
正
さ
れ
な
け
れ
ば
原
則

と
し
て
許
可
し
な
い
と
す
る
の
が
、
妥
当
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
行
政
手
続
法
第
九
条
第
二
項
は
、
国
民
の

便
宜
を
考
慮
し
て
、
申
請
に
必
要
な
情
報
の
提
供
に

努
め
る
べ
き
旨
の
行
政
庁
の
一
般
的
な
努
力
義
務
を

定
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
行
政
庁
が
と
る
べ
き
基

本
的
な
態
度
と
し
て
、
国
民
の
権
利
行
使
と
し
て
の

個
々
の
申
請
が
円
滑
に
な
さ
れ
る
よ
う
配
慮
す
べ
き

で
あ
る
と
の
考
え
に
基
づ
き
、
申
請
を
し
よ
う
と
す

る
者
又
は
申
請
者
の
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
申
請

書
の
記
載
及
び
添
付
書
類
に
関
す
る
事
項
な
ど
、
申

請
に
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
と
し
た
。

ま
た
、
同
法
第
三
十
三
条
は
、
申
請
の
取
下
げ
又

は
内
容
の
変
更
を
求
め
る
行
政
指
導
に
あ
っ
て
は
、

行
政
指
導
に
携
わ
る
者
は
、
申
請
者
が
当
該
行
政
指

導
に
従
う
意
思
が
な
い
旨
を
表
明
し
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
当
該
行
政
指
導
を
継
続
す
る
こ
と
等
に
よ
り
当

該
申
請
者
の
権
利
の
行
使
を
妨
げ
る
よ
う
な
こ
と
を

し
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
申
請
は
許
可
の
前
提
要
件
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
を
欠
く
道
路
占
用
の
許
可
は
、
当
然
に
無
効
で

あ
る
し
、
無
効
な
許
可
申
請
を
前
提
と
し
た
場
合
も
、

同
様
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
道
路
法
施
行
規
則
第
四
条
の
三
で
、
申
請

書
の
様
式
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

Q
倦

法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
基
づ
き
、
あ
る

ガ
ス
管
の
工
事
に
つ
き
計
画
書
を
提
出
し
て
い

た
ガ
ス
事
業
者
が
、
当
該
計
画
書
に
基
く
工
事

の
た
め
の
道
路
占
用
許
可
申
請
を
、
ロ
頭
で
行
っ

た
場
合
に
も
道
路
管
理
者
は
占
用
許
可
を
与
え

る
こ
と
が
で
き
る
か
。

A

で
き
な
い
。

三

｢道
路
の
占
用
の
目
的
｣
の
意
義
′

仁

(第
二
項
関
係
)

製　

ど
の
よ
う
な
必
要
か
ら
道
路
を
継
続
的
に
使
用
す



る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
占
用
許
可
の
可
否
の
重

要
な
判
断
材
料
と
な
る
の
で
、
具
体
的
に
記
載
さ
せ

る
必
要
が
あ
る
。

Q
伯

｢道
路
の
占
用
の
目
的
｣
の
記
載
の
具
体

例
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か

A

｢第
一
種
電
気
通
信
事
業
に
係
る
電
話
ボ
ッ

ク
ス
の
設
置
の
た
め
｣
｢第
一
種
電
気
通
信
事
業

に
係
る
地
下
設
備
の
設
置
の
た
め
｣
、
｢ガ
ス

事
業
に
係
る
ガ
ス
管
の
設
置
の
た
め
｣、
｢水
道

事
業
に
係
る
水
道
の
設
置
の
た
め
｣、
な
ど
で

あ
る
。

Q
20

｢占
用
物
件
の
名
称
、
規
模
、
数
量
｣
の

記
載
の
具
体
例
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る

　　　

A

｢名
称
｣
に
つ
い
て
、
｢電
柱
｣
｢電
話
柱
｣

｢
フ
ラ
ワ
ー
ポ
ッ
ト
｣
｢
ガ
ス
事
業
の
た
め
に

設
け
る
ガ
ス
管
｣
｢ア
ー
ケ
ー
ド
｣、
｢地
下
街
｣、

｢露
店
｣
な
ど
で
あ
り
施
行
令
別
表

(第
十
九

条
の
二
関
係
)
で
の
占
用
物
件
の
分
類
が
で
き

る
よ
う
記
載
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

｢規
模
｣
に
つ
い
て
は
、
占
用
物
件
の
大
き

さ
が
わ
か
る
よ
う
に
｢0

･
八
メ
ー
ト
ル
×
○

･

八
メ
ー
ト
ル
×

一
メ
ー
ト
ル

(タ
テ

･
ヨ
コ
･

高
さ
)｣
(
一
〇
号
物
件
の
場
合
)、
｢外
径
○
･

三
五
メ
ー
ト
ル
｣
(二
号
物
件
の
場
合
)、
｢地

下

一
階
、
十
五
メ
ー
ト
ル
×
五
十
メ
ー
ト
ル
×

三
メ
ー
ト
ル
、
地
下
二
階
十
二
メ
ー
ト
ル
×

四
十
メ
ー
ト
ル
×
三
メ
ー
ト
ル
(タ
テ
･
ヨ
コ
･

高
さ
)｣
(五
号
物
件
の
場
合
)
な
ど
だ
が
、
図

な
ど
を
用
い
て

｢別
紙
0
0
記
載
の
と
お
り
｣

と
い
う
こ
と
も
多
い
。

｢
数
量
｣
に
つ
い
て

は
、
｢十
二
本
｣、
｢六
個
｣、
｢十
五
平
方
メ
ー

ト
ル
｣
な
ど
で
あ
り
、
施
行
令
別
表
の
占
用
料

の
単
位
に
応
じ
た
記
載
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

四

｢道
路
の
占
用
の
期
間
｣
の
意
義

(第
二
項
関
係
)

道
路
を
使
用
す
る
始
期

(何
年
何
月
何
日
か
ら
)

及
び
終
期

(何
年
何
月
何
日
ま
で
)
を
い
う
。
占
用

の
始
期
は
、
占
用
許
可
日
以
降
と
な
る
か
ら
、
場
合

に
よ

っ
て
は
、

｢占
用
許
可
の
翌
日
か
ら
｣
と
の

記
載
も
許
さ
れ
る
が
、
必
ず
、
終
期
の
記
載
を
要

す
る
。

な
お
、
無
期
限
の
場
合
、
期
間
と
は
な
ら
な
い
。

Q
劉

道
路
占
用
許
可
申
請
書
の
占
用
の
期
間
の

欄
の

｢間
｣
の
前
に
は
、
何
を
記
載
す
る
の
か

A

｢
一
〇
年
｣、
｢三
年
｣、
｢二
年
五
ヶ
月
｣、

｢十
五
日
｣
と
い
っ
た
期
間
の
長
さ
を
記
載

す
る
。

0 0区
00O T目　　凡

己 号 名 称 記 号 名 称

港 (電柱番号)
電 力 柱 回 電源供給器

纖
⑦

(電柱番号)
電 電 柱 ÷◇ー

TA 幹線増幅器

◎ 再 建 柱 TDA
+

幹線
分配増幅器

⑨ 柱電の雛 J 鴎鸚
△ 柱支 臥

+ 器幅増配分

◇ 柱線支 臥
+ 誇鱒

線支 ゐ

G フオフツタ

V
線

T
電

A
上

C
地 ◆

ン
一

ハ
ホ

=
V
線

T
電

A
下

C
地
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五

｢道
路
の
占
用
の
場
所
｣
の
意
義

(第
三
項
関
係
)

道
路
を
占
用
し
よ
う
と
す
る
地
点
、
占
用
物
件
の

高
さ
、深
さ
な
ど
を
い
う
。
こ
れ
は
、道
路
の
占
用
位

置
を
特
定
し
、
そ
の
位
置
に
お
い
て
道
路
を
継
続
的

に
使
用
す
る
範
囲
を
明
確
に
す
る
た
め
の
も
の
で
あ

る
。占
用
す
る
場
所
の
範
囲
は
、必
ず
し
も
有
形
物
の

占
め
る
範
囲
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
当
該
占

用
に
合
理
的
に
必
要
な
範
囲
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い

る
。な
お
、道
路
占
用
許
可
申
請
書
の
様
式
に
よ
る
と
、

｢路
線
名
｣
を
記
載
す
る
ほ
か
｢場
所
｣
の
欄
に
は
、

地
番
ま
で
記
載
し
、
｢車
通

･
歩
道
･
そ
の
他
｣
に

分
類
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
通
常
は
、
別
に
、

図
面
を
添
付
し
て
道
路
法
施
行
令
第
十
条
か
ら
第
十

三
条
の
基
準
に
適
合
す
る
か
否
か
が
判
断
で
き
る
よ

う
に
具
体
的
な
位
置
を
特
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

Q
夏

有
線
放
送
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
の
占

用
の
場
所
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
添
付
図

面
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か

A

現
在
、
例
1
及
び
例
2

(施
設
の
構
造
に
関

す
る
図
面
も
兼
用
し
て
い
る
)
な
ど
を
添
付
さ

せ
て
い
る
。

六

｢工
作
物
、
物
件
又
は
施
設
の
構
造
｣

の
意
義

(第
二
項
関
係
)

道
路
法
施
行
令
第
十
四
条
の
基
準
に
適
合
す
る

か
否
か
が
判
断
で
き
る
よ
う
に
、
通
常
は
仕
様
書
、

設
計
図
等
を
添
付
さ
せ
て
明
ら
か
に
す
る
必
要
が

あ
る
。

図示寸法の単位は

駐車場案内標識

電柱番号No.○○○ (既設)
0.19m
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Q
器

添
付
す
べ
き
仕
様
書
、
設
計
図
等
の
具
体

例
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か

A

以
下
に
例
を
示
す
。

七

｢工
事
実
施
の
方
法
｣
の
意
義

(第
二
項
関
係
)

工
事
の
施
行
者
及
び
施
行
方
法
で
あ
る
。
直
営
･

委
託
･
請
負
の
別
･
委
託
･
請
負
先
･
道
路
を
掘
削

す
る
方
法
、
道
路
の
構
造
保
全
又
は
危
険
防
止
の
た

め
の
措
置
な
ど
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Q
雛

道
路
を
掘
削
す
る
方
法
と
は
、
具
体
的
に

は
ど
の
よ
う
な
も
の
か

A

開
削

(溝
掘
、
つ
ぼ
掘
)、
シ
ー
ル
ド

(推

進
工
法
)
と
い
っ
た
の
が
、
記
載
例
で
あ
る
。

Q
筍

委
託
、
請
負
先
な
ど
の
、
実
際
の
工
事
施

行
者
に
つ
い
て
は
、
ど
の
程
度
の
こ
と
を
明
ら

か
に
さ
せ
た
ら
い
い
か

A

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
の
道
路
占
用

許
可
申
請
の
際
に
は
、
次
の
よ
う
な
様
式
に
記

載
さ
せ
て
い
る
。

ド入れ

(単位cm)

八

｢工
事
の
時
期
｣
の
意
義(第

二
項
関
係
)

工
事
の
始
期

(同
月
何
日
か
ら
)
及
び
終
期

(何

月
何
日
ま
で
)
並
び
に
工
事
を
施
行
す
る
時
間

(夜

間
、
昼
間
等
)
を
い
う
。

者行施事工

饑螺嫁
住 所

建設業の許可の有無 有
、

無 ( )

建設業の許可年月日

許 可 番 号

事故発生等の緊急時の連絡先

名氏

号番話電

O

く外観仕様概要)



九

｢道
路
の
復
旧
方
法
｣
の
意
義

(第
二
項
関
係
)

道
路
を
現
状
に
回
復
す
る
方
法
を
い
う
。
通
常
は
、

道
路
を
掘
削
し
た
場
合
の
、
埋
戻
し
、
表
面
仕
上
げ

等
の
方
法
の
こ
と
で
あ
る
。

Q
節

理
戻
し
の
方
法
と
は
何
か

A

坑
、
矢
板
等
の
残
置
の
有
無
、
理
戻
し
の
材

料

(最
大
粒
径
な
ど
)、
一
層
の
仕
上
が
り
厚
、

締
め
固
め
の
方
法
な
ど
を
い
う
。

一0

｢変
更
｣
の
意
義

(第
三
項
関
係
)

変
更
は
、
占
用
が
同
一
性
を
失
わ
な
い
場
合
に
限

ら
れ
、
新
た
な
占
用
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
占

用
を
廃
止
し
、
改
め
て
占
用
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
占
用
物
件
の
改
築
、
修
繕

等
に
つ
い
て
は
、
｢
工
事
の
追
加
｣
が
あ

っ
た
も
の

と
み
て
、
変
更
の
手
続
き
で
行
え
る
。
一
方
、
占
用

期
間
が
満
了
し
て
更
新
の
許
可
を
受
け
る
場
合
に
は
、

｢道
路
の
占
用
の
期
間
｣
の
変
更
と
し
て
法
第
三
十

二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
別
に
法

第
三
十
二
条
第
一
項
に
よ
り
、
更
新
の
手
続
を
と
る

べ
き
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

Q
-"

変
更
許
可
の
申
請
書
は
、
何
を
用
い
る
べ

き
か

A

道
路
法
施
行
規
則
第
四
条
の
三
に
規
定
す
る

別
記
様
式
第
五
を
使
い
、
変
更
で
あ
る
こ
と
を
、

新
規
、
更
新
、
変
更
の
欄
の
変
更
を
0
で
囲
ん

で
明
ら
か
に
す
る
。

一
一
｢道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
支
障
を
及
ぼ

す
虞
の
な
い
と
認
め
ら
れ
る
軽
易
な
も
の
で
政
令
で

定
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
｣
の
意
義
(第
三
項
関
係
)

道
路
法
施
行
令
第
八
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る

(参

照
条
文
参
照
)。

な
お
、
法
第
四
十
一
条
で
は
、
道
路
管
理
者
以
外

の
者
が
占
用
物
件
に
関
し
新
た
に
道
路
の
構
造
又
は

交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
虞
の
あ
る
物
件
を
添
加
し
よ

う
と
す
る
行
為
は
、
新
た
な
道
路
の
占
用
と
み
な
す

と
し
て
い
る
。

○
参
照
条
文

○
道
路
法

(道
路
の
占
用
の
許
可
)

第
三
十
ニ
条

2

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
左
の
各
号
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
中
請
書
を
道
路
管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

道
路
の
占
用

(道
路
に
前
項
各
号
の
一
に
掲
げ
る
工
作
物
、

物
件
又
は
施
設
を
設
け
、
継
続
し
て
道
路
を
使
用
す
る
こ
と
を

い
う
。
以
下
同
じ
。)
の
目
的

二

道
路
の
占
用
の
期
間

三

道
路
の
占
用
の
場
所

四

工
作
物
、
物
件
又
は
施
設
の
構
造

五

工
事
実
施
の
方
法

六

工
事
の
時
期

七

道
路
の
復
旧
方
法

3

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者

(以
下

｢道
路
占
用

者
｣
と
い
う
。)
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う

と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
変
更
が
道
路
の
構
造
又
は
交
通

に
支
障
を
及
ぼ
す
虞
の
な
い
と
認
め
ら
れ
る
軽
易
な
も
の
で
政
令

で
定
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
く
外
、
あ
ら
か
じ
め
道
路
管
理

者
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(添
加
物
件
に
関
す
る
適
用
)

第
四
十
一
条

道
路
管
理
者
以
外
の
者
が
占
用
物
件
に
関
し
新
た
に

道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
虞
の
あ
る
物
件
を
添
加

し
よ
う
と
す
る
行
為
は
、
本
節
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新

た
な
道
路
の
占
用
と
み
な
す
。

○
道
路
法
施
行
令

(道
路
の
占
用
の
軽
易
な
変
更
)

第
八
条

法
第
三
十
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
実
の
変
更
で
道

路
の
構
造
又
は
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
虞
の
な
い
と
認
め
ら
れ
る

軽
易
な
も
の
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
左
の
各
号
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

一

占
用
物
件
の
構
造
の
変
更
で
あ
っ
て
重
量
の
著
し
い
増
加
を
伴

わ
な
い
も
の
。

二

道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
虞
の
な
い
物
件
の
占

用
物
件
に
対
す
る
添
加
で
あ
っ
て
、
当
該
道
路
占
用
者
が
当
該
占

用
の
目
的
に
附
随
し
て
行
う
も
の
。

道路占用 Q & A



○
道
路
法
施
行
規
則

(道
路
の
占
用
の
許
可
申
請
書
等
の
様
式
)

第
四
条
の
三

法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
申
請
書
及
び
法
第
三
十
五

条
の
規
定
に
よ
り
協
議
し
よ
う
と
す
る
場
合
の
協
議
書
の
様
式
は
、

別
記
様
式
第
五
と
す
る
。

2

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
占
用
の
期
間
が
満
了
し
た
場
合

に
お
い
て
、
こ
れ
を
更
新
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
道
路
管
理
者

が
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

当担

所
名

ば
氏

様式第五 (第四条の二関係)

　
　

　　
　

　

用

)

編
者

通

れ

遊縦籤皺の規定により瀞を囎しけo

占用のロ肋

占用の場所 路線名! - 中道歩道.その他
場
所

占用物件 名 称 l 規 模 - 教 量

- ｢
占用の期間 間で

か
ま

□
H

･T′′‐!′
年
年

破
戒

平
平

作
造

物
聴

用
-

L占
の

工事の期間 間′
、Lキー

n
=

月賀川〃
年
年

虎
庶

平
平

瑯
7

工
の

名
方
r

旧
道
複 醐備 考

は

号
に
を

玄

b
に
は
こ
道

条
条

て

審
合
名

番
と
｣
て
る

、

い

の
甥
氏

地
こ
触
っ
す
は

第
第

つ

縛
る
の

、
る
の
あ
き
に

に

客
あ
者

は
す
そ
に
書
棚

、

｢
11J
回
で
亥

に
技
･
譜
)
の

｣

変
更
は
人
代

臘
記
遺
申

i

　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

癖
-

と
｢1IL
許
中
は
こ
｢
点
｢
変
の
｢

可
較

こ

の

に
る

起

前

　

　

　

　

　

　

　

1‐ ｢議耐熱｣、
｢鋪装炎｣及ば訪可を中該｣については該当するものを0で囲む

こと。

2, 圓 図 圏については該当%ものをoで吸 更新･変更の場合には鰤
の許可i写生たは回答書の番号及ひ年月日を記牧すること。

3. lP鞘者が法人である場合には、｢住所｣の欄には主たる事務所の所在地, ｢氏名jの欄
には名称及び代表者の氏名を記載するととなこ ｢担当者｣の間に所属･氏名を記載す
ること。

乱 ｢場所｣の棚には、地番まで記籔すること.占用が2以上の地番にわたる場合には、
起点と終点を和裁すること。

中町技･歩道･その他｣については、該当するものを0で川むこと,
5. 変更の許可申請にあっては、関係する硼の下部に変更挽のものを記穀し、上部に炎史
前のものを ( )書きすること。
6. ｢添付書類｣の欄には、道路占用の場所、物件の構造等を明らかにした図面その他必
要な書顔を添付した場合に、その晝顆名を記載すること.

○
行
政
手
続
法

(申
請
に
対
す
る
審
査
、
応
答
)

第
七
条

行
政
庁
は
、
申
請
が
そ
の
事
務
所
に
到
達
し
た
と
き
は
遅

滞
な
く
当
該
申
請
の
審
査
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
、

申
請
書
の
記
載
事
項
に
不
備
が
な
い
こ
と
、
申
請
書
に
必
要
な
書

類
が
添
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
中
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間

内
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
法
令
に
定
め
ら
れ
た
申

請
の
形
式
上
の
要
件
に
適
合
し
な
い
申
請
に
つ
い
て
は
、
速
や
か

に
、
申
請
を
し
た
者

(以
下

｢申
請
者
｣
と
い
う
。)
に
対
し
相

当
の
期
間
を
定
め
て
当
該
申
請
の
補
正
を
求
め
、
又
は
当
該
申
請

に
よ
り
求
め
ら
れ
た
許
認
可
等
を
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(情
報
の
提
供
)

第
九
条

行
政
庁
は
、
申
請
者
の
求
め
に
応
じ
、
当
該
申
請
に
係
る

審
査
の
進
行
状
況
及
び
当
該
申
請
に
対
す
る
処
分
の
時
期
の
見
通

し
を
示
す
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

行
政
庁
は
、
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
申
請
者
の
求
め
に

応
じ
、
申
請
書
の
記
載
及
び
添
付
書
類
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の

申
請
に
必
要
な
情
報
の
提
供
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(申
請
に
関
連
す
る
行
政
指
導
)

第
三
十
三
条

申
請
の
取
下
げ
又
は
内
容
の
変
更
を
求
め
る
行
政
指

導
に
あ
っ
て
は
、
行
政
指
導
に
携
わ
る
者
は
、
申
請
者
が
当
該
行

政
指
導
に
従
う
意
思
が
な
い
旨
を
表
明
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
当

該
行
政
指
導
を
継
続
す
る
こ
と
等
に
よ
り
当
該
申
請
者
の
権
利
の

行
使
を
妨
げ
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

(Y
s
)



は
じ
め
に

広
島
市
で
は
、現
在
、
｢第
一
二
回

ア
ジ
ア
競
技
大
会
広
島
1
9
9
4
｣

(
開
催
日

…
平
成
六
年

一
〇
月

二
日
-

一
〇
日
、
以
下
｢広
島
大
会
｣

と
い
う
)
ま
で
あ
と
半
年
と
な
っ
て

開
催
に
向
け
て
の
最
後
の
整
備
が

官
民

一
体
と
な
っ
て
進
め
ら
れ
て

い
る
。｢ア

ジ
ア
競
技
大
会
｣
は
、
ア
ジ

ア
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
評
議
会

(O
C
A
)

に
加
盟
す
る
四
三
の
国
や
地
域
が
参

加
し
、
相
互
理
解
や
友
好
親
善
を
目

的
に
行
わ
れ
る
ア
ジ
ア
地
区
の
総
合

ス
ポ
ー
ツ
大
会
で
あ
る
。

｢ア
ジ
ア
競
技
大
会
｣
が
日
本
で

開
か
れ
る
の
は
、
昭
和
三
三
年
に
東

京
で
開
催
さ
れ
た
第
三
回
大
会
に
次

い
で
二
度
目
で
、
首
都
以
外
で
の
開

催
は
大
会
史
上
初
め
て
と
な
る

(資

料
1
)。

｢広
島
大
会
｣
は
、
広
島
市
を
中

心
と
す
る
県
内
二
八
会
場

(自
転
車

団
体
ロ
ー
ド
レ
ー
ス
は
山
ロ
県
)
で

行
わ
れ
、
選
手
･
役
員
合
わ
せ
て
約

七
、
三
〇
〇
人
が
参
加
し
、
三
四
の

得
ず
、
そ
の
た
め
、
朝
夕
の
団
地
群

競
技
で
熱
い
闘
い
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら

等
か
ら
の
車
の
ラ
ッ
シ
ュ
は
混
雑
を

れ
る

(資
料
2
)。

き
わ
め
市
中
心
部
へ
の
幹
線
道
路
で

ま
た
、
｢広
島
大
会
｣
で
は
ア
ジ

あ
る
国
道
五
四
号
は
昭
和
六
〇
年
度

ア
独
特
の
ス
ポ
ー
ツ
で
あ
る

｢
セ
バ

の
調
査
で
は
交
通
容
量
が
二
倍
を
超

タ
ク
ロ
ー
｣
と

｢
カ
バ
デ
ィ
｣
が
は

え
る
状
態
で
あ
っ
た
。

じ
め
て
登
場
し
、
話
題
と
な
っ
て
い

そ
う
し
た
状
況
を
打
開
す
る
た
め

る
o

に
、
国
道
五
四
号
に
か
わ
る
幹
線
道

中
国
地
方
建
設
局
も
｢広
島
大
会
｣

路
の
整
備
が
必
要
と
な
っ
て
い
た
。

に
照
準
を
合
わ
せ
た
イ
ン
フ
ラ
整
備

さ
ら
に
、
｢広
島
大
会
｣
の
開
催

の
主
た
る
事
業
と
し
て
進
め
て
き
た

に
あ
た
っ
て
主
要
会
場
と
な
る
広
島

の
が

一
般
国
道
五
四
号
バ
イ
パ
ス

広
域
公
園
と
市
中
心
部
を
結
ぶ
交
通

(裾
園
新
道
、
以
下

｢樵
園
新
道
｣

体
系
の
整
備
が
急
務
と
な
っ
た
こ
と
、

と
い
う
。
)
で
あ
る
。

加
え
て
、
将
来
的
に
広
島
市
が
広
島

都
市
型
幹
線
道
路
の
必
要
性

広
域
公
園
を
中
心
に
二
一
世
紀
に
向

け
た
理
想
的
都
市
を
目
指
し
て
進
め

広
島
市
は
太
田
川
河
口
の
デ
ル
タ

て
い
る

｢広
島
西
部
丘
陵
都
市
｣
と

地
帯
に
市
街
地
が
形
成
さ
れ
た
も
の

市
中
心
部
と
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
っ
な

で
市
街
地
は
小
さ
く
近
年
、
近
接
す

ぐ
長
期
的
ビ
ジ
ョ
ン
に
た
っ
た
幹
線

る
海
の
埋
め
立
て
や
山
の
造
成
に

道
路
網
の
整
備
が
必
要
と
な
っ
た
こ

よ
っ
て
市
街
地
を
広
げ
て
い
る
。

と
等
多
用
な
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
べ
く

特
に
広
島
市
の
北
西
部
は
急
激
な

紙
園
新
道
が
建
設
さ
れ
る
こ
と
と

宅
地
開
発
に
よ
る
人
ロ
が
急
増
す
る

な

っ
た

(資
料
3
)
。

反
面
、
広
島
市
は
鉄
道
等
の
大
量
輸

送
交
通
機
関
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
自
動
車
輸
送
に
頼
ら
ざ
る
を

サ
/ ′'

広島の新しい幹線道路
く褓園新道〉

建設省中国地方建設局道路都路政課

′ ′シリ-ズ 窃②適 国②逼



アジア騨轆大会の中毒艫纖鰓醐C纖。

0執拗"アジアぼ努ンでゞ訓辞繊密くOL約誰円CCOUN.
C5し餅鵜'母の語で、巴松年絵月檻瓶身である
アジア競技免観豊くAGF)を麓ブ致して設立されました鶏
アジア楓;丸大繋の主滋疵となるき齪眩で、現在、43
の團と地域が初概して、液すり
扱高輯･決戦濶であろ聽会に、態濃上蓬年行われ
全農以下“名の理事会が玖行隣になっています6
常設の鏡門綬興紘は、刃綱げ姦錢鑿、財務姦鑽繋、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ス水"う監事黎戯衾などの7つで姻戚され離時、
招齪きれますミ

O C A会饗 エンブレムについて
アジア大会に間消したエンブレム‘二0は、各加盟
題▲地域く、･でして各大会ごとのものがあります.0は
のもの依中心に白い巳のある炎{白斑)を〆-
ンに、斜漁のモットー【r琶斑誼ON納語RDJ城"庭字、
ね蝋蟹･増し蜜と賤弦の液がデザインされています。
吶7回大会から毎回敷ぬのエンブレム力雛絃むて
い諺すが、広島大会では中郡の象徴･ハトを舞逡寮
ーァに、HIROSH;MAの頭文字テH“をも装現したも
のですん各大会のエン
ブレム辞、OCAエンブレ
ムの日J漉かゑ且麦k込まれ
るのか翁概となっ“ていま
す~

0 O A加蝋国･地域名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　 　　　　ノ5′いノヴうす-シー弐･しrてノン
　　　　　 　　　　　
ヌアル中づ 艾等し償タア
　　　　　　 　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　 　　　　　　　

　　　　　　　　　
　　　　　　　　
づ群バキメタン

アジ炉鱗控大会の歴史

アジア難鑓枚大会は、凝二次世界穴賊後、
インドの変艇"によって鋸生しました一朝1園
穴会銀 nカ国が参加して題胸第年
(195淀)にイン糟エユ}デメーで行われ日
本Mば第1回大鉾勘ち聽炙参加しています"
広島六笠芸【姦日本では変桝に次いで二度
報の騨椛になり、當郡以ク鵲蓋しては大著史
上初めての溌盤となります.

アジア朧廓麩を大宝窟鑑地
　 　　　 　　　
す富槍芻坤(!鱗灘ニユー字弍リー(インド)
艾湶駝浴舳埣{}"絮)マニラ{フィリピン)
　　　　　　　　　　　　　　　　
4瑠履37年ng硴)ジャカルタ(インドネシア)
6戦靴'年O鮠8)バンコク(タリ
S型綿砲生き97のノ【ンコク(夕の
7昭和雌申年‘】““テヘラン‘イランイス瓢談躍園
8翅粥混食(197田バンコク【タイ)
9瑠濫立年(8筋リニヱ-テ鰺-‘インド)
鴇簿報謝葺くミ鱗論ソウルに大船鮭露)
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　 　　　
13年城;解双I鰓8)バンコク(タイ)

親“身受はクウこ}r霰シェイク･ア-マド･アル･アアハ
ド･アル･サバ氏で〆本灘もクウェートに顔かれてい“
才~圏脅条はアジアの4地貌から選ばれた各グ名
と、次回の圀季政び冬 -増“'テコT“ゞ′ヲで&勤整
髪大会開催麗からを ′

謙
毎
鵺罐
斑
群
雲

　　　　　　　　　
鴇長と会計役は会長

資料 1



シリーズ / あの道 この道
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境
対
策
、
生
活
基
盤
対
策
等
も
組
み

込
ん
だ
都
市
型
の
道
路
構
造
に
な
っ

て
お
り
以
下
の
機
能
を
有
し
て
い
る

(資
料
4
)。

①

国
道
五
四
号
の
道
路
混
雑
を
解

肖
し
、
幹
線
道
路
網
の
体
系
的
な

整
備
を
図
る
路
面
交
通
処
理
機
能

さ
ら
に
は
、
山
陽
自
動
車
道
、
主

要
地
方
道
と
市
中
心
部
と
の
ア
ク

セ
ス
道
路
と
し
て
の
機
能
を
、
併

せ
持

っ
て
い
る
。

②

根
園
新
道
の
道
路
空
間
の
立
体

的
活
用
に
よ
り
、
交
通
需
要
に
応

じ
た
中
量
輸
送
を
確
保
す
べ
く
公

共
交
通
機
関
と
し
て

｢広
島
新
交

通
シ
ス
テ
ム
｣
の
整
備
を
道
路
整

備
と
一
体
的
に
推
進
し
、
総
合
的

な
都
市
交
通
体
系
の
形
成
を
図
る

概
園
新
道
の
機
能

紙
園
新
道
は
、
標
準
幅
員
五
0
m
、

円
滑
な
道
路
交
通
の
確
保
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
、
地
上
、
地
下
空
間
を
最

大
限
に
有
効
利
用
し
、
さ
ら
に
は
環さ

鯛
接ぎ
レ
;

　　
　
　
　　
　
　
　
　
　

　
　　
　
　
　　
　　　
　　
　　
　

　　
　　
　　
　
　
　
　
　　
　
　　
　

醗

　

　　　　
　
　
　
　
　

{＼
〆
*

′
が

へ
＼“＼

中
央
分
離
帯

獨

50,om

自
転
車

○

歩
行
者
盧

4

資料 3 広島西部丘陵都市開発計画図
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中
量
輸
送
機

(資
料
5
)。

③

景
観
に
配
慮
し
、
道
路
の
掘
り

返
し
工
事
等
を
な
く
す
こ
と
に
よ

り
交
通
渋
滞
や
不
経
済
な
道
路
損

傷
を
解
消
し
、
加
え
て
電
話
、
電

　　
　　

ノ
6
気

か
式
ず
を

ン

　　　
る予定です。 電気は軌道側壁に

設けられた電車線から、電車の‘脚
部にとり入れる方式です。 車輪は
ゴムタイヤを使用するため、騒音･
振動が少なく静かな走行が確保で
きます。 方向のコントロールは走
行路の側面に設置した案内レール
と車両の案内輪によりなされま畿
また、 空調設備も完備し快適な来

方
面
案

満
な

　
　
　
　
　

ま
路
車
た

心

さ
行
と
ま

り

気
、
水
道
、
ガ
ス
等
供
給
処
理
施

設
を
共
同
溝
に
収
容
す
る
こ
と
に

よ
り
保
守
点
検
が
容
易
に
な
る
こ

と
に
よ
る
安
全
性
を
高
め
よ
う
と

す
る
供
給
処
理
施
設
収
納
機
能
。

こ
の
共
同
溝
は
上
･
下
水
道
の

本
管
や
、
ガ
ス
の
高
圧
管
、
電
力
、

電
話
の
メ
イ
ン
ケ
ー
ブ
ル
な
ど
を

収
容
す
る
幹
線
共
同
溝
と
、
沿
道

の
需
要
者
に
サ
ー
ビ
ス
を
供
給
す

料資

る
供
給
管
共
同
溝
と
に
大
別
し
て

収
納
す
る
こ
と
と
な

っ
て
い
る

(資
料
6
)。

そ
の
ほ
か
に
も
、
根
園
新
道
に
は
、

本
線
走
行
の
交
通
と
沿
道
利
用
の
交

浅薄
き

を
森

　　
　　　
　
　　　　

　
　
　

′増総
べ
＼

　　
　　　　
　

　　
　　　
　
　

　
　
　
　

　　　　
　
　

　　
　
　
　

　　　　
　
　

祇園幹線共同溝標準断面図

シリーズ/あの蓮 この道

新交通システムの建設は. 建設省中国地方建設局、広島市及び広義高速変通株式会社 (広島市と民間の共同
出資会社) によって進められ、運営は広島高速交通株式会社が行います。

職園僕絵管共同溝灘準断面図

共同溝内部工事中



主要な交差点部については、歩行者、自転車などが安全に横断できるように、地下道または横断歩道橋ができま癈。これ扇沫 斜階段を組み合わせ利便性を配慮し、地域景観にマッチ、 新しいデザインの立体横断施設で廃

線に合流する形式を採用しています。

安全を確保するために副道が設けられています。

ま、本線を走行する交通と沿道利用の交
また沿道家屋から本線へ乗り入れる縢の
るために副道が設けられています。
制道交通と本線からの左折車との安全
に、手前30m 附近で副道交通を一度本

命麹環境施設帯
沿道地域と本線車道部分との仰けには、 自転車歩行者道、副道、 植樹帯で構成される環境施設帯を設け、環境面に

充分配慮しています。

通
を
分
離
し
、
沿
道
か
ら
本
線
へ
の

乗
り
入
れ
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め

に
副
道
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
主
要

交
差
点
部
は
歩
行
者
、
自
転
車
な
ど

の
安
全
性
及
び
斜
階
段
を
組
み
合
わ

せ
利
便
性
等
を
考
慮
し
、
地
域
景
観

に
マ
ッ
チ
し
た
、
新
し
い
デ
ザ
イ
ン

の
地
下
道
ま
た
は
横
断
歩
道
橋
と

い
っ
た
立
体
横
断
施
設
と
な
っ
て
い

る

(資
料
7
)。

紙
園
新
道
の
管
理
に
係
る

諸
問
題

紙
園
新
道
に
つ
い
て
は
、
道
路
空

間
の
適
正
利
用
と
都
市
景
観
の
向
上

を
図
る
た
め
、
道
路
法
及
び
同
法
施

行
令
の
規
定
の
ほ
か
、
別
に
占
用
許

可
基
準
を
定
め
、
看
板
、
広
告
、
日

除
け
等
は
占
用
許
可
し
な
い
こ
と
と

し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
沿
道
の
土
地
所

有
者
、
建
物
所
有
者
等
か
ら
は
、
植

樹
帯
が
追
藪
物
と
な
っ
て
本
線
か
ら

沿
道
建
物
等
が
見
え
に
く
く
、
ま
た
、

副
道
へ
の
入
り
口
が
一
箇
所
に
限
定

さ
れ
て
い
る
た
め
、
沿
道
の
土
地
、

建
物
へ
の
出
入
り
が
容
易
で
な
く
、

営
業
活
動
や
土
地
利
用
上
支
障
が

生
じ
る
と
し
て
、
立
看
板
等
を
設
置

さ
せ
て
ほ
し
い
と
の
強

い
要
望
が

あ
る
。

中
国
地
方
建
設
局
と
し
て
は
、
看

板
等
の
抑
制
を
基
本
原
則
と
し
た
う

え
で
、
利
用
者
の
立
場
に
立
っ
た
人

に
や
さ
し
い
道
づ
く
り
、
沿
道
利
用

と
調
和
の
と
れ
た
道
路
環
境
の
創
出

も
肝
要
で
あ
る
と
の
観
点
か
ら
、
通

行
車
両
の
副
道
へ
の
円
滑
な
進
入
を

助
け
る
方
策
と
し
て
、
荊
道
入
り
口

付
近
の
道
路
標
識
の
改
善
の
ほ
か
、

例
え
ば
沿
道
建
物
等
の
名
称
を
表
示

し
た

｢集
合
案
内
板
｣
を
、
道
路
占

用
物
件
と
し
て
設
置
す
る
こ
と
等
の

可
能
性
を
模
索
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る

(資
料
8
)。

沿
道
へ
の
ア
ク
セ
ス
機
能
を
充
実

さ
せ
る
こ
と
は
、
よ
り

一
層
の
安
全

で
円
滑
な
交
通
の
確
保
に
も
つ
な
が

る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
｢集
合
案
内

板
｣
に
つ
い
て
は
、
①
棋
園
新
道
の

特
性
に
あ
わ
せ
た
看
板
等
の
在
り
方

を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
、
②
道
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一ニン

路
区
域
外
で
の
対
応
が
で
き
な
い
か
、

③
占
用
許
可
対
象
範
囲
、
④
他
へ
波

及
さ
せ
な
い
対
策
が
必
要
等
の
問
題

が
あ
り
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る

と
考
え
る
。

お
わ
り
に

概
園
新
道
は
昭
和
六
三
年
三
月
に

延
長
八
･
五
蝿
全
線
暫
定
供
用
し
、

さ
ら
に
区
間
内
に
架
か
る
四
つ
の
橋

の
中
で
最
長
の
棋
園
新
橋

(橋
長
三

六
七
･
九
m
、
幅
員
四
二
･
五
m
)

以
北
四
･
二
如
に
つ
い
て
平
成
五
年

一
〇
月
に
往
復
分
能
供
用
さ
れ
、
現

在
、
平
成
六
年
度
、
｢ア
ジ
ア
競
技

大
会
｣
ま
で
に
全
線
供
用
す
べ
く
最

後
の
整
備
が
行
わ
れ
て
い
る
。

一-Ill---

n
u

“年

0 ,75十3 @ 3 ,25 = 10 ,5

シリーズ/ あの道 この道



一
は
じ
め
に

岩
手
県
は
首
都
圏
一
都
三
県
と
ほ

ぼ
同
様
の
面
積
を
有
し
、
こ
の
広
大

な
県
土
の
有
効
活
用
と
峠
や
雪
な
ど

の
克
服
が
、
県
土
づ
く
り
を
進
め
る

う
え
で
の
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
本
県
で
は
、
東
北
新
幹
線

や
東
北
縦
貫
自
動
車
道
、
さ
ら
に
は

花
巻
航
空
等
の
高
速
交
通
体
系
の
整

備
さ
れ
た
県
央
部
に
比
較
し
て
、
県

　
　
　

い
いい
話

北
及
び
沿
岸
地
域
で
人
ロ
が
減
少
し

て
い
る
ほ
か
、
企
業
の
立
地
動
向
や

所
得
水
準
に
お
い
て
も
格
差
が
見
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
地
域
間

格
差
を
是
正
し
県
土
の
均
衡
あ
る
発

展
を
図
る
こ
と
が
、
県
政
の
基
本
的

課
題
で
あ
る
と
と
も
に
、
活
力
あ
る

産
業
の
展
開
、
さ
ら
に
は
快
適
な
県

民
生
活
の
実
現
を
図
る
こ
と
も
重
要

な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

今
回
紹
介
し
ま
す
一
般
国
道
一
〇

錦秋湖

北
樅
員
自
動
車
道

　　

六
号
は
、
沿
岸
の
主
要
地
｢宮
古
市
｣

を
起
点
に
し
て
県
都

｢盛
岡
市
｣
に

至
る
延
長
約
九
四
如
の
路
線
で
あ
り
、

県
内
陸
中
心
部
と
沿
岸
の
中
心
部
を

連
結
す
る
重
要
な
動
脈
と
し
て
、
前

述
の
｢地
域
間
格
差
を
是
正
し
県
土

の
均
衡
あ
る
発
展
を
図
る
｣
た
め
の

基
幹
道
路
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
盛
岡

市
か
ら
一
般
国
道
四
六
号

(直
轄
管

理
)
を
経
由
し
て
秋
田
県
の
日
本
海

沿
岸
と
太
平
洋
沿
岸
を
結
ぶ
国
土
横

鞭牛和尚ゆかりの宮古街道今昔
軸般国道106号

岩手県土木部道路維持課長 北栃 啓輔

　 　シリーズ 窃②逼 国②這

岩手県管内国道網図



断
道
路
の
一
翼
を
担
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
路
線
の
重
要
性
か
ら
、
指
定

区
間
に
編
入
の
う
え
、
よ
り
質
の
高

い
整
備
が
図
ら
れ
る
よ
う
国
に
要
望

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

一
一
｢宮
古
街
道
｣

一
般
国
道
一
〇
六
号
は
、
古
く
は
、

南
部
藩
の
盛
岡
城
下
と
藩
内
東
海
岸

の
主
要
湊
で
あ
っ
た

｢宮
古
｣
を
結

ぶ
重
要
な
ル
ー
ト
で
あ
り
、
盛
岡
か

ら
は
米
や
穀
物
を
、
宮
古
か
ら
は
海

産
物
を
運
ぶ
の
に
使
わ
れ
、
｢宮
古

街
道
｣
(又
は
閉
伊
街
道
)
と
呼
ば

れ
て
い
ま
し
た
。

本
街
道
は
、
南
北
に
走
る
複
雑
な

地
形
の
北
上
山
地
を
東
に
越
え
、
溪

谷
を
ぬ
っ
て
横
断
し
て
い
た
た
め
領

内
で
も
屈
指
の
難
所
続
き
の
道
で
し

た
。藩

政
の
初
期
に
は
、
宮
古
街
道
は
、

盛
岡
城
下
か
ら
簗
川

(や
な
が
わ
)

に
沿
い
、
区
界

(く
ざ
か
い
)
峠
を

越
え
、
閉
伊
川

(
へ
い
が
わ
)
沿
岸

を
下
り
、
さ
ら
に
閉
伊
川
支
流
夏
屋

川
を
渡
っ
て
山
路
と
な
り
、
猿
舞
山

を
越
え
て
飛
の
沢
を
経
て
更
に
千
徳

(せ
ん
と
く
)
を
経
由
し
て
宮
古
に

至
る
街
道
で
あ
り
、
沿
岸
の
政
治
、

経
済
、
文
化
等
の
交
流
に
重
要
な
役

割
を
果
た
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の

改
修
に
は
膨
大
な
費
用
が
か
か
る
こ

と
か
ら
、
長
い
間
放
置
さ
れ
て
い
ま

し
た
。

三

鞭
牛
和
尚
の
道
路
改
修

宝
暦
八
年
三
月

(
一
七
五
八
年
)

に
、
大
槌
通
野
村
の
林
宗
寺
六
世
牧

庵
鞭
牛
和
尚

(
一
七
一
〇
年
-
一
七

八
二
年
)
が
、
宮
古
街
道
の
最
大
難

所
で
あ
る
墓
目
-
平
津
戸
間
約
五
〇

如
の
道
路
改
修
に
着
手
し
、
お
よ
そ

一
〇
年
の
歳
月
を
か
け
て
開
さ
く
し

ま
し
た
。

そ
の
う
ち
の
難
所
一
〇
か
所
を
四

二
日
間
に
わ
た
っ
て
沿
道
七
ケ
村
民

約
三
、
六
〇
〇
人
を
使
役
し
て
改
修

さ
れ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

(郷
土
史
家
伊
藤
麟
市
作

｢牧
庵
鞭

牛
の
生
涯
｣)

こ
の
改
修
に
よ
り
、
盛
岡
-
宮
古

間
に
お
け
る
通
行
は
時
間
の
短
縮
が

図
ら
れ
、
か
つ
安
全
な
通
行
が
可
能

と
な
り
、
現
在
の
一
般
国
道
一
〇
六

号
の
原
形
が
形
成
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
難
工
事
に
関
し
て
、
鞭
牛
和

尚
が
、
大
き
な
岩
を
砕
く
際
に
使
用

し
た
工
法
が
浮
金
法
(又
は
火
焔
法
)

と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
岩
の
上

に
火
を
燃
や
し
て
真
赤
に
な
っ
た
岩

に
水
を
か
け
て
で
き
た
亀
裂
に
つ
る

は
し
を
入
れ
て
砕
く
と
い
う
も
の
で

し
た
。

一般国道106号 幕目 ~ 平津戸間

四

鞭
牛
和
尚
に
つ
い
て

和
井
内
清
水
部
落

(現
在
の
下
閉

伊
郡
新
里
村
内
)
に
生
ま
れ
た
鞭
牛

は
、
四
二
歳
で
道
づ
く
り
に
生
涯
を

か
け
る
決
意
を
し
た
と
い
わ
れ
、
七

三
歳
で
座
禅
往
生
す
る
ま
で
に
、
約

三
〇
年
間
、
つ
る
は
し
を
握
り
し
め

て
、
南
部
藩
内
四
○
○
師
に
も
お
よ

ぶ
道
路
を
関
さ
く
し
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

南
部
港
時
代
に
お
い
て
は
、
三
年

に
一
度
は
冷
害
に
み
ま
わ
れ
て
農
作

物
が
と
れ
ず
、
ま
た
、
鞭
牛
和
尚
が

関
さ
く
す
る
以
前
の
宮
古
街
道
は
前

述
の
と
お
り
、
危
険
な
場
所
が
多
く
、

人
や
馬
が
通
る
の
に
困
難
を
き
わ
め
、

毎
年
多
く
の
犠
牲
者
を
出
し
て
い
ま

し
た
。

、
そ
の
た
め
、
洪
水
や
凶
作
が
発
生

す
れ
ば
、
交
通
は
途
絶
え
、
内
陸
か

ら
の
食
料
の
運
搬
が
滞
り
、
人
々
は

飢
え
に
苦
し
み
多
く
の
死
者
が
で
た

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

鞭
牛
和
尚
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代

に
僧
侶
と
し
て
の
仕
事
だ
け
で
な
く
、

　
　　

、

き
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人
々
の
生
活
の
障
害
を
取
り
除
く
た

め
に
そ
の
基
盤
と
な
る
道
路
の
工
事

に
生
涯
を
か
け
て
、
数
多
く
の
難
所

を
開
さ
く
し
、
安
全
で
円
滑
な
｢道
｣

を
つ
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
地

方
に
住
む
人
々
に
希
望
を
与
え
る
と

と
も
に
、
地
域
発
展
の
基
礎
づ
く
り

に
多
大
な
る
貢
献
を
し
ま
し
た
。

鞭
牛
和
尚
に
と
っ
て
、
仏
の
道
は
、

道
路
の
関
さ
く
に
よ
っ
て
現
実
的
な

生
活
の
利
便
に
通
じ
、
そ
れ
は
、
社

会
の
発
展
を
阻
害
し
て
い
た
陷
路
の

疎
通
で
あ
り
、
梗
塞
し
て
い
た
精
神

を
展
開
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
鞭
牛
和
尚
は
、
村
民
と
一

緒
に
つ
る
は
し
を
振
る
い
な
が
ら
、

｢五
文
の
ロ
ー
ソ
ク
を
灯
し
て
三
文

の
徳
を
と
れ
｣
と
教
え
た
と
い
わ
れ

　　　
　
　
　

ま
す
。

な
お
、
鞭
牛
和
尚
が
道
の
開
さ
く

に
た
ず
さ
わ

っ
た
と
い
わ
れ
る
ル
ー

ト
は
別
添
図
の
と
お
り
で
す
。

鞭牛遺跡めぐりコース

五

新
里
村
民
族
資
料
館
と

宮
古
街
道
跡
地

下
閉
伊
郡
新
里
村
の
J
R
東
日

本
･
茂
市
駅
前
に
あ
る
新
里
村
民
族

資
料
館
に
は
、
村
の
生
ん
だ
偉
人
と

し
て
の
鞭
牛
和
尚
に
関
し
た
資
料
を

集
め
て
、
展
示
公
開
し
て
い
ま
す
。

こ
の
な
か
に
は
、
鞭
牛
生
家
の

佐
々
木
家
に
伝
わ
っ
て
き
た
鞭
牛
使

用
の
工
具
や
、
和
井
内
湯
本

(安
庭

の
湯
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
鉱
泉
で

あ
り
、
鞭
牛
五
一
歳
の
時
に
発
見
し

た
)
を
開
い
た
と
き
に
、
鞭
牛
が
湯

守
勘
之
丞
に
託
し
た
湯
本
開
山
牌
な

ど
の
貴
重
な
資
料
も
あ
り
、
鞭
牛
の

研
究
者
、
修
学
旅
行
の
児
童
生
徒
、

観
光
客
が
鞭
牛
に
つ
い
て
学
習
す
る

よ
い
場
所
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
資
料
館
か
ら
一
蝿
ほ
ど
宮
古

方
面
に
向
か
っ
た
茂
市
太
長
根
に

は
、
宮
古
街
道
跡
地
が
約
八
〇
0
m

ほ
ど
残
さ
れ
て
お
り
、
茶
屋
跡
な
ど

と
と
も
に
、
歴
史
の
道
と
し
て
当
時

を
し
の
ぶ
貴
重
な
存
在
と
な
っ
て
い

ま
す
。
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牧庵鞭牛道供養碑所在地 湯本開山牌 安庭の沢鉱泉

六

鞭
牛
和
尚
以
降
の
宮
古

街
道

文
政
六
年

(
一
八
二
三
年
)、
藤

田
武
兵
衛
が
藩
の
許
し
を
得
て
七
里

塚
の
改
修
を
行
い
ま
し
た
。

明
治
維
新
後
、
県
は
明
治
二
五

年
-
三
六
年
に
継
続
事
業
と
し
て
全

線
対
象
に
し
た
改
修
工
事
を
行
い
、

そ
の
結
果
、
車
馬
の
通
行
が
確
保
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
大
正
六
年
に
は

定
期
バ
ス
の
連
行
が
開
始
さ
れ
ま
し

た
。
(当
時
の
所
要
時
間
は
約
六
時

間
)大

正
八
年
に
九
道
路
法
の
制
定
に

伴
い
、
県
道
盛
岡
宮
古
線
と
し
て
認

定
さ
れ
、
さ
ら
に
、
昭
和
二
七
年
の

新
道
路
法
の
制
定
に
伴
い
二
級
国
道

に
指
定
さ
れ
ま
し
た
が
、
社
会
経
済

活
動
に
よ
る
交
通
量
の
増
大
に
対
応

す
る
抜
本
的
な
改
良
工
事
を
行
う
ま

で
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

同
三
八
年
一
級
国
道
に
昇
格
し
、

同
四
〇
年
に
一
般
国
道
一
〇
六
号
と

し
て
指
定
さ
れ
、
同
三
七
年
度
か
ら

本
格
的
な
改
築
工
事
が
始
ま
り
、
全

区
間
の
約
六
割
が
直
轄
施
工
区
間
と

し
て
整
備
が
図
ら
れ
ま
し
た
。

と
り
わ
け
、
昭
和
四
五
年
の
岩
手

国
体
に
む
け
て
一
層
整
備
が
進
み
、

そ
の
後
、
難
工
事
箇
所
の
施
工
も
進

み
、
昭
和
五
三
年
に
全
線
完
成
し
ま

し
た
。

こ
の
結
果
、
自
動
車
に
よ
る
所
要

時
間
は
約
二
時
間
前
後
と
大
幅
に
短

縮
さ
れ
、
社
会
経
済
の
活
動
の
向
上

に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
ま
し

た
。　　　　　　　　

太平洋のさざ波を

クリーンビア田老

海岸美をたっぷり堪能。

七

岩
手
県
広
域
観
光
ル
ー
ト

｢サ
ン
ラ
イ
ズ
ル
ー
ト
｣

前
述
の
ご
と
く
、
一
般
国
道
一
〇

六
号
は
そ
の
前
身
で
あ
る
宮
古
街
道

の
時
代
か
ら
県
都
盛
岡
と
沿
道
の
中

心
で
あ
る
宮
古
を
結
ぶ
歴
史
あ
る
基

幹
道
路
で
あ
る
と
と
も
に
、
沿
線
地

域
に
は
各
地
域
に
根
ざ
し
た
遺
跡
･

史
跡
が
点
在
し
て
い
ま
す
。

県
内
に
は
、
八
幡
平
十
和
田
国
立

公
園
や
花
巻
温
泉
、
平
泉
中
尊
寺
、

ふるさと物産センター
山
一
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高
山
植
物
の
宝
庫
で
あ
る
早
池
峰
国

定
公
園
、
さ
ら
に
は
陸
中
海
岸
国
立

公
園
な
ど
多
彩
な
観
光
地
が
点
在
し

て
い
ま
す
。

県
で
は
、
こ
れ
ら
の
多
彩
な
観
光

資
源
を
有
効
に
活
用
し
、
点
在
す
る

観
光
資
源
、
施
設
等
を
連
結
し
、
相

互
に
関
連
性
を
持
た
せ
た
広
域
観
光

ル
ー
ト
舎
右
手
県
広
域
観
光
ル
ー
ト
)

八
ル
ー
ト
を
設
定
し
、
各
々
名
将
を

付
し
て
標
識
や
看
板
の
整
備
を
図
っ

て
ド
ラ
イ
バ
ー
や
観
光
客
に
分
か
り

や
す
く
円
滑
な
移
動
に
資
す
る
よ
う

計
画
し
て
い
ま
す
。

と
り
わ
け
内
陸
部
の
観
光
地
と
沿

岸
の
観
光
地
を
連
結
す
る
ル
ー
ト
と

し
て
の
一
般
国
道
一
〇
六
号
は
、
映

画

｢喜
び
も
悲
し
み
も
幾
年
月
｣
で

有
名
な
白
亜
の
ト
ド
ケ
崎
灯
台
に
代

表
さ
れ
る
、
朝
日
が
最
も
早
く
昇
る

本
州
最
東
端
を
イ
メ
ー
ジ
し
た

｢サ

ン
ラ
イ
ズ

ル
ー
ト
｣
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

沿
線
の
主
な
観
光
地
を
次
に
紹
介

し
ま
す
。

区
界
か
ら
一
般
国
道
一
〇
六
号
に

沿
っ
て
流
れ
宮
古
湾
に
そ
そ
ぐ

｢閉

伊
溪
流
｣
は
、
ア
ユ
･
イ
ワ
ナ

･
ヤ

マ
メ
の
宝
庫
と
し
て
溪
流
釣
り
の
名

所
で
あ
り
、
秋
の
紅
葉
は
見
応
え
が

あ
り
ま
す
。

ま
た
、
陸
中
海
岸
を
代
表
す
る
景

観
で
約
三
〇
〇
年
前
に
霊
鏡
と
い
う

僧
が
｢さ
な
が
ら
極
楽
浄
土
の
如
し
｣

と
称
賛
し
た
こ
と
か
ら
名
が
つ
い
た

と
言
わ
れ
る

｢浄
土
ケ
浜
｣
は
、
白

色
に
近
い
石
英
粗
面
岩
で
で
き
た
半

島
と
し
て
年
間
約
一
四
〇
万
人
が
訪

れ
て
、
海
水
浴
や
観
光
船
に
よ
る
島

め
ぐ
り
、
さ
ら
に
は
船
上
か
ら
の
ウ

ミ
ネ
コ
の
餌
づ
け
等
で
楽
し
ま
れ
て

い
ま
す
。

さ
ら
に
、
岩
泉
町
に
は
高
知
県
の

竜
河
洞
、
山
口
県
の
秋
吉
洞
と
並
ぶ

日
本
三
大
鍾
乳
洞
の
一
つ
で
あ
る

｢竜
泉
洞
｣
が
あ
り
、
地
底
湖
の
深

さ
は
推
定

一
二
0
m
、
透
明
度
四

○
･
五
m
は
世
界
一
を
誇
り
、
訪
れ

る
年
間
約
四
五
万
人
の
観
光
客
を
魅

了
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
以
外
に
も
多
く
の
観
光
施
設

や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
が
存
在

し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
一
般
国
道
一
〇
六
号
の
中

間
地
点
に
あ
た
る
新
里
村
区
界
に
は
、

平
成
五
年
四
月
に
第
一
回
の
登
録
を

う
け
た

｢道
の
駅

区
界
高
原
｣

(ビ
ー
フ
ビ
レ
ッ
ジ
区
界
)
が
設
置

さ
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
施
設
は
、
盛
岡
市
と
宮
古
市

を
結
ぶ
国
道
の
中
継
基
地
と
し
て
道

路
利
用
者
の
サ
ー
ビ
ス
の
た
め
の
駐

車
場
と
ト
イ
レ
を
整
備
し
、
さ
ら
に
、

地
元
特
産
品
や
短
角
牛
の
肉
を
使
っ

た
ス
テ
ー
キ
等
を
提
供
す
る
レ
ス
ト

ラ
ン
が
あ
り
、
使
い
や
す
い
道
路
空

間
と
し
て
、
利
用
者
に
喜
ば
れ
て
い

ま
す
。

地
元
川
井
村
と
し
て
は
こ
の
施
設

を
地
域
活
性
化
の
核
と
し
て
位
置
づ

け
て
お
り
、
今
後
村
の
観
光
や
地
域

の
振
興
に
お
い
て
大
い
に
期
待
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

八

最
後
に

一
般
国
道
一
〇
六
号
は
、
内
陸
部

と
沿
岸
地
域
と
の
社
会
経
済
活
動
の

大
動
脈
と
し
て
、
さ
ら
に
は
北
東
北

の
観
光
拠
点
を
め
ざ
す
た
め
の
重
要

な
広
域
観
光
ル
ー
ト
と
し
て
、
先
人

た
ち
の
当
該
路
線
に
対
す
る
熱
き
思

い
を
胸
に
日
々
安
全
か
つ
円
滑
な
交

通
が
は
か
ら
れ
る
よ
う
努
力
し
て
お

り
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
宮
古
･
盛
岡
間
の
道

路
は
、
そ
の
重
要
性
か
ら
、
広
域
道

路

｢交
流
促
進
型
｣
に
位
置
づ
け
ら

れ
、
さ
ら
に
太
平
洋
と
日
本
海
を
結

ぶ

｢地
域
連
携
軸
｣
を
形
成
す
る
路

線
と
し
て
一
層
規
格
の
高
い
道
路
と

し
て
の
整
備
を
目
指
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
で
、
紹
介
を
終
わ
ら
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
が
、
本
県
に
は

｢宮
古

街
道
｣
の
他
に
も
由
緒
あ
る
旧
街
道

が
一
般
国
道
と
し
て
重
要
な
機
能
を

果
し
て
お
り
ま
す
。

本
県
に
お
出
で
の
際
は
、
長
期
滞

在
し
て
じ
っ
く
り
本
県
の
風
土
や
人

情
に
ふ
れ
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
道

路
事
情
に
つ
い
て
も
視
察
し
て
い
た

だ
け
れ
ば
幸
い
と
思
い
ま
す
。

(新
里
村
民
族
資
料
館
の
問
い
合
わ
せ
先
は
新
里
観

光
協
会
建
○
一
九
三
･ー
七
二
-
二
二
三
一
又
は
新

里
村
役
場
窓
○
-
九
三
-
七
ニ
ー
二
一
一
一
ま
で
)
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月
･日

世

界

の

動

き

○
ス
イ
ス
で
ア
ル
プ
ス
の
道
路
か
ら
外
国
の
ト
ラ
ッ
ク
を
締
め
出

す
か
ど
う
か
の
国
民
投
票
が
あ
り
、
締
め
出
し
賛
成
派
が
五
一
･

九
%
を
占
め
、
反
対
派
を
わ
ず
か
に
上
回
っ
た
。
ア
ル
プ
ス
越
え

の
外
国
ト
ラ
ッ
ク
便
は
、
一
〇
年
以
内
に
鉄
道
輸
送
に
切
り
替
え

ら
れ
る
。

○
中
国
国
家
統
計
局
が
一
九
九
三
年
お
国
民
経
済
統
計
を
発
表
。

国
内
総
生
産

(G
D
P
)
の
伸
び
率
は
前
年
比
で
一
三
･
四
%
。

こ
れ
は
九
二
年
の
同
三
一
･
八
%
に
続
き
、
二
年
連
続
の
大
幅
上

昇
。

○
米
商
務
省
の
発
表
に
よ
る
と
、
九
三
年
第
四
･
四
半
期

(
一
0

-
三
一月
)
の
国
民
総
生
産

(G
D
P
)
の
実
質
成
長
率
は
、
季

節
調
整
済
み
の
第
一
回
改
定
値
で
前
期
比
年
率
換
算
七
･
五
%
と

な
っ
た
。
こ
れ
は
四
半
期
と
し
て
は
一
九
八
四
年
第
一
･
四
半
期

以
来
、
約
一
〇
年
ぶ
り
の
高
い
成
長
率
。
米
政
府
は
景
気
加
熱
感

の
広
が
り
を
警
戒
し
て
い
る
。

○
ク
リ
ン
ト
ン
米
大
統
領
が
包
括
貿
易
法
ス
ー
パ
ー
三
〇
一
条
を

復
活
す
る
大
統
領
令
に
署
名
。
適
用
期
限
は
九
四
、
九
五
の
二
年

間
で
、
対
象
は
す
べ
て
の
貿
易
相
手
国
と
し
て
い
る
が
、
当
面
は

対
日
圧
力
の
手
段
と
し
て
使
う
と
み
ら
れ
て
い
る
。

○
米
商
務
省
発
表
の
一
九
九
三
年
の
国
際
収
支
統
計
に
よ
る
と
、

昨
年
の
経
常
収
支
は
一
、
0
九
二
億
四
、
二
〇
〇
万
ド
ル
の
赤
字
。

前
年
比
六
四
･
五
%
の
大
幅
増
で
、
八
八
年
以
来
の
高
水
準
。
貿

易
赤
字
は
同
じ
三
七
･
八
%
増
。

事

項

0

19

月
･日

国

内

の

動

き

○
改
正
政
治
改
革
関
連
四
法
が
参
院
本
会
議
で
可
決
、
成
立
し
た
。

細
川
護
煕
首
相
と
河
野
洋
平
自
民
党
総
裁
が
合
意
し
た
修
正
内
容

を
盛
り
込
ん
だ
も
の
で
、
今
後
は
、
選
挙
の
区
割
り
の
決
定
が
焦

点
に
な
る
。

○
食
糧
庁
が
国
産
の
政
府
米
三
万
ト
ン
を
追
加
供
給
す
る
方
針
を

発
表
。
各
地
で
起
き
て
い
る
コ
メ
の
品
薄
状
態
を
解
消
。
コ
メ
騒

動
を
鎮
静
化
す
る
の
が
狙
い
。

○
東
京
地
検
特
捜
部
が
衆
院
本
会
議
で
の
逮
捕
許
諾
議
決
と
、
東

京
地
裁
の
逮
捕
令
状
発
布
を
受
け
て
、
同
地
検
に
出
頭
し
た
前
建

設
相
･
中
村
喜
四
郎
容
疑
者

(四
四
)
を
あ
っ
せ
ん
収
賄
容
疑
で

逮
捕
。

○
携
帯
用
、
自
動
車
用
な
ど
移
動
電
話
の
日
本
市
場
解
放
を
め
ぐ

る
日
米
の
対
立
は
、
神
崎
郵
政
相
と
モ
ン
デ
ー
ル
駐
日
米
大
使
の

会
議
で
合
意
し
決
着
し
た
。
日
本
移
動
通
信
が
米
モ
ト
ロ
ー
ラ
方

式
の
利
用
者
増
加
を
目
的
に
同
方
式
に
基
づ
く
基
地
局
の
建
設
を

前
倒
し
で
進
め
る
こ
と
を
約
束
、
日
米
両
政
府
が
三
ヶ
月
ご
と
に
、

こ
れ
を
点
検
す
る
。

○
通
産
省
と
欧
州
委
員
会
は
、
一
九
九
四
年
中
に
日
本
か
ら
欧
州

連
合

(E
U
)
域
内
に
輸
出
さ
れ
る
自
動
車
台
数
の
上
限
に
つ
い

て
、
九
三
年
比
○
･
四
%
増
の
九
八
万
四
、
0
0
0
台
と
す
る
こ

と
で
合
意
。
両
者
は
E
U
域
内
の
景
気
は
回
復
基
調
に
あ
る
が
、

自
動
車
需
要
の
急
激
な
伸
び
は
望
め
な
い
と
の
見
方
で
一
致
し
た
。

事

項

3
,

･

月
･日

道

路

行

政

の

動

き

○
徳
島
自
動
車
道

(脇
町
ー
藍
住
)
三
二
･
一
如
供
用
開
始
。

事

項

@

嚼

o
醐

o
醐
o
隨
o
崗
o
醇
!
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修

人
監
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ス
ペ
ー
ス
シ
ャ
ト
ル
の
飛
行
士
は
、
ア
メ
リ
カ
軍

人
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
危
険
が
伴

っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
最
近
は
飛
行
体
と
し
て
安
定
し
た
せ
い
か
、

民
間
人
や
自
国
人
以
外
に
も
搭
乗
を
許
す
よ
う
に
な
っ

た
。
一
昨
年
か
、
日
本
人
科
学
者
が
宇
宙
で
実
験
を

し
た
。
そ
の
八
M
氏
は
暗
黒
の
空
間
に
た
だ

一
つ
、

五
色
に
彩
ら
れ
て
浮
ぶ
地
球
の
美
し
い
姿
に
見
と
れ

た
と
い
う
。
と
同
時
に
そ
の
地
球
が
ガ
ラ
ス
細
工
の

よ
う
に
、
ち
ょ
っ
と
無
理
す
る
と
砕
け
て
し
ま
う
脆

い
も
の
の
よ
う
に
見
え
た
そ
う
だ
。
だ
か
ら
地
球
の

自
然
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
訴
え
か
け

る
)0地

球
は
宇
宙
の
オ
ア
シ
ス
で
あ
る
と
か
、
地
球
を

見
て
神
の
存
在
を
認
識
し
た
と
か
の
話
し
は
、
そ
れ

ま
で
の
宇
宙
飛
行
士
が
し
ば
者
＼
ロ
に
し
て
い
る
。

だ
が
オ
ア
シ
ス
や
神
と
言
わ
れ
て
も
、
欧
米
人
の
思

惟
か
ら
出
た
言
葉
で
あ
る
。
日
本
人
が
こ
の
喩
え
を

き
い
て
、
共
感
し
た
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。
東
洋

は
東
洋
、
西
洋
は
西
洋
、
民
族
は
そ
れ
ハ
＼
の
風
土

の
中
か
ら
感
性
を
育
て
･
来
た
。
だ
か
ら
M
氏
が
日

本
人
の
感
性
を
も
っ
て
、
地
球
を
ど
う
説
明
す
る
か

興
味
が
あ
っ
た
。

M
氏
は
こ
う
も
言

っ
て
い
る
。
｢宇
宙
か
ら
見
て

い
る
と
、
地
球
の
日
没
に
相
当
す
る
地
域
が
一
瞬
赤

く
輝
く
と
き
が
あ
る
。
そ
の
赤
い
部
分
は
地
球
を
と

り
ま
く
、
薄
い
膜
の
よ
う
な
大
気
層
の
中
だ
け
の
現

象
で
あ
る
。
大
空
を
真
赤
に
染
め
て
日
が
沈
む
あ
の

夕
焼
空
も
、
宇
宙
か
ら
見
れ
ば
極
く
薄
い
膜
の
中
の

出
来
事
に
過
ぎ
な
い
。
地
球
か
ら
こ
の
空
気
層
を
取
っ

て
し
ま
う
と
、
他
の
惑
星
と
同
じ
よ
う
に
荒
涼
た
る

星
に
な

っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
こ
の
薄
い
膜
を
、
大

事
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
!
と
。

"夕
焼
小
焼
で
日
が
暮
れ
て
、
山
の
お
寺
の
鐘
が

な
る
"
と
い
う
童
謡
風
景
は
、
日
本
人
の
心
の
襞
に

刻
ま
れ
た
心
象
の
一
つ
で
あ
る
。
だ
か
ら
道
路
の
写

真
コ
ン
ク
ー
ル
で
は
、
必
ず
と
言
っ
て
い
>
く
ら
い

こ
の
よ
う
な
写
真
が
入
選
す
る
。
日
本
人
な
ら
誰
れ

も
が
持
っ
て
い
る
こ
の
感
性
を
揺
さ
ぶ
る
よ
う
に
、

M
氏
は
語
り
か
け
る
の
で
あ
る
。

日
本
人
の
心
の
襞
は
、
漢
字
を
通
じ
古
代
支
郡
学

に
よ
っ
て
醸
成
さ
れ
て
来
た
。
歴
史
年
表
を
見
る
と

紀
元
前
何
千
年
、
黄
河
流
域
で
文
字
が
発
明
さ
れ
た

頃
、
日
本
列
島
は
縄
文
文
化
以
前
の
、
空
白
の
時
代

に
な
っ
て
い
る
。
記
録
す
べ
き
独
自
の
文
字
が
な
か
っ

た
か
ら
、
仕
方
が
な
い
。

さ
て
、
空
気
だ
が
。
近
代
に
な
っ
て
科
学
的
に
酸

素
、
窒
素
と
微
量
の
元
素
か
ら
成
る
混
合
物
と
分
析

さ
れ
て
も
、
私
達
の
日
常
生
活
に
影
響
す
る
と
こ
ろ

は
な
い
。
自
然
に
あ
る
も
の
は
、
ど
の
よ
う
な
成
分

で
出
来
て
い
る
こ
と
よ
り
も
、
人
に
働
き
か
け
る
作

用
の
方
が
大
事
で
あ
る
。
古
代
支
那
学
の
代
表
的
書

物
易
経
を
見
る
と
、
人
々
に
吉
凶
禍
福
を
も
た
ら
す

自
然
現
象
と
し
て
天
と
地
、
火
と
水
、
山
と
沢
、
雷

と
風
の
八
つ
を
選
ん
で
い
る
。
こ
れ
を
八
卦
と
い
う
。

そ
の
八
卦
の
中
に
風
が
あ
る
。
易
経
が
作
ら
れ
た
古

代
に
あ
っ
て
、
無
色
透
明
の
空
気
を
認
識
す
る
こ
と

は
無
理
な
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
。
た
ゞ
高
い
山
に
登
り
、

深
い
谷
に
降
り
る
と
息
苦
し
く
な
る
こ
と
か
ら
、
こ

れ
を
気
と
言
い
、
そ
の
気
の
動
く
作
用
を
名
付
け
て

風
と
言
っ
た
。
風
は
省
略
体
n
と
虫
と
の
合
字
の
よ

う
で
あ
る
。
n
は
限
ら
れ
て
あ
る
も
の
の
マ
ー
ク
、

虫
は
空
気
の
中
を
飛
ぶ
動
植
物
を
総
代
し
た
も
の
だ

ろ
う
。
虫
の
字
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
空
気
の

作
用
が
よ
り
明
確
と
な
っ
た
。

し
か
し
高
温
多
湿
の
風
土
の
中
に
あ
る
島
国
日
本

は
、
風
の
字
を
発
明
し
た
中
国
人
以
上
に
風
に
対
し

て
敏
感
で
あ
る
。
そ
し
て
、
風
の
表
現
も
多
岐
に
亘

る
。
そ
の
多
様
さ
が
風
の
神
と
い
う
よ
う
に
、
自
然

現
象
と
信
仰
を
結
び
つ
け
る
き
め
の
こ
ま
か
い
感
性

を
育
て
･
来
た
の
で
あ
る
。

(経
)

5月号の特集テーマは ｢過積載対策｣ の予定です。
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